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委員会議事録 

１ 水道局関係分 

（１）付託事件審査 

  ①議案第33号 光市水道事業及び簡易水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理

者に関する条例の一部を改正する条例 

説 明：宮﨑水道局次長兼業務課長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ②議案第６号 平成３１年度光市水道事業会計予算 

説 明：宮﨑水道局次長兼業務課長、西工務課長 ～別紙 

質 疑 

○土橋委員 

 消費税の関係もあるので、ちょっとお聞きをしてみたいんですけども、工事そのもの

が４億5,000万円ぐらいあるわけですけれども、10月からは８％から10％になるという

ことになると、発注時期が問題になってくると思うんですけれども、発注時期もさるこ

とながら、10月からは10％になるのであるならば、その前に契約をしていると８％で済

むのかどうなのか、その辺は抜かりないところだろうと思うんですが、もう一度、確認

だけはしておきたいというのと、もう一つは、そうは言っても５月に連休が10日ありま

すので、この体制はどのようなことを考えておられるのか、これも抜かりはないと思う

んですけども、あえて確認をしたいと思います。 

 以上です。 

○西工務課長 

 ８％から10％に消費税が変わるに従って、工事費がふえるという御質問なんですが、

一応発注時期を考えて、半分ぐらいは８％の工事費で見込んでいます。半分ぐらいは

10％の消費税で見込んで、一応予算はつくっています。 

 それと、５月の連休の質問ですが、いつもと同様、当番店がありますので、当番店が

漏水のときには出て修理を行います。職員も誰かが出れるように体制はとると思います。 

 以上です。 
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○土橋委員 

 それはわかるんですが、半分は８％で半分は10％ということはわかるんですが、私が

お尋ねをしたいのは、半分の10％のやつが何か細工をしたら８％で済むのかどうなのか

というような、そういうことを聞いているんです。 

○福島水道事業管理者 

 御質問があったとおり、９月30日までに契約をすれば８％です。10月１日から10％と

いうことになりますので、極力、水道局としては早目に工事は出したいと思いますが、

どうしても出せないところもございます。そういうところについては、10％で対応とい

うことになると思います。 

 以上です。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 
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２ 福祉保健部関係分 

（１）付託事件審査 

①議案第２３号 光市介護保険条例の一部を改正する条例 

説 明：中邑福祉保健部地域包括ケア担当次長兼高齢者支援課長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

②議案第２４号 光市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

説 明：中邑福祉保健部地域包括ケア担当次長兼高齢者支援課長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

③議案第１号 平成31年度光市一般会計予算〔所管分〕 

説 明：松村福祉総務課長 ～別紙 

質 疑 

○土橋委員 

 生活保護の関係なんですけども、前年度比で5,875万2,000円の減になっておりますけ

れども、これは何が減額の対象になっているのかをまず最初にお伺いします。 

○松村福祉総務課長 

 主には、扶助費の減額でございます。扶助費が5,930万円の減額となっております。 

 それぞれの項目の減額につきましてですが、順番に増減をお知らせしたいと思います。

113ページです。 

 一番上からいきます。生活扶助費が1,860万円のマイナス、次の住宅扶助がマイナス

の620万円、教育扶助が増の50万円、医療扶助がマイナスの3,200万円、介護扶助がマイ

ナスの220万円、出産については増減がありません。生業扶助がプラスの250万円、葬祭
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については増減がございません。施設事務費がマイナスの400万円、就労自立給付費が

増減がございません。進学準備給付金がプラスの70万円、以上でございます。 

○土橋委員 

 次に、先ほどちょっと言われたんですけども、確認ですけども、保護世帯の流れとし

ては、平成28年366だったけれども、27年が358か、366になって、366で、今回が345と

いうふうに、これは間違いないですね、言われたんじゃから。 

○松村福祉総務課長 

 そうでございます。 

○土橋委員 

 それで、減ると想像したというのは、前年度並みちゅうていうなら予算的にはわかる

けれども、いきなり予算で減るという数字というのはどういうふうに理解したらいいで

すか。 

○松村福祉総務課長 

 最近の増減といいますか、減少というものを勘案して、推計したものでございます。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 保護率を見てみますと、光市の平成29年度の保護率というのは8.7‰なんですね。全

国は16.7‰になる。山口県の保護率は11.1‰です。これは、光市は山口県のどのぐらい

の位置にいるのか、13市のところで答えていただきたい。 

○松村福祉総務課長 

 光市の順番ですけれども、県内では宇部市、下関市というところが高く、防府市、柳

井市が低いんですけれども、本市は７番目、ちょうど真ん中の状況でございます。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 何年か前ぐらいから、一般財源配分方式という形で予算を決めていくんだと、そのこ

とと今回の保護世帯のこの数字とは何か関連があるんですか。 

○松村福祉総務課長 

 扶助費につきましては、一般財源配分方式の枠の中に入っておりませんので、それと

これとは別物でございます。 

○土橋委員 
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 保護費の開始状況だとか廃止状況を見てみますと、いくらか申し込まれて、そして申

し込む人、あるいは辞退した人というのがあるんだけれども、辞退をするというのはど

ういうような人が辞退をするんですか。 

○松村福祉総務課長 

 保護を辞退されるというのは、ほとんどございません。就労等によって収入がふえた

りして、保護の対象にならなくなるというのがほとんどで、辞退されるというのは年に

１件あるかないかというところでございます。 

 以上です。 

○土橋委員 

 じゃ、死亡のためというようなものというのは少なくて、仕事に行くようになったか

ら廃止をすると、本人の申し入れですか。 

○松村福祉総務課長 

 すみません、説明が十分でございませんでした。平成29年度の廃止が37件ございます

が、これのうち死亡で廃止になったのが17件でございます。それから、収入の増加によ

るものが８件、こういったところが主な要因となっております。失踪等によるようなも

のがあれば、いわゆる辞退という取り扱いをしたりすることはございますけれども、通

常、生活基準を下回っておれば、辞退というので申し出されるケースはほとんどござい

ません。 

○土橋委員 

 85ページに、社会福祉協議会の補助金として4,930万円が出されていますけれども、

これは4,930万円が全ての補助金としてという認識でよろしゅうございますか。 

○松村福祉総務課長 

 補助金といたしましてはこれが全てですけれども、市のほうから社会福祉協議会のほ

うにお支払いする費用ということであれば、これ以外にも事業の委託料であったりとか、

介護、障害のサービスを受託されていますので、そういったものの法定給付分、こうい

ったものがございます。 

 以上です。 

○土橋委員 

 全部でいくらぐらいになるわけですか。 

○松村福祉総務課長 

 法定給付分は、今ちょっとすぐには出てこないんですけれども、社会福祉協議会の委

託事業ということで言いますと約4,000万円程度、市から社会福祉協議会にお願いして
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おります。 

○土橋委員 

 ということは、あれこれ言わんで、大体9,000万円から１億円ぐらいは社協のほうに

金が行っているというふうに理解しちょっていいですね。 

○松村福祉総務課長 

 はい、お見込みどおりでございます。 

○土橋委員 

 それと、これはちょっとよくわからないので、21ページに国庫負担分として、生活困

窮者自立相談支援事業負担金というのが854万円ですか、載っているんですが、これは

社協の何かとは関係ないんですか、別物ですか。 

○松村福祉総務課長 

 生活困窮者自立相談支援事業というのが、113ページの１段目の下側、生活困窮者自

立支援事業1,001万9,000円、こちらの事業費の国の負担分、４分の３の負担になります

が、このうち自立相談支援事業委託料958万7,000円、こちらのほうは社会福祉協議会に

対する委託料でございます。 

○土橋委員 

 よく福祉の関係で言うと、貧困世帯とか、生活困窮者とか、何かそういう言葉がしょ

っちゅう出てきますけども、お聞きしてみたいんですが、今ここに言いました生活困窮

者の定義というのは御存じですか。 

○松村福祉総務課長 

 この事業で申します生活困窮者という部分につきましては、借金であったりとかとい

うものも含めて、たちまち手元に消費できるお金がないというような方が対象になって

いるところでございます。 

○土橋委員 

 生活困窮者というのは、早い話が生活保護の全ての決まり事にある人ですよ、数字的

に。貧困世帯というのは、いじわるなことは余り聞きたくないけども、だからそういう

ようなことは頭に入れて、大変御無礼だけれども、相談者と話をしてもらいたいなとい

うふうに思います。 

 それと、社会福祉協議会にこういうふうなパンフレットがあるんですが、これを見ま

すと、とにかく何でもいいけ相談してくれと、気軽に相談してくれという前提で、家賃

が払えないとか困っちょるとか、あるいは生活に困っている、仕事が見つからないと、

将来が不安だと、家族のことで悩んでいるというような、これだけじゃないんでしょう
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けども、これ以外にあるんですか、相談事というのは。 

○松村福祉総務課長 

 寄せられている相談ということでありますと、29年度の主要施策の成果で御紹介させ

ていただいている部分で言いますと、御本人さん等の病気や健康、それから障害に関す

ることであったりとか、債務に関すること、仕事上のトラブル、ひきこもり、不登校、

ＤＶ、虐待、こういったものの相談も寄せられているところでございます。 

○土橋委員 

 相談件数は、私はそれをちょっと見ていなかったので、相談件数は総数がどのぐらい

あったんですか。 

○松村福祉総務課長 

 相談件数ですけれども、29年度は人数で言いますと49名の新規相談者がございます。

それと、相談の内容といたしましては、123件の御相談をいただいております。 

○土橋委員 

 １年間の中で、49人の人が相談に行ったと。その中には、家賃のことだとか、生活の

ことだとか、仕事のことだとかというのが123件あったという認識でいいんですか。 

○松村福祉総務課長 

 すみません、今、手元には新規相談件数が49件というものしかございませんので、申

しわけないんですけども、当然、継続して相談に乗させていただいている相談者の方も

ございますので、そういった方の分も含めて123件という状況でございます。 

○土橋委員 

 じゃ、常連さんもおるということだ。 

○松村福祉総務課長 

 ずっと長く抱えるということは余り好ましいことではないので、何らかの支援をして、

どこかの時点でそういった部分、相談者の方の課題が解決した時点で、できるだけ一旦

支援のほうを終結させていただきながら、また何か困ったことがあれば御相談ください

というような対応をいたしておるところです。 

○土橋委員 

 社協の委託をした自立支援の部署と、さっき言われた生活に困っているというふうな

相談ももちろんあるわけですけれども、さっき言われた当初予算から既に前年度の世帯

を下回っているというようなことを考えてみると、生活に困っているとかなんとかとい

うのはここにあるんだけれども、この制度は生活保護に行く手前で、そっちはだめよ、
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こっちに来んさいというような形での抑止力になっているんじゃないんですか、これは。 

○松村福祉総務課長 

 制度の目的の中に、そういった部分というのも当然ありますけれども、そうした中で

も、どうしても生活が立ち行かないという方については、こちらの相談から生活保護に

つないだものもありまして、29年度で申しますと、生活保護の適用をされた方が７名い

らっしゃるという状況でございます。 

○土橋委員 

 社協は場所的には２階なんですよね。生保の関係は１階なんですよ。そうすると、市

民は、１階でも２階でもいいんだけども、最初からここに行くとは思えんのですよ。こ

れは私が思うだけの話であって、生活保護のほうに行くと思うんですね。生活保護のほ

うから上に、言い方はちょっと表現が正しくないかもわからんが、生保から上に、１階

から２階に回すというのはあったですか。 

○松村福祉総務課長 

 日ごろからお互いに連携しながら業務等を行っておりますので、当然、こちらの困窮

者の相談のほうから生活保護に回ってくることもありますし、生活保護の相談に来られ

た中で、所持金等がある場合には２階といいますか、生活困窮者の相談の窓口を御案内

したりというケースはございます。 

○土橋委員 

 社会福祉協議会には、会長さんというんですか、がおられますけれども、会長さんと

いうのは、何か話を聞くと、そんなに恵まれたような金銭的なものはもらっていないみ

たいなことをよく聞くんですけども、あれはボランティアとしてお願いをしているのか、

それともほかに何かあるのか、どういう位置づけで会長さんという人を任命しているの

か、その辺をちょっと聞いてみたいと思うんですがね。 

○松村福祉総務課長 

 社会福祉協議会の会長さんでございますが、当然、理事会等において選任をされて、

会長につかれているというところでございます。業務とすれば、会を代表するというよ

うなところになろうかと思います。 

 それから、ボランティアかという点につきましては、定款のほうで、これはホーム

ページ等で公表されておりますけれども、５万4,600円の月額の報酬が出ておるという

状況でございます。 

○土橋委員 

 光市の人口にも関係をするのかもわかりませんが、下関市は何ぼですか。 
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○松村福祉総務課長 

 申しわけありません。他市の状況というのは把握しておりません。 

○土橋委員 

 私が持っているんですよ。下関市が10万円ですね。阿武町なんていうのも10万円です

ね。だから、社会福祉協議会の果たす役割というのはそれはそれなりの、本来ならあい

ぱーくでやらなきゃならんようなことも含めて、えらい大事なものをやりよるけれども、

これはいつごろから５万4,600円なんですか。 

○松村福祉総務課長 

 申しわけありません。いつごろからかというのは、私のほうで把握しておりません。 

○土橋委員 

 先ほども言いましたように、社協に委託をしている自立支援相談というようなものが

生活保護を抑圧するような、そういうふうに見られるような状況だけは避けてもらいた

いということを要望して、私の質問を終わります。 

○河村委員 

 今の自立相談支援事業でございますが、958万7,000円の中身といいますか、恐らく人

件費になるんだと思うわけですが、何人分の人件費が入っているのか。 

 それから、当初はお一方ほど、自立支援相談員というような形で嘱託の方がおられた

んですけれども、その方は要は生活保護にならないためにということで、いろんな地域

の情報を集めるような活動もされておったんですが、さっきからのお話を聞く中で、何

か生活保護を受けておる方をそうではないような方向を出そうとしておるのか、何かち

ょっと中身がよく理解できないところがあるので、もう少し詳しく御説明いただけます

かね。 

○松村福祉総務課長 

 事業の概要と申しますか、どういった形かということですけれども、生活保護にあく

までも至る前の生活困窮者が抱えられているいろんな生活、就労、教育などの問題に相

談に応じて、情報提供であったりとか、助言を行うというものが事業で、生活保護を受

給されている方を対象とした事業ではございません。 

 それで、職員配置につきましては、現在、正職員が２名と臨時職員が１名ですが、正

職員は今回の費用の中ではそれぞれ２分の１ずつということで、ほかの業務と兼務をさ

れておられます。 

 以上です。 

○河村委員 

 助言をするということで、要は相手は、助言をする人はどうやって見つけてくるの。 
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○松村福祉総務課長 

 窓口も開設しておりますので、社協だよりのほうでそういった事業をやっているとい

うようなことも紹介されていますし、現状で申しますと、社会福祉協議会のほうで民生

委員さんへの事業の紹介をされたり、地区の福祉委員さんの研修でそういった事業をＰ

Ｒされたり、それぞれの各地区の福祉委員さん以外の会合等にも出向いてＰＲをするな

どの、アウトリーチ型と言われる取り組みも進めているということでございます。 

○河村委員 

 社協だよりにないことはなかったと思います。民生委員とか福祉委員、私もずっと何

年も福祉委員の研修会に出よりますけど、そんな話はなかった。何年か前やったですか、

３年ぐらい前に、初めて自立支援相談員になられた方が１回ほど話を聞いたことがある

んですけれども、どうもここのところそういった外へ対しての活動が見れない。わかり

ますかね。要するに、内向きの中で、要は実績づくりのための活動のように見えなくな

いんです。 

 もう少し、一般のところへ、こういう自立相談支援事業というのが広まっていかなけ

ればいけないんじゃないかと。結構、私の周りだけでも、ひきこもりのような方とか、

最近多いんですよ、ものすごい。元気なのに仕事をしていない、中には生活保護をもら

いよる方もいらっしゃる。 

 だから、そのあたりのところをひっくるめて、生活保護にならないようにということ

ですから、要は所得で言えば、それが低い方もたくさんいらっしゃいますから、そうい

うところで少しアクションを起こすとか、あるいは全くひきこもりの場合は所得があり

ませんから、そうは言っても生活実態といいますか、食事はちゃんとしよるわけですか

ら、そのあたりのところのアクションが私は必要なんだと思っているんですけどね。 

 民生委員さん、福祉委員さん以外にも、何か活動でやっていることとかというのはな

いんですか。 

○松村福祉総務課長 

 現状で、社会福祉協議会のほうとお話をさせていただいている中では、先ほど申し上

げたような取り組みが中心ということでございます。確かに、おっしゃるように、本当

に必要な方のところに届けたいという思いはありながら、税の情報をピンポイントで使

うというわけにもいかないんですけれども、やはり一番地域の方がこういった生活に困

られている方の情報というのはつかまれているんじゃないかと思います。民生委員さん

中心ということにはなってしまうかもしれませんけれども、そういったあたりで気にな

る方の情報はお寄せいただくというようなことについて、改めて社会福祉協議会のほう

と検討もしてまいりたいと思います。 

○河村委員 

 それで、85ページの先ほどもありましたが、社会福祉協議会の4,930万円、収益外の
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人件費だと、こういうお話をされたんですね。それ以外にも、委託事業で4,000万円程

度だと。高齢者の要は活動支援といいますか、地域福祉活動というんだったですか、た

しか社協にお願いをしてやっていただいているわけですが、もう少し我々にも活動の中

身、9,000万円ぐらいのある意味で言えば市からの助成が出ているわけでございますか

ら、その中身について詳しくお知らせを願いたい。 

○松村福祉総務課長 

 社会福祉協議会の収益事業以外の活動という部分についてでございますが、主な補助

金の対象となっている人件費の方が主にやられている業務という範疇で申し上げますと、

社会福祉法人の経営関係の業務、理事会であったり役員会であったり、あとは会計事務、

それから職員管理、福利厚生、こういったあたりのものと、今、委員さんのほうがおっ

しゃられたような地域福祉関係の業務というところで、ふれまちトークであったり、福

祉の輪づくり運動、ボランティア活動の推進、心配事相談、無料法律相談、地域権利擁

護事業、それからふれあい健康フェスティバルの実施等々がございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 何と言ったらいいんですか、いろんな事業をお願いしている中で、できるだけ要は人

件費に見合う事業というのが要るんだと思うんですね。そのあたりの開示をしていただ

いたらなと。 

 結構、中に突っ込んで一般質問等でさせていただいたことがありますが、地区の社会

福祉協議会をつくったときには、要は会費を集めるというところで、元来、それぞれの

地域でばらばらということもありましたけれども、300円の会費を取っている。そのう

ち、本来は200円が地域で、100円を社協にと、こういう話であったわけですが、それは

当初設立をするときの条件というふうに私は捉えておりましたし、私の地域での会則の

中にも、会費は地区の社会福祉協議会が取るんだと、こういう会則になっちょる。恐ら

く、その地域によって会則はばらばらなんだと思いますが、そういったものがいきなり

赤字になったから配分方法を変えてくれということで、300円が100円、200円というの

を150円、150円になった。 

 社会福祉協議会が赤字になるはずがないのに何でと、こういう話になるわけです。赤

字になったというのは、わざと赤字にして、そういうことをしようとするのか、そのあ

たりについてはどういうふうに思っておられますか。 

○松村福祉総務課長 

 会費と、それから事業の実施等に関しまして、社会福祉協議会のほうで団体として理

事会等々、役員会等を開かれて決定された事項でございますので、私のほうで考え方等

についてお答えするのは差し控えたいと思います。 

○河村委員 
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 それで、さっき言いましたが、人件費、それから委託事業で9,000万円ぐらいで、総

予算がいくらかわかりませんが、ほぼ市が人員を含めて抱えておる、そういうふうに私

だけじゃなくて恐らく見えているんじゃないかと思う。社会福祉協議会の実態ですよ。

そうすると、いろんなほかの附帯することについても、行政の関与なしにはあり得ない

ということになりますので、もう少し踏み込んで指導といいますか、そういうことが必

要なんだろうと思うんですよ。そのあたりについては、どういうふうにお考えですか。 

○松村福祉総務課長 

 そういった部分も確かにございますけれども、法人格を有して、それぞれ適正な意思

決定等をされての事業でございます。なかなか市のほうから、決定された部分について、

さらに踏み込んだ指導等というのは難しい部分というのもありますことは御理解いただ

ければと思います。 

○河村委員 

 できましたら、決算書等をお示しいただけたら、もう少し活動内容、あるいは財務内

容等についてお話ができるような気がしておりますので、今回でなくても６月の議会で

もいいんですが、社会福祉協議会そのものの経営の中身についてお示しをいただくこと

は必要なんじゃないかなというふうに思っております。 

 決算書だけぐらいだったら、どこからか集めてくることはできるんですが、議論をす

るためには御提出をいただいて、そこから議論を深めてみたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いしたらと思います。 

 以上です。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○河村委員 

 地域福祉活動計画の平成31年度の具体的な項目、要は予算がついた項目はどのような

状況でしょうか。 

○松村福祉総務課長 

 具体的に予算がついたというところでございますけれども、地域福祉活動計画という

ところでございますと、社会福祉協議会が作成した計画ということになりますので、直

接的に市の予算とかかわりがあるものではございませんが、市の予算の中でもこれに関

連する予算というのはついております。基本的には、全ての具体的な取り組みの中で、

何らかの形で予算化というのはされているものというふうに理解しております。 

○河村委員 

 市と一体となって社会福祉協議会が実施をする地域福祉活動計画だと、こう認識をし

ておりますが、市の予算と一体的に取り組むものだと理解しておりましたが、そうじゃ
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ないんですか。 

○松村福祉総務課長 

 一体的に取り組むものではございますけれども、直接的に市が予算化しているものと

いうよりかは、社会福祉協議会と連携して取り組んでいるというところで、物によって

当然市のほうで予算がついているもの、それから社会福祉協議会のほうで予算がついて

いるものということになろうかと思います。 

○河村委員 

 当初の活動計画によれば、結構総花的なというか、こういう予算がついて、こういう

事業をするというところとはちょっと違う、こういうふうになったらいいというような

形の具現化したものじゃないので、それを実施をするために、どういう行動、事業をす

るのかというのが大きな仕事だろうと思うんです。だから、平成31年度はどういう活動

を想定しているのか。 

○松村福祉総務課長 

 申しわけありません。現状、そういった視点での事業の取りまとめというものを行っ

ておりませんので、お答えいたしかねます。 

○河村委員 

 わかりました。市役所から要は人件費を出しちょるから、どうぞ人件費の中で、こう

いうことを想定されることをあなたらは好きにやっちょりんさいというふうに受け取れ

る。そこをやっぱりきちっと、こういう活動ということを予算化をすることが大事な作

業なので、それを指導だと、こういうふうに私には捉えられるんですけど、そういった

かかわり合いがなかったら、今、何人じゃったですか、７人の正職員、それから三十何

人の嘱託職員じゃったと思うんですけど、年間に10人近い人がやめるとか、あるいは、

この間、不幸なことがあったじゃないですか。そのあたりのところは、ある程度は市の

責任でもあるわけで、そのあたりの認識を持つか持たんかというところが大事なところ

なので、ぜひそういう認識で事業の組み立てそのものを指導していただけたらと思いま

す。 

 以上です。 

○森戸委員 

 83ページの平和首長会議納付金についてお尋ねをいたします。 

 会議自体の年会費ということで、このお金を支払われていると思うんですが、平和首

長会議自体に市長の出席というのは、例えば総会ですが、これは４年に１回ということ

だろうと思いますが、それらのところはどのようになっていますかね。 

○松村福祉総務課長 
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 平和首長会議のことですけれども、本市においては平成21年度から加入をしておりま

す。総会のほうは、これは２年に１回、広島市と長崎市で交互に開催されておりまして、

直近では平成29年の８月に長崎市で開催されております。こちらのほうには、これまで

日程等の都合もございまして、市長のほうが出席したことはございません。 

○森戸委員 

 会議に入ること自体、当然会の目的がありますから、その目的を達成するために会議

に入っておられると思うんですが、平和首長会議に入られて、これまでにどのような活

動をされてきたのか。平和首長会議では、加盟後の活動ということで、核兵器禁止条約

の早期締結を求める署名活動の展開、平和首長会議原爆ポスター展など、平和行事の実

施及び報告、未加盟の姉妹友好都市や周辺都市に対する加盟要請、国内の加盟都市会議

総会への出席等があるんですが、そのような事例があるんですけれども、どんなことを

やられてきたのか。 

○松村福祉総務課長 

 委員さんがおっしゃるように、会議の趣旨というものに賛同いたしまして、平成21年

度に加入をいたしたところでございますけれども、今、委員から御紹介のあったような

活動について、具体的な取り組みというのはこれまでできていないというのが現状でご

ざいます。 

○森戸委員 

 平和首長会議では、2017年の８月に長崎で総会を開催して、平和首長会議行動計画と

いうものをつくっております。これは2017年から2020年の取り組みなんですが、その中

にさまざまな取り組みがあります。先ほど述べたような形もございますし、青少年の

「平和と交流」支援事業、平和首長会議原爆ポスター展の開催とか、平和教育の実施と

か、さまざまあるわけなんですが、入っている限りにおいては、趣旨に賛同して入られ

たわけですから、そういう事業を展開していくことが私は重要ではないかと。戦後70年

以上が経過をして、平和をどのように引き継いでいくかというのが一番のポイントだと

思いますので、その辺のところは何かお考えがございますでしょうか。 

○市川市長 

 私が平和首長会議に加入させていただいたのは、私のこれは個人的な思いもたくさん

あるからでありまして、しかしながら確かにその時期においては日程が重なって出られ

ていないわけでありますが、日ごろの私の活動を見ていただくとよくわかるように、私

は県内で唯一、いわゆる核兵器禁止、これをやめるということに対して、首長で私だけ

が早くやってくれということを言っているし、子供たちの平和教育、そのほかいろんな

ことで私自身の１つの色を出しているというふうに私は思っておりますし、今回の施政

方針にも入っている、いわゆるサステナブル、ＳＤＧｓ、これに対する１つの取り組み

もまさにそのことを意識しているわけであります。御理解を賜りたいというふうに思っ
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ております。 

 以上であります。 

○森戸委員 

 市長の平和に対する活動というものは、よく認識をしております。ぜひ、総会を含め

て一度御出席いただきまして、また新しい情報の入手とか、発言も含めて、ぜひＰＲも

含めてやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、95ページの総合福祉センターについてお尋ねをいたしますが、年間、修繕費

等さまざまなお金が出ていくわけなんですが、ここ自体、長寿命化計画についてはお考

え等がございますかね。 

○松村福祉総務課長 

 総合福祉センターの長寿命化計画ということでございますが、こちらの施設は平成13

年に建設後17年が経過いたしております。大規模な修繕というものにはこれまでのとこ

ろ至っておりませんけれども、年々、修繕箇所というのは増加しているという状況もご

ざいます。 

 現時点で、施設の長寿命化計画につきましては作成はしておりませんが、作成に当た

りましては、専門的な知識であったりとか、専門機関への調査や委託というような経費

も確保が必要というふうに考えておりますことから、現状におきましては、計画の作成

の具体的な準備については進めていないという状況でございます。 

○森戸委員 

 あいぱーくは総合管理計画の中でも庁舎等の中に入っていると思いますが、庁舎関係

の中でも非常に大きな施設だと思いますので、計画的に修繕をしていくとか、そういう

ところが場当たり的な対応で無駄な出費を防いでいくといいますか、そういうところが

一番のポイントだと思いますので、総合福祉センターだけではなくて、三島温泉も24年

に建設されたばかりなんですが、三島温泉、あとは東部・西部憩いの家も含めて、計画

的な計画というんですか、修繕計画とか長寿命化計画に近いものを意識をして、維持管

理に努めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 私のほうから、２点ほどお願いします。 

 １つは、83ページにあります母親大会助成金で、本年度予算が６万2,000円ついてお

ります。これは昨年度の予算に比べて大幅に減額となっておりますが、この助成金につ

きましては事務事業評価の中でＤ評価ということで、廃止または完了という意向があら

わされておるわけですけども、このあたりの方向性について、今年度予算がついている

こと、今後の取り組みの見通しについてお伺いしたいというふうに思います。 
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○松村福祉総務課長 

 母親大会の補助金でございますが、核兵器廃絶であったり、ただいまの話の恒久平和

というような活動を発端に、母親を取り巻く諸問題の解決を図り、福祉の向上を目指す

という大会の趣旨を踏まえて、これまで助成をしてきたところでございますが、こうし

た中で、大会参加の費用対効果がはかりにくいということや、自主活動である中で、大

会参加費のほとんどが補助金で賄われているというようなことから、事務事業評価にお

いてＤ評価をしていたものでございますが、補助金の廃止につきまして、平成30年度の

予算要求時に団体のほうと協議を行いまして、３年のサンセット方式により廃止したい

という方針を御説明させていただき、御理解をいただいたところでございます。31年度

６万6,000円が最後の予算となる予定でございます。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 今年度が最後ということで御理解しました。 

 あわせて、同じ趣旨の質問になるわけですけども、89ページにあります障害者扶養共

済制度の掛金助成ということで、こちらのほうも昨年度に比べて若干予算も減額されて

おりますが、同じように事務事業評価でＤという評価になっております。こちらについ

てのＤ評価についての取り組みというか、方向性といいますか、進め方についてお伺い

したいと思います。 

○松村福祉総務課長 

 障害者扶養共済制度掛金の助成についてでございますが、こちらの制度、障害者の保

護者の方が加入されて、保護者が死亡、もしくは重度障害となられたときに、障害者の

方に対して月２万円の共済年金が終身支給されるという制度でございます。 

 民間の保険が充実してきたりとか、保護者が亡くなった直後に障害者の方も亡くなら

れたような場合には、掛金と比べて受け取られる年金の額が非常に少なくなるというよ

うなこともありまして、加入者が年々減少してきておりまして、平成29年度末で補助金

の交付要綱を廃止いたしております。その後につきましては、これまでに加入されてき

た方々に対して、経過措置として補助金の交付を行っておりますことから、年々減少と

いうような傾向となっております。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 経過措置として、どのぐらいの経過期間を設けておられるのかということと、実際に

今10名程度の方が利用されているということですけども、この方たちへのその辺の説明

とかはされているのか、そのあたりのところの取り組みはどうですか。 

○松村福祉総務課長 

 現在、補助金の対象になられている方は５名でございます。加入をされていらっしゃ
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る方については、10月現在で50名の方が加入されておられます。既に、掛金を払い終わ

られている方ということも含めてということになろうかと思います。それらの中でも、

それらとは別に、既に年金を受給されている方が53名いらっしゃいます。 

 基本的には、補助金の対象となりますのは、新たに加入された方が対象となりますこ

とから、関係団体等、障害者の団体等には状況等を御説明させていただいて、廃止の方

向について御理解をいただいているというところで、特に対象となられている方、既に

掛金を払い終わられて補助の対象から外れている方に対しての具体的な説明というもの

は行っておりません。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 状況を見ながら、廃止という形になるのかなというふうに理解しましたが、そのあた

りのところ、まだ経過措置として、いつまでということは決まっていないというふうに

考えてよろしいですか。 

○松村福祉総務課長 

 失礼しました。基本的には、掛金が払い終わるまでの間は、加入されたときにはそう

いった助成があるということを前提に加入もされていらっしゃいますので、それまでの

間は経過措置を続けてまいりたいと考えております。 

○畠堀委員 

 既に加入されている方は、最後まできちんと助成していくということで理解いたしま

した。ありがとうございます。 

○河村委員 

 今、続きで89ページの大和あけぼの園の補助金451万1,000円、今年度で最後だという

ような話があったんですが、今までの経緯もよく理解をしておりませんが、今後につい

てはどういう状況になるんですか。まさかとは思いますが、ほかにも大和福祉会は施設

がありましたよね。それについても、一応、旧来うちに、光にあります社会福祉法人と

同じような取り扱いになるの。 

○松村福祉総務課長 

 この補助金につきましては、従前、合併前の旧大和町のほうがこうした制度に基づい

て助成をしておりまして、法人のほうもそれに基づいた財政計画等を立てられていたと

いうことで、合併後も引き続き対象としていたものでございますけれども、今後、新し

いものが出てきた場合には、当然、光市の他の法人と同じような取り扱いになろうかと

考えております。 

○河村委員 
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 83ページの戦没者の遺族援護事業ですが、戦後74年たとうとしておるわけですけれど

も、基本的な考え方と、どの程度まで続けられるというふうにお考えか。 

○松村福祉総務課長 

 戦没者の慰霊祭でございますけれども、慰霊祭のこと、援護事業のことですか。援護

事業につきましては、慰霊祭の行事の参加の補助金でございます。基本的には、そうい

った事業を実施して、参加される方について助成を行っておりまして、現状ではいつま

で続けるというようなことを検討したことはございません。 

○河村委員 

 参加というのは、市外とか県外とか、そういう話なんですか。 

○松村福祉総務課長 

 防長英霊の塔慰霊祭事業の参加補助金ということでございますので、そちらのほうで

慰霊祭が開催されるときに参加される方に対する補助金でございます。 

○河村委員 

 それは、ここの連合遺族会補助金の中に皆入っているということなんですか。 

○松村福祉総務課長 

 連合遺族会の補助金は、これは会の運営の補助金でございますので、そちらのほうは

22万5,000円、それ以外に戦没者遺族援護事業補助金として４万円を計上いたしており

ます。 

○河村委員 

 連合遺族会の運営補助金に22万5,000円というのはちょっと理解が難しいんですが、

何の運営ですか。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○松村福祉総務課長 

 連合遺族会のほうの決算書で申し上げますと、事業費といたしまして、護国神社の隊

員慰霊祭の費用であったりとか、市の戦没者追悼式の生花、それから総会の費用、あと

は護国神社の大会に参加するバスの借上料等々でございます。 

○河村委員 

 運営補助じゃないね。要は、旅費というか、バスの借り上げというか、そういったた

ぐいのものだと思うんですね。さっき生花というふうに言われたんですけど、本来、そ

ういう生花のたぐいというのは自分らの会費から出すものだろう。ある程度、中身の選
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択というか、しちょかんにゃいけんように思いますよ。だんだんに戦後時間がたってお

りますから、従前の感覚から外れて、もう閉じていくところも結構出てきているので、

そういったことも加味しながら、どこから指されてもお金がおかしくないという状況を

つくっておくことが大事だと思いますので、そのように適切な運営をお願いしたらと思

います。 

 それから、下段の低所得者援護対策事業、生活と健康を守る会補助金というんですが、

低所得者援護対策事業なんですか、生活と健康を守る会というのは。 

○松村福祉総務課長 

 生活と健康を守る会の事業の目的といいますのが、生活困窮者、低所得者、障害者及

び高齢者等の福祉や教育に関する各種制度の新設や改善について、国、県に対し要求活

動・行動を行い、生活困窮者等の生活・健康の維持や権利の保障に取り組んでおられる

団体でございます。こうしたことから、低所得者援護という目的で補助金を交付してい

るところでございます。 

○河村委員 

 要求活動をしておるということと低所得者の援護対策事業とは、私にはよく結びつか

ないんですが、本来的な中身というのは新聞を発行したりしておるんじゃないの。 

○松村福祉総務課長 

 直接、新聞というところではございません。会のほうの会議であったりとか集会の参

加費用、それから講師の交通費、事務用品、電話代等が補助の対象になっております。 

○河村委員 

 よくわからないんですが、電話代なんかも支援をするということは、市が丸抱えで、

こういった事業をやってみたらということで、低所得者の援護対策事業になるというふ

うにお考えなんですね。 

○松村福祉総務課長 

 申しわけありません。言葉が足りませんでした。今のは支払いの全般的な部分でござ

いまして、会の決算でございますが、会費として78万円程度を徴収されておられます。

そういった中から、ただいま申し上げましたような事業に充てているということで、

丸々を市の補助金が負担しているという状況ではございません。 

○河村委員 

 さっき言いました新聞というのは、どの程度中に入っていますか。 

○松村福祉総務課長 

 新聞に関するものというのは、配布の手数料等という形で、収入のほうに10万円が計
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上されているところでございます。発行の費用については、費用の中に含まれておりま

せん。 

 以上です。 

○河村委員 

 わかりました。本来の目的をしっかりつかむ必要があるんだと、こう思います。実態

を確認をしながら、適切な執行に努めていただいたらと思います。 

 終わります。 

説 明：中邑福祉保健部地域包括ケア担当次長兼高齢者支援課長 ～別紙 

質 疑 

○森戸委員 

 93ページの災害時の要援護者の把握事業についてお尋ねをいたします。 

 この事業に関しては、ことしどのぐらいの目標を持ってやられるのか、今どのぐらい

の進捗状況であるのかも含めて、災害を受けたわけですから、私としては例えば水害に

遭った地域は把握を加速化させるといいますか、必要があろうかと思うんですが、その

辺のところはどのように考えられますでしょうか。 

○中邑福祉保健部次長 

 災害時要援護者の把握事業の御質問でございます。 

 今、この事業の中で委託料144万4,000円を計上させていただいておりますけども、こ

れは災害時要援護者の把握のための民生委員児童委員協議会の調査の委託料でございま

す。 

 支援を必要とする方の情報提供の同意者、地域のほうの支援団体等へ自分の情報提供

をしてもいいですよという同意者につきましては、介護保険事業計画の中では、目標と

して32年度、要援護対象者の中の同意率というのを27％という形でお示しをしておりま

す。そして、29年度の要援護者の同意率で申し上げますと、約24％でございました。 

 今年度といいますか、平成30年度に、把握の調査のやり方につきまして、民生委員児

童委員協議会さんとも協議を重ね、調査方法を改めました。その結果、今年度、今現在、

同意率が約41％となっております。 

 ですから、同意率については、計画で目標としてお示ししています数字を上回ってい

るという状況ではございますけれども、あくまでこの辺の成果につきましては、情報提

供の同意をいただいて、いかに地域の避難支援の体制づくりにいかに生かされるかとい

うところが重要であるかと思っております。そのあたりにつきましては、まだ詳細なと

ころが把握できておりませんけども、そういった体制確立に向けて、関係部署とも協力

して、取り組みを今後進めていきたいと考えているところでございます。 

○森戸委員 
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 同意率が上がったというのは、やはり昨年の水害を受けてということなんですかね。 

○中邑福祉保健部次長 

 要因については、詳細には把握はできておりませんけれども、実際、昨年の７月に大

きな被害に遭ったというところも大きな影響をしているかと思います。それと、先ほど

申し上げましたけれども、調査の方法について、若干今まで手続的なところで煩雑なと

ころがあった部分を、民生委員児童委員協議会さんとも協議をして簡略化したところも、

１つではないかと考えているところでございます。 

○森戸委員 

 昨年の水害で、島田川のへりといいますか、沿う虹川地域なんですが、足が悪くて車

椅子で、家が水没しそうになって、消防団も行けなくて、船で行くしかなかったんです

が、ぎりぎりベッドの上に乗って、何とか難を逃れたというようなことがありましたの

で、今このタイミングこそチャンスといいますか、名簿作成のチャンスであろうかと思

いますので、特に水害の被害の大きかった光市北部地域なんですが、県のほうでも重点

の避難の地域に指定するかどうかわかりませんけれども、そういうエリアに入ってくる

んだろうと推測されますので、要援護者の把握事業というのはとても大事に、避難支援

体制の構築の目的のために大切なものになろうかと思いますので、ぜひ関係機関と御協

力をいただいて、力をぜひ入れて、人命を失わないというんですか、そのような状況に

なるために努力をお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○河村委員 

 さっきの15ページの社会福祉費負担金の中で、入所者自己負担金と、過年度分という

のも一緒に書いてあったんですが、大体どの程度の実態なんですか。過年度分というこ

とは、未収部分が結構あるんだろうと思うわけですが、その割合を含めて。 

○中邑福祉保健部次長 

 過年度分の滞納状況についての御質問でございます。 

 対象者といたしましては、３名分でございます。滞納額の累計額といたしましては、

約36万円の金額が今残額として残っているところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 滞納者が３人ということでいいですか。 

○中邑福祉保健部次長 

 滞納にかかわる入所者が３名分ということでございます。 
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○河村委員 

 自己負担金の1,400万円というのは、何人分になるんですか。 

○中邑福祉保健部次長 

 予算書上の1,400万円につきましては、31年度入所措置を予定しております39人分に

かかわる自己負担金でございます。 

○河村委員 

 93ページの下段の地域福祉施設整備事業ということで、今回、グループホームとミニ

特養だったですかいね、じゃなかったんかいね、これは、繰り越しね。これは、今、国

のほうはたしか補助金がなくなったんですかいね、県のほうだけかいね。その単価を教

えてくれる。 

○中邑福祉保健部次長 

 施設整備の単価の御質問をいただきました。 

 まず、開設準備経費につきましては、１床80万円の９床分720万円でございます。施

設整備につきましては、１施設3,200万円でございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 ベッド数いくらというのじゃなくて、総額で3,200万円ということでいいですね。 

○中邑福祉保健部次長 

 そのとおりでございます。 

○河村委員 

 そこの上段の高齢者福祉送迎事業委託料で、例のゆーぱーくに行く週２日の料金だろ

うと思うんですが、実態は余りなかったような気もしますが、どういう状況じゃったで

すかいね。 

○中邑福祉保健部次長 

 この事業は、昨年の８月に開始をいたしまして、９月議会の委員会のときにも、当時

の利用状況について御質問をいただきました。８月、９月につきましては、延べ人数で

大体15人前後ぐらいの御利用でございました。今現在は、11月以降、そんなに大きく差

はないんですけれども、毎月30名をちょっと切れるぐらいの利用状況となっております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 月８回で30人、四八、三十二で４人ぐらい、恐らく始まったばかりですから、まだも
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う一年はとは思いますが、代替とかそういうものはないのか、よく見ていただきながら、

検討をお願いしたらと思います。 

 それから、その下の高齢者就労事業でございますが、31年度の要は何人という計算式

でございましたか。 

○中邑福祉保健部次長 

 報償費につきましては、月当たり58人を見込んでいるところでございます。 

○河村委員 

 結構、最近、この周辺、あるいはそういう人たちが拠点にしておるところの周辺、こ

このところきれいになっていまして、そういう意味じゃ少し効果があるなとは思わせて

いただいたので、そういうことが長続きするように、ぜひ続けていただけたらと思いま

す。 

 それから、12月にそこの図書館のところの事務所といいますか、話をしましたよね。

その後の経緯がわかれば。 

○中邑福祉保健部次長 

 図書館のところの事務所の建物については、建設部のほうで管理をしていただいてお

りますので、私どものほうでは状況についての詳細な把握はできておりません。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 建設部は、それは建てたのかもわからんけど、要は賃料をどうしたかとか、そういう

たぐいのお話。 

○中邑福祉保健部次長 

 事務所の場所につきましては、土地のほうが教育委員会で管理しておられますし、建

物については建設部が管理をしておられますので、それぞれの所管の課で協議が進めら

れているのではないかと理解をしております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 実体的には建設部のほうで采配を振るってやられておるわけですが、現実的にはお金

はここで出ているわけですよ。だから、そうすると、要は収入に見合うほどのものがな

かったら出せないということにもなりますから、就労事業をする中で、高齢者就労事業

管理委託料なるものも出ているわけじゃないですか。そうすると、賃料等についての話

はどういうふうになっているのか、把握をしていないほうがおかしい。 

○中邑福祉保健部次長 
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 先ほど申し上げましたように、実際のところ、福祉保健部のほうで把握をしていない

のが現状でございます。今後については、必要に応じて、関係所管とも情報を共有して

いきたいというふうに思います。 

○河村委員 

 要は、なぜ把握をというか、もしも必要なものなら出さんにゃいけんのかもわからん、

お金を。だから、そういうことも含めて、きちんと整理をしてちょうだいよということ

ですから、お願いをしたらと思います。 

 以上です。 

説 明：西村子ども家庭課長 ～別紙 

質 疑 

○土橋委員 

 歳入のところでありましたように、幼児教育の無償化で、国からの金が来ていますけ

ど、そのことについてお尋ねをしてみたいと思いますが、安倍政権が2017年の総選挙で

掲げた幼児教育の無償化、これを19年の10月からスタートさせることが決まったわけで

あります。 

 総理大臣は、19年の年頭の記者会見でも、いただいた消費税を全て国民の皆様にお返

しするレベルの対策を講じるというふうにおっしゃられたと、具体的にはどのようなレ

ベルのものなのか、その辺のところをお聞きをしてみたいと思います。 

○西村子ども家庭課長 

 幼児教育・保育の無償化について、まず制度の概要を御説明いたします。 

 こちらの制度は、目的といたしまして、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、それ

と生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性という観点から制度設計したも

のでございます。 

 財源といたしましては、平成31年10月から消費税の引き上げによる財源を活用いたし

ます。負担割合といたしましては、国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１、平成

31年度は、全額、国の負担でございます。先ほど歳入で御説明いたしました地方特例交

付金8,442万4,000円でございます。対象でございますが、３歳児から５歳児までの幼稚

園、保育園、認定こども園に通う児童、それとゼロ歳から２歳児の住民税非課税世帯の

保育園等に通う児童でございます。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 これぱらっと言われたので、よく理解ができないところもあるので、もう一度聞きま

すけども、無償化になる前、つまり今は３歳児から５歳児までのところでは、どこの階

層であれ保育料プラス主食費は、全ての利用者が払っているという、そういう認識でい
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いんでしょう。 

○西村子ども家庭課長 

 給食費につきましては、３歳から５歳まで、主食費については、委員の仰せのとおり

です。 

○土橋委員 

 私が持っている光市の保育料の表には、所得割課税が13万3,000円未満、その下に保

育料が書かれて、その下というより、これですね。これでは９万7,000円未満のところ

が今の今度無償化になったら、保育料は書かれていないけども、これはあくまでも３万

4,000円、２万8,000円がこれは上限だというふうに考えてもいいんですね、保育料は今

現在。 

○西村子ども家庭課長 

 市の表で言いますと、Ｄの22とＤの21というのがありまして、その間が今回の境にな

ります。年収ベースでいきますと、360万円でございますので、２万7,000円と２万

6,000円が残る方はおられます。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 残る方というのは、どういうふうに理解したら、つまりこれは今まで言うたことと全

く話は違うんでしょう。今は２万7,000円だとか３万4,000円だとかのところは、これは

今は払っているんだ。それで、これが無償化になると、年収360万円未満相当の世帯と、

あとは生保所帯だとか、ひとり親だとか、非課税だとかというのはありますけれども、

副食費は免除をされると、今度は無償化になると。 

○西村子ども家庭課長 

 保育園、幼稚園の給食の考えでございますけども、保育園、幼稚園の３歳から５歳ま

での食材費は、主食費、副食費ともに、施設による実費徴収が基本でございますが、委

員が仰せのとおり、今言われた世帯は給食費を払わなくてもいいということでございま

す。 

○土橋委員 

 しかしながら、ゼロ歳児の幼児については、無償化の対象は住民税非課税世帯に限定

ということでありますけれども、３歳から５歳児のように、ひとり親や生保世帯等々は

対象になっているんですかいないんですか。ゼロ歳児ですよ。 

○西村子ども家庭課長 

 住民税非課税世帯ということでございます。対象になっております。 
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○土橋委員 

 なっている。わかりました。 

 ゼロ歳児から２歳児については、無償化の対象は住民税非課税世帯のみに限定されて

いるけれども、これさっき言ったように、ひとり親や障害児は対象になるんですね、も

う一度確認しますけども。 

○西村子ども家庭課長 

 対象になります。 

○土橋委員 

 ここで私聞きたいのは、３歳児から５歳児までは無償化の対象になるんだけれども、

２歳児になると、対象にならないという、その理由は、国は何ち言いよるんですか。 

○西村子ども家庭課長 

 国の制度設計において、所得の低い世帯に対し、保育料の負担軽減を図ったという点

で、ゼロ歳児から２歳児までの非課税世帯の保育料は、今回３歳から５歳に加えて範囲

を拡大していると、このように解釈しております。 

○土橋委員 

 今の現状の保育料は、一番高い人で一月８万円ですよ。だから、８万円じゃから、こ

れはゆとりがあるというふうな認識なんでしょうかね。 

○西村子ども家庭課長 

 この階層区分は、所得に応じて応分の負担をしていただくというものでございますの

で、委員仰せのとおりです。 

○土橋委員 

 財政負担ですけども、無償化に係る費用は、新年度は全額国庫負担ということであり

ますけども、その後ずっと国庫負担じゃないわけですね。どうなるわけですか。 

○西村子ども家庭課長 

 先ほども御説明いたしましたが、この10月からの半年分につきましては、国が全額負

担いたします。来年度からは、国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１の負担とい

うことになります。 

○土橋委員 

 20年以降は無料化に係る費用は、地方負担分の全額が基準財政需要額に算入されると、

地方消費税の増収分で足りない部分は地方交付税で措置されるということらしいんです
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が、変な言い方ですけども、間違いなく入ってくるんでしょうかね。 

○西村子ども家庭課長 

 詳細については、具体的な数値というのは聞いておりませんけども、地方交付税、地

方消費税等で含まれるというふうには伺っております。 

○土橋委員 

 無償化によって、これまで独自で行ってきた軽減措置などが結論的には浮くことにな

るんじゃないんですか、計算上は。 

○西村子ども家庭課長 

 国の基準に比べまして、市のほうが独自で負担をしておったということでございます

ので。 

○土橋委員 

 そうでしょう。 

○西村子ども家庭課長 

 はい。 

○土橋委員 

 その金額は大体どのぐらいだったんですか。 

○西村子ども家庭課長 

 29年度で主要施策の成果で申し上げますと、１億7,712万5,000円が保育料の光市独自

の軽減分でございます。 

○土橋委員 

 今うっかり聞いちょったんですけども、光市がこれまで独自に行ってきた軽減措置分

がそんなにありますか。 

○西村子ども家庭課長 

 はい。１億7,700万円程度でございます。 

○土橋委員 

 １億円ちゅうのは、ちょっと。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 
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○土橋委員 

 今の軽減措置分をめぐっては、ちょっと私ももう一つわからんところがあるので、後

に、今日じゃないにしても、はっきりさせたいというふうに思います。 

 ただ、保育料の無料化の財源というのは、もともと保育料そのものというのが逆進性

のある消費税なんですね。消費税そのものが。保育料は既に所得に応じた傾斜配分がさ

れているわけですから、低所得層では増税による負担が無償化の配分を上回って、負担

軽減どころか負担増になるような気もするわけですよ。 

 ですから、私が最後に言いたいのは、さっきも言いましたけども、独自に１億円何ぼ

うもあれしているんだったら、独自で行ってきた軽減措置の使い道、施策拡大に充てる

ように強く、強く要望して、質問を終わります。 

○萬谷委員 

 それでは、予算書の103ページのまず乳幼児・子ども医療費助成事業の件で、実際に

予算がどのぐらい増加したのか、そのうちで国県支出金、補填される金額、光市が出す

増加した分、よろしければ教えてください。 

○西村子ども家庭課長 

 まず、今回の拡充というか、無償化の部分でどれぐらい拡充したかということでござ

いますが、年間ベースで1,900万円、拡充分、今回は半年分でございますので944万

2,000円でございます。こちらの拡充分の財源は、全て市費となります。 

 以上でございます。 

○萬谷委員 

 はい、了解いたしました。 

 先ほどの説明で、８月１日からという御説明があったと思うんですが、８月１日から

になる理由というのは、特にあるんでしょうか。 

○西村子ども家庭課長 

 この乳幼児医療費助成制度がもともと県との共同事業で、そこの年度更新が８月１日

であるということ、それと税の確定が６月に所得が確定されますので、８月から変わる

ということでございます。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。先日も申したんですけども、大変評価しております。その上で、

またさらなる所得制限の撤廃の拡大が行われることを僕は希望しておりますので、よろ

しくお願いします。 

 それでは次に、105ページ、こっちの予算説明資料のほうの25ページになるんかな。

真ん中あたり児童扶養手当支給事業なんですが、これは４カ月ずつ、年３回を２カ月ず

つの年６回になるということで、そのような声が大きかったのか、それとも光市だけの
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判断なのか国としての判断なのか、その辺お教えください。 

○西村子ども家庭課長 

 児童扶養手当の支給でございますが、今までは年に３回、４カ月をまとめて支給して

おりました。これは国の統一の制度でございます。 

 それで、全国的な要望として、まとまったお金をいただくと家計の管理がしにくいと

か、そういった意見がありまして、このたびの児童扶養手当法の改正により、今年の11

月より３回が年６回に変わるものでございます。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。国のほうでというふうになっていました。児童扶養手当もあり

ますが、児童手当のほうも４カ月に１回なので、そちらのほうもぜひ、市だけではちょ

っと判断できないかもしれませんが、その辺の要望のほうもすくい上げていただきたい

なと思っております。 

 それでは次に、これこっちでいきますね。説明資料のほうで24ページ、下段のほう、

官民協働による無料子育て情報誌発行、これ予算が7,000円というふうに出ています。

どのようなものを考えているのか、お教えください。 

○西村子ども家庭課長 

 官民協働無料情報誌についてお答えいたします。 

 こちらは子育て情報誌「チャイベビ」の全面改訂版として作成するものでございます。

こちらは、冊子作成に賛同してくださった企業からの広告料をもとに、業者が無料で作

成するものでございます。編集や製本は業者が行いまして、市は掲載する内容を決め、

写真や原稿を用意することで、協働して発行する仕組みとなっております。 

 今回の予算の7,000円でございますが、この冊子の中に、子どもの誕生カード事業を

組み入れるということで、そちらのほうのＰＲのチラシの用紙代ということで7,000円

を上げさせていただいております。 

 以上でございます。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。 

 それでは、そのままその下、子育てサポーター事業ですが、平成31年度から補助対象

期間を拡大というふうに書いてあります。その背景、それと予算の財源、一般会計なの

か、その辺、そのあたりも含めてちょっとお願いします。 

○西村子ども家庭課長 

 子育てサポーター事業は、まず制度の目的が保育士の確保が非常に難しいということ

と離職防止ということを目標にいたしまして、保育士の負担を軽減するために、地域の

高齢者や子育て経験者等の子育てサポーターを活用し、働きやすい職場環境を整備する
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ものでございます。 

 保育士のどのような点を負担軽減するかといいますと、子育てサポーターは実際の保

育には携わることができませんので、洗濯とか、掃除とか、給食の配膳とか、そういっ

た周辺業務を担ってもらうものでございます。 

 また、保育士不足が、保育士を確保することがなかなか難しいということで、この制

度が活用されましたので、期間が拡大したということでございます。 

 また、先ほども言いましたけども、前年度同月に比べまして保育士の数とか、その他

の職員の数がふえている場合は、国の制度を活用することができまして、財源といたし

まして、国、２分の１、県、４分の１、市、４分の１で９万円の給付が受けられるとい

うことでございます。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。 

 以上で終わります。 

○畠堀委員 

 105ページの自立支援教育訓練給付金というものが上がっておりますけども、これに

ついては、前年に比べて予算が増加しておりますが、その内容についてお伺いしたいの

と、この事務事業評価の中ではＢ評価ということで、実施手法の改善ということをテー

マに上げておられますが、このあたりを次年度に何か反映されているものがあるのか、

そのあたりについても教えていただけたらと思います。 

○西村子ども家庭課長 

 自立支援教育訓練給付でございますが、こちらはひとり親家庭の父母が就業を目的と

した資格等を修得するために、雇用保険法に規定する教育訓練講座、医療事務、ヘル

パー等を受講する場合に費用の60％を限度に給付するものでございます。平均受講料が

12万円の60％を計上しております。これは給付率が20％だったのが60％に変更になった

ことによるものでございます。 

○畠堀委員 

 内容については、わかりました。内容は充実しているということで、予算額もふえた

ということなんですけども、事務事業評価の中でＢとなっておりまして、実施手法の改

善というのをテーマに掲げておられるようですけども、そのあたりは何か改善、今回反

映されるようなことが何かあったのか、今後の取り組みなのか、あれば教えていただけ

たらと思います。 

○西村子ども家庭課長 

 特にはございませんが、ちょっと利用しやすい制度にしようということで、検討した

いということでＢとさせていただきました。 
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○畠堀委員 

 はい、わかりました。じゃ、また検討して、いい案が出たら、また御紹介いただけた

らと思います。 

 すみません。あわせまして、同じく105ページのひとり親家庭新入学児童学用品給付

費ということで、これについては、先ほどランドセル15人分ということでお話がありま

したので、１人当たり大体２万円ぐらいのものの提供になるのかなというふうには理解

いたしましたが、これについても同じように事務事業評価の中で見直しということで掲

げられております。こちらのほうもＣで掲げられておりますけども、このあたり今後何

か変えていこうというふうにされているのか、今後、既に今年度から何か反映されてい

るのがありましたら教えていただけたらと思います。 

○西村子ども家庭課長 

 こちらの事業は、市内の小学校、市外の特別支援学校に入学予定の児童に対しまして、

ひとり親家庭等に対して支給するものでございます。それで、これは新入学時の経済的

な負担の軽減等々ということで、この事業をしております。それが近年の情勢がランド

セルの市場の変化というのがありまして、ランドセルが非常に高級化しております。８

万円程度のものがあったり、色の選択が、いろんな色があったり、あと購入時期も通常、

実は昨日、新入学児童のつどいを行ったんですが、これもランドセル市場が５月のゴー

ルデンウイーク明けからスタートするとか、そういったものがございます。 

 また、最近、光市の今の試算では４万円分で15人ということで60万円ということで、

価格で言うと、ランドセルの中ではちょっと低いほうの金額になっております。これが

実態といたしまして、窓口に申請に来られた方が、これだったらいいですと、おじいさ

ん、おばあさんに買ってもらいますと言われる方がおられますので、ちょっとそういっ

た面も含めて、本当にこの事業が必要というか、実になるものかどうかということで、

ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○畠堀委員 

 わかりました。先ほど私、２万円と言いましたが、よう考えたら４万円ですね。すみ

ません。間違っておりました。 

 今、状況について伺いましたので、せっかく予算として上げている事業です。その目

的として、本当に必要なのかどうなのか、受ける方がきちんとそれを享受できるような

ものになるように、ぜひ早急に改善のほうをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○河村委員 

 107ページの上段、特定教育・保育施設運営事業で、地域型保育給付費の287万円、小

規模だというふうに聞いたんですが、ちょっともう少し詳しくお話しください。 
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○西村子ども家庭課長 

 こちらは子育て新制度で、19人以下の保育事業所に対するものでございます。光市内

には、今、事業者はおりません。 

○河村委員 

 光市内にはないけども、287万円が出ていくの、どういうところに。 

○西村子ども家庭課長 

 下松市等の事業所でございます。 

○河村委員 

 ちょっとお尋ねしますが、束荷は、あれは保育園、幼稚園。（「幼稚園」と呼ぶ者あ

り）幼稚園。はどこに書いちゃるかいね。 

○西村子ども家庭課長 

 束荷幼稚園に対する支出はございません。 

○河村委員 

 子どもの、要は子育てが無料化になるということは。 

○西村子ども家庭課長 

 束荷幼稚園につきましては、こちらの施設型給付費の中で支出をしております。 

○河村委員 

 ここは保育所ということで、施設型給付費の２億3,368万円の中に入っとるというこ

と、今、幼稚園とか保育園という違いがあったわけですが、保育園と同じような形で整

備をしていくということなの、保育園なの。（「幼稚園」と呼ぶ者あり）（発言する者

あり） 

○西村子ども家庭課長 

 施設整備補助金のことですね。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○河村委員 

 束荷幼稚園は、何か雨漏りもして、施設そのものが子どもたちの幼児教育に耐えられ

ないというような話もちょっと聞いたんですが、そのような実態はない。 

○西村子ども家庭課長 
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 個人立でございますが、毎年監査には伺っております。施設が老朽化していることの

認識はしております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 だから、要するに幼児教育で子どもたちを預かっている中で、雨漏りがする等があっ

て、そういう教育に耐えられないという話を地元の人から聞くんですが、そんなことは

ない、雨漏りがしたり、あるいは寒いとか、そういうことじゃない。 

○西村子ども家庭課長 

 ちょっとそういった主観的なことは、ちょっと私のほうではお答えいたしかねますが、

私どものルール上は運営できているというふうに考えております。 

○河村委員 

 無償化をしようという話なので、要は規模が大きかろうが小さかろうが、きちんとし

た保育環境なり教育環境を整えてあげようと、こういう意思のあらわれなんだと、こう

思うわけですが、大規模施設については、随分な改修作業をしてきましたよね。そうい

った小規模の施設については、どういうふうにお考えなんですか。父兄や地域からも要

望が上がっているというふうに私は聞いたんですが、そういう実態はない。 

○西村子ども家庭課長 

 以前ご相談に来られたことはございます。現在、個人立の幼稚園、保育園に対する助

成制度が整っておりません。市といたしましては、法人化を図り、経理の透明化等を推

進していただいた上で、そういった要望があり、市の計画に合うものであれば支援をし

ていきたいと、このように考えております。 

○河村委員 

 何か聞くところによると、地域で１件当たり1,000円とか、そういった徴収をしてお

るというふうにも聞くわけですが、要するにさっきのところの外郭団体というか、外部

の団体に対する指導という意味でいくと、要はこういう方向性にまとめてくれたらちゃ

んとした支援がいくんですよという指導、要するに受け身で、あなたらが言うてきたこ

とがちゃんと合うちょら、そういうふうに上げよいねというんじゃなくて、こういうふ

うな形をつくってくれたら支援ができるからという指導ができないんですかね。 

○西村子ども家庭課長 

 ご相談があれば、法人化等へ、法人化の推進とか、そういったご相談ができると思い

ます。実際、前回ご相談いただいたときも法人化されてはどうかというようなことは申

しております。 

 以上でございます。 
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○河村委員 

 従前、さつき幼稚園を閉じたときに、幼稚園という名前が欲しかったという面もあっ

たわけですいね。本来なら保育園で、今わざわざ熊毛のほうまで送ったりせんでも、自

分のところだけで完結できるような、そこそこの数はおったわけですから、そういうふ

うな何かご父兄の皆さん方のメンツにかかわるようなところでそういうことが起きてい

るとしたら、何かうまく対応することで軽減につながるということが望ましいと思いま

すし、結構聞くところによると、お寺の何かバラックのようなところでやっているとい

うふうにも聞いたりしたので、何かいい手だてがないかなというふうには思ったので、

そのあたりのところについては、できれば積極的にご支援をしてあげたらというふうに

思いますので、よろしくお願いをしておきます。 

 それから、さっきの地域型保育給付費のところで、下松市でも光の子どもが行く分の

応分の負担という意味なんですか、でしょう。 

○西村子ども家庭課長 

 すみません。広域でそれぞれ下松から光に来る、光から下松に行く子というのがあり

ます。そこの保育園に対して光市の子どもの分について、その部分を施設にお支払いす

るということでございます。 

○河村委員 

 以上です。 

○森戸委員 

 地方特別交付金についてなんですが、予算書の９ページの地方特別交付金ということ

で、無償化に対して8,400万円が国から交付金として入ってくるということなんですが、

今年度限り。実際にどのぐらいの園児が光市で増えるのか、その辺はどのように見積も

っておられるんですか。 

○西村子ども家庭課長 

 無償化の対象児童ですが、３歳から５歳児の幼稚園、保育園の子どもが、ちょっと

1,060人が増えるという意味じゃなくて、全体で、今回の無償化で1,060人が対象となる

ということと、ゼロ歳児から２歳児の住民税非課税世帯が40人、これは40人増えると。 

 以上です。 

○森戸委員 

 今のは、市内の対象数ということですよね。 

○西村子ども家庭課長 

 はい、そうでございます。 
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○森戸委員 

 実際にどの時点で園に対して応募といいますか入園といいますか、それはどのタイミ

ングなんですか、もう既に入っているのか、それとも10月から無償化ということですか

ら、その辺はどういう募集の仕方をするんですか。 

○西村子ども家庭課長 

 保育園の新年度の募集は、既にやっています。そのままでございます。あとは随時入

所してまいりますので。 

○森戸委員 

 もう既に募集しているということですか、来年度の。（「はい」と呼ぶ者あり）なら

数わかるんじゃないですか、対象者数が1,060だけれども、これだけ募集が来ているん

だからというのはわからんか。 

○西村子ども家庭課長 

 申しわけございません。把握しておりません。 

○森戸委員 

 いや、既に募集しているのなら、把握はできるんかなと思うんですが、いや、その数

によって保育士が民間にしても公立にしても足らないんであれば、どういうふうな策を

打っていこうとか、そういうことで今回の子育てサポーターの拡充をされたりとか、そ

ういうことがこの予算書にあらわれているんではないんですか。 

○西村子ども家庭課長 

 その数、数量で、この子育てサポーターをやったというわけではございません。 

○森戸委員 

 まあそうなんですが、例えば、じゃ子育てサポーターを増やされた、拡充をされたと

いうのはどういう理由からなんですか。 

○西村子ども家庭課長 

 施設から新年度は取り組みたいということで手が挙がったものでございます。 

○森戸委員 

 施設というのは、公立、民間。 

○西村子ども家庭課長 

 民間でございます。 
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○森戸委員 

 要は、想定されることとして幼児教育の無償化で、要は保育士が足りないということ

が預けられれば、いわゆる一般的には言われていることだと思うんですが、その辺はど

のように考えておられるんですか、その影響といいますか。 

○西村子ども家庭課長 

 委員がご心配のとおり、保育士が不足する可能性があると思っております。 

○森戸委員 

 いや、だから、それに対してどう対応をされるんですか、民間の支援策、また公立も

そうなんですが。 

○西村子ども家庭課長 

 民間に対しましては、保育士不足を少しでも解消するということで子育てサポーター

制度、それと私立の保育士を確保するということで、保育士を就労給付金、こういった

形で支援してまいりたいと思います。 

○森戸委員 

 そうですよね。私もそうだと思うんですが、実際にこの子育てサポーター、民間の施

設から要望が出てきたということなんですが、実際にはこの制度自体はいつぐらいから

できて、民間としてどのぐらい役立っているのか、その辺の声というのは実際のところ

はどうなんですか。 

○西村子ども家庭課長 

 民間の実際の声といたしましては、先ほども申し上げましたが、保育に掃除とか給食

の配膳とか、そういった周辺業務にそういう方を活用させていただいて、実際保育に専

念できるという点で助かっているという声を聞いております。 

○森戸委員 

 はい、わかりました。 

 それと、保育士そのものの確保のために、要は移住といいますか、移住という観点で

はなくて、離職を防ぐ策といいますか、この子育てサポーター以外に直接的に保育士な

り園なりに移住型ではないところの検討というのもされてきたと思うんですが、その辺

のところはいかがですかね。 

○西村子ども家庭課長 

 そういった点もどのようにしたら離職がなくなるか、そういった面も検討したんです

が、申しわけございませんが、ちょっといい案が浮かびませんでした。 



37 

○森戸委員 

 民間園というのは、相当悲鳴を上げているといいますか、有効求人倍率も保育士さん

に限ってはすごく高いんではないかと思いますので、例えば柳井市だとかはホームペー

ジで民間の保育園、ここ求人募集していますみたいなのが張りつけてあったりとかする

わけなんですが、そういうもう少し民間への立場に立って支援をすることがここ１年と

いうんですか、今までもだろうと思うんですが、大切ではないかと思うんですが、その

辺のところはいかがでしょうかね。 

○西村子ども家庭課長 

 委員の仰せのとおり、そういった提案を受けとめて検討してまいりたいと思います。 

○森戸委員 

 よろしくお願いいたします。 

 それと、103ページの一番下の周南里親会の助成ということで、里親会に対して２万

2,000円の助成をされておられるわけなんですが、今までも里親の件については質問を

してきたんですが、要は県内に恵まれない子どもたちということで、親がいなかったり

とか、いたとしても、何らかの理由で一緒に過ごせていないという子供たちが600人以

上いるというふうに言われているんですが、要は親のもとで暮らす、親というか、人の

もとで、施設ではなくて、家族のぬくもりを知ってもらうということで、この里親制度

があるわけなんですけれども、要は里親になってくれる数自体が圧倒的に少ないという

ことで、その里親制度、周知のために、今までに広報とか、ふれあい祭り以外でもっと

もっと周知が必要、啓発が必要ではないかということを申し上げてきたんですが、その

辺については今年度といいますか、いかがですか、何らかの工夫がされていますでしょ

うか。 

○西村子ども家庭課長 

 平成30年度に新たな取り組みといたしまして、児相の所長が市内の小中学校の校長会

で里親制度の説明をさせていただきました。それに私どもとしては調整をさせていただ

いたというのが新しいところでございます。あとおっぱいまつりとか、そういった面で

広報活動にお手伝いをさせていただいております。 

○森戸委員 

 なかなか里親になるというのはすごい決断だろうと思いますので、なかなか数がふえ

ていかないとは思うんですが、お試しの夏季とか冬季とかに預かるファミリー里親です

か、名前忘れてしまいましたけれども、ふれあい里親ですか、そういうようなケースの

周知をこれからも引き続きお願いをしたいと思いますので、回数自体をふやしていただ

きたいなと思いますので、広報にしてもよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 
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・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○西村子ども家庭課長 

 先ほど畠堀委員のほうから、自立支援教育訓練給付金の増額の理由について、私ども

が給付率が20％から60％というふうに申し上げましたが、今回は昨年度が２名分だった

のが、今年度３名分に増えることによる１名分の増加でございます。すみません。おわ

びして訂正いたします。 

  ③議案第１号 平成31年度光市一般会計予算（健康増進課所管分） 

説 明：柏木健康増進課長 ～別紙 

質 疑 

○萬谷委員 

 それでは、何点か、予算書の119ページ、説明資料の27ページになります。 

 まず、妊娠を希望している女性等を対象に風しん予防接種費用に対する助成を実施と

書いてありますが、対象者は、これは女性だけという認識でよろしいでしょうか。 

○柏木健康増進課長 

 対象者は、妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性及び妊娠中の女性の配偶者、そ

れから妊娠中の女性の同居者のいずれかに該当しまして、かつ風しんの抗体検査の結果、

風しんの抗体が低いと判断され、風しんの予防接種を受けた人を予定しております。 

○萬谷委員 

 では、これは国や県からの助成はあるんでしょうか。 

○柏木健康増進課長 

 この対象者に対する助成事業は、市単独事業になります。先ほども申し上げましたよ

うに、県事業で無料の風しん抗体検査はあるものの、予防接種については全額自己負担

となることから、予防接種の費用の一部を助成するものです。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。 

 助成額はどのくらいになりますか。 

○柏木健康増進課長 

 助成額は、風しん単独ワクチンを受けた場合に3,000円、麻しん、風しん、混合ワク

チンを受けた場合に5,000円を上限として、いずれか１回限りで、助成額と医療機関に
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支払った接種費用のいずれか低い額とすることとしております。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。 

 それでは、同じく説明資料のその１個上、風しんに関する追加的対策というところで、

去年風しんが大流行、特に年齢が高い人たちに流行したんですけど、こちらに関しては

男性が対象なのか、そしてちょっと大きい3,800万円ぐらいついていますが、そこの財

源はいかがでしょうか。 

○柏木健康増進課長 

 委員仰せのとおり、昨年７月以降は風しんの患者数が増加しておりまして、患者の中

心は30代から50代の男性で、５人に１人は風しんの免疫を持っていないと言われており

ます。その状況を踏まえて、風しんの感染拡大防止のために速やかに対応することは極

めて重要であることから、国が風しんの追加的対策として、抗体保有率の低い世代の男

性、昭和37年４月２日から昭和57年４月１日の間に生まれた男性を対象に抗体検査、予

防接種を市町村が実施することということが示されております。 

 そして、財源でございますが、抗体検査に係る費用は国庫補助金が２分の１ございま

して、予防接種は９割の地方交付税で手当てされる予定となっております。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。 

 先ほど37年でしたっけ、今30代の後半から50代半ばまでの方々が対象になるような雰

囲気だったんですが、何でこれこの年代、まさに私もその真ん中におるんですけども、

何でこの年代が抗体の保有率が少ないのか、ちょっとお聞かせいただければうれしい。 

○柏木健康増進課長 

 女性につきましては、将来妊婦になる可能性の高い思春期女子にあらかじめ免疫をつ

け、先天性風しん症候群の発生を防ぐとの考え方に基づいて、女子中学生を対象に昭和

52年より風しんの予防接種が開始され、その対象者は90から96％の抗体保有率がござい

ます。 

 しかし、接種機会の与えられなかった男性、昭和37年４月２日から昭和57年４月１日

の間に生まれた男性を中心に風しんの抗体を持たない人が一定数存在しているという状

況が続いておりまして、抗体保有率は79.6％と言われております。こうしたことから、

今回の追加的対策の対象となっております。 

○萬谷委員 

 はい、わかりました。積極的に私もじゃ検査をさせていただこうと思っております。

じゃ、風しんに関してはオーケーです。 

 では、その27ページの上のほう、ちょっと自殺対策について、実際こういうふうに国
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からのガイドラインというふうな説明がございましたが、全体的に自殺は多くなってき

ているんでしょうか。 

○柏木健康増進課長 

 全国的には、減少しております。光市においては、横ばいの状態でございます。 

○萬谷委員 

 横ばいという状況、国や県と比べていかがですか。 

○柏木健康増進課長 

 平成25年から29年の５年間の平均値で申し上げますと、自殺の死亡率は人口10万対、

全国は18.5、山口県は17.7、本市は14.7という状況でございます。 

○萬谷委員 

 はい、了解しました。 

 最後に、これ計画というのは、どのような計画になりそうなのかだけ教えてください。 

○柏木健康増進課長 

 この計画は、誰もが生きることの包括支援として、自殺対策に関する必要な支援を受

けられるよう、自殺の防止対策を図り、あわせて市民が健康で生きがいを持って暮すこ

とのできる社会の実現に寄与することを目的に策定いたします。平成29年11月に示され

た国の自殺対策ガイドラインに基づき策定しまして、計画期間は平成32年度（2020年

度）からの５年間を予定しています。 

 策定の流れとしましては、市町村自殺対策計画の手引きに基づき進め、自殺実態の分

析は地域自殺実態プロファイルを活用いたします。また、平成30年10月策定の山口県自

殺総合対策計画（第３次）を踏まえて進めてまいります。市民協議会や庁内会議の開催、

パブリックコメントなどを行って、市民の意見を聞くとともに、関係機関の取り組み把

握と連携を図り、進めてまいりたいと考えております。 

○萬谷委員 

 了解しました。いいものができるように期待しております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 115ページの牛島保健衛生事業ということで、指定管理料を238万7,000円ほど払って

いるということで、休日診療所のところも歳入がありましたよね。この衛生事業におけ

る診察代といいますか、それについてはどのようになっておりますか。 

○柏木健康増進課長 
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 この指定管理料は、収入は診療報酬等で収入を相殺しております。 

○河村委員 

 それは。 

○都野福祉保健部長 

 補足説明をさせていただきます。 

 今の診療報酬については利用料金制度を採用しておりますので、収入のほうは牛島衛

生組合で収入されて、差し引き不足部分を指定管理料として支出しております。 

○河村委員 

 とすると、いくらなの、その収入総額は。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○柏木健康増進課長 

 収入は診療報酬等、委託料を合わせて236万1,000円でございます。支出につきまして

は474万8,000円を見込んでおります。その差額が指定管理料となります。 

○河村委員 

 支出の478万4,000円の中には何が入っているんですか、看護師さんと、それからどう

いう中身か。 

○柏木健康増進課長 

 看護師や事務員、そして指定管理者の賃金、看護師等の渡航費用の船賃、それから社

会保険料、あとは必要な医薬材料費、印刷製本費、通信運搬費、賠償責任保険料、医療

廃棄物処理委託料等々でございます。 

○河村委員 

 船賃という話がありましたが、何かお医者さんも普通の便に、定期便に乗せようかと

いうような話だったけど、そうじゃない。 

○柏木健康増進課長 

 昨年度よりチャーター船から定期便に変更しておりまして、そこで今回予算を減額し

ております。 

 ただ、先生が急遽帰らなくてはいけないような状況になったときのために、チャー

ター船代も確保しております。 

○河村委員 
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 はい、わかりました。 

 121ページの中ほど、健康増進事業の中に食生活改善推進員訪問活動委託料と、こう

いうのがあるんですが、この中身について教えていただいていいですか。 

○柏木健康増進課長 

 これは市内にいらっしゃる食生活改善推進員さんが各地域で健康教室をする材料代で

あったり、それから食生活改善推進員さんがこちらで勉強をしたことを復伝活動等する

ような事業費でございます。 

○河村委員 

 健康教室の材料費ちゅうのは、健康教室に参加される方は無料。 

○柏木健康増進課長 

 市から１人当たり150円を補助しております。あとは自己負担となります。 

○河村委員 

 はい、わかりました。この間もちょっとお話をさせていただきましたが、極力一般住

民を対象にということであれば、それなりの加入促進といいますか啓発活動といいます

か、そういったものをぜひ努めていただいたらと思います。 

 それから、休日診療所のところで、ちょっと聞いた話ではあるんですが、輪番の当番

医は医師会のほうへお願いをしてということで、当初守田先生が来られたときには、地

域の医師会と仲ようせんにゃいけんということで、いろんなことに積極的に取り組んで

いただいたんですが、この間もちょっと病院のところでお話をする中で、要は最初の診

断、初期診断は、収入の柱だというような話があって、そうすると、地元の診療所のお

医者さんにすると、市立病院に、要は患者が行くと、帰ってこないということで、随分

はお話も聞きましたので、休日診療所の運営事業というのは、ある意味で言えば、地元

の医師会との交流事業ということにもつながるので、こういうことを通して病院の形態

そのものを少し考えて、要は紹介がなければ診断をしないとか、そういうふうなどこか

の時点で決断が要るんじゃないんかなと、要は医師会と仲ようにという条項があるから、

当初、昔の休日診療所は、同じような輪番でありながら、診療所へ患者が行くという、

要するに今日はあそこが当番医だから行きとうないとか、そういうふうなことがあった

りすることで、休日診療所にまとめてやっていますが、今も少しそんな話をちょろっと

聞くんです。 

 今日は誰が当番じゃろうかとか、余り誰が当番というのを言わないので、とりあえず

は行ってみようということにもつながっているので、休日診療所の運営というものをも

うちょっといろんな地域の声を聞いてみるとかいうことがあってもいいんじゃないんか

なと、クリーンのときには、診察券がなくても一時的には診てもらえるような話はしま

したけれども、もっと使いやすいといいますか、利便性が高くなると、そういったよう

な利用方法ができればありがたいなと、そのことが診療所と病院と、うまく機能するよ
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うな形につながってくれると、もっといいなというふうに思うんですが、いかがですか。 

○都野福祉保健部長 

 休日診療所の運営につきまして、委員御承知のとおり、休日診療所運営協議会という

ものを設置して、その中で運営に関する意見等も聞きながら改善を進めているというこ

とでございますので、そうした中で、今御提言があったような趣旨も踏まえながら協議

会を開催して、改善してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○河村委員 

 以上。 

○森戸委員 

 予算説明資料の28ページの上段のところで、大和地域民間診療所誘致事業がございま

す。これについては、昨年の決算で診療科目や対象地域、所管の変更について意見が出

されておりました。その点については、予算を編成するに当たってどのように検討され

たのか。 

○柏木健康増進課長 

 当初からこの民間診療所誘致事業につきましては、大和総合病院の診療科の補完とい

う視点で制度を設計しておりますので、現在のところ変更する予定はございません。 

○森戸委員 

 検討はされたんですか、指摘に対して。 

○柏木健康増進課長 

 状況報告と予算編成について、説明を申し上げました。 

○森戸委員 

 予算編成について状況を説明したってどういうことなんですか。 

○柏木健康増進課長 

 すみません。現在の状況を説明し、議員さんのご質問も含め、予算編成において協議

いたしております。 

○森戸委員 

 そういうことなんですが、そういうことであれば、今年度大和地域の今までの枠組み

の中でどのような活動をされていくんですか。 
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○柏木健康増進課長 

 予算計上は昨年度と同様の金額なんですけれども、地縁等、着目したもので進めたい

と考えています。光総合病院でも医師がなかなか見つからない。ましてや開業となると、

もっとリスクが高くなるということでなかなか難しいのですが、いろんな方面から地縁、

人の縁を通じて、どなたか地元に帰っていただく、近くの地元に、近辺にご実家がある

方などを紹介していただくなど対応しているところです。 

○森戸委員 

 それは今までもそのやり方でやられたんじゃなかったんですかね。成果が出なかった

ので、そういう指摘だったと認識しているんですが。 

○柏木健康増進課長 

 昨年度はダイレクトメールとか、いろんな方法で周知をしたんですけれども、それで

もなかなか見つからない。今の状況というのは、難しい中で、いろんなネットワークを

お借りしながらやっていくしかないかなというふうに考えております。 

○森戸委員 

 それはそのとおりでしょう。 

 はい、終わります。 

○河村委員 

 さっき聞くのを忘れちょったんですが、つるみ幼稚園跡地の話でございますが、今、

不動産鑑定の最中だというふうにお聞きをしたんですが、当初から、要は海浜荘のつつ

じ苑がという話があって、つるみ幼稚園があったところは、結構ある意味で言えば、市

内でも投資に値するぐらいの優良宅地だと思われるわけですけれども、要は今の施設が

セットでないといけないということについて、どうもちょっと腑に落ちんというか、例

えばどっか別の地域でもそういう事業を推進することは可能なんだと、こう思うわけで

すが、今の不動産鑑定をかけて、それで受けたいという人がおってわけ。 

○松村福祉総務課長 

 公募という形をとりますので、現状でどなたが手を挙げられるということは確認をい

たしておりません。 

○河村委員 

 一応その見込みのない中でということであるならば、そういう売り方をするんじゃな

くて、もっと一般的に、あそこの結構広目の用地じゃったらこういうお店ができるとい

うような売り方のほうが地域の活力にはつながると思うんですよ。何でそういう選択を

されないのかというのがちょっと不思議でしようがないんですが、何かそこで思惑があ

るんじゃないの。 
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○松村福祉総務課長 

 現状これまで幼稚園で管理していたということで、福祉保健部の中でその活用方法と

いうのを模索をいたして、公有財産でございますので、他の部署での活用ということに

ついても調整をいたしましたが、よその部署から手が挙がらずに、福祉保健部の中で老

朽化した海浜荘の移転先をどこかに求めなければいけないということも重なっておりま

して、そうした中で、所有財産の活用という視点を含めて、つるみ幼稚園でつつじ苑の

機能を継承していただく事業者を求めるという判断をいたしたところでございます。 

○河村委員 

 行政財産じゃから、行政財産として処分をしようという、こういう話に聞こえたわけ

ですが、ほかにもいっぱい市の所有の土地はあるね。それはある意味で言うたら、管財

のほうで積極的にそういう声かけをして処分をするということのほうがより効果が高い

とはたから見ると思われるんですが、それをして行政財産として処分しようと、こうい

う話に移ったんですよ。 

 それは、不動産鑑定というのは、たしか鑑定料、金額の２％とか、余り安うない、鑑

定料金そのものが。そういったことを考えたら、わざわざ鑑定士を入れて、もしも当て

のない公募で売り方をする話なら、そうじゃなくて、あそこの土地は土地としてきちん

と公募をかけて処分すると、いろんな業者が、あそこなら、あれだけの広さがあったら

ぜひお店をやりたいという方がおられるかもわからん。 

 そういったことで、地域の活性化につながっていくというふうに私には思えますので、

今鑑定中だからということもあるから、余り水を差してもあれですが、そういう処分の

ほうが適当なように私には映りますので、ぜひそういった頭の中に入れておいていただ

いたらと思いますし、管財ともよく協議をしていただいたらと思います。 

 それと、どこの予算かどこの予算かと言われると、なかなか言いにくいんですが、建

設部の話の中で、都市公園についてはいろんな施策を考えながら草刈りをしたり、ある

いは活性化につなげる話は出てくるんですが、児童公園については一切、何も出てこん

ね。 

 どうするんかと、どうするんかといっても、もう点検するのが精いっぱいね。じゃ改

修費をしたりするときに、どっかお金が出るところがないのかという話をしても、いや、

わからないと、要するに財源の出どころがわからんからということになって、どうも所

管の違うものを管理するというのは難しいんじゃないかと思われるんですいね。 

 私が聞いておるのは、いろんな自治会で児童公園、管理できんから返すというところ

がすごい増えているんですが、なかなか今の建設部のほうでそれに対応することが今で

きないので、そのあたりについてもちょっと頭の隅っこに入れちょいていただいて、今

後の活動にしていただいたらと思います。答弁要りませんので。 

討 論 

○土橋委員 
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 議案第１号の平成31年度光市一般会計予算の所管分のところでありますけれども、先

ほども言いましたように、保育料というのは所得に応じた傾斜配分がされているわけで

ありますけれども、この数字を見てみますと、例えば１カ月３万4,000円払う人という

のは１年で40万8,000円が無料になると、一方では１カ月6,000円だった人は７万2,000

円というような、ただになることは、もちろん悪いことじゃありませんけれども、こう

いう形での配分ということについては、ちょっといかがなものかと、低所得者層では増

税による負担が無償化の配分を上回って、負担軽減どころか負担増につながると、まさ

に統一地方選挙、あるいは参議院選挙を控えて、増税への批判をかわすのが目的じゃな

いかというふうにもとられかねないと、あるいは一方では、生活保護の関係においても

大幅な削減がされたと、最低限度のところは、もっと最低限度にしながらもやって、ち

ぐはぐな行政になっていると、最もこれは市そのものにどうのこうのというようなもの

ではありませんけれども、しかし、予算にのった以上は、これはこれとして反対をいた

します。 

採 決：賛成多数「可決すべきもの」 

  ④議案第４号 平成31年度光市介護保険特別会計予算 

説 明：中邑福祉保健部地域包括ケア担当次長兼高齢者支援課長 ～別紙 

質 疑 

○磯部委員 

 すみません。１点ほどちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、予算書で

言えば82ページの包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の一番下の２つ、予算説明

資料であれば26ページの中段より下、これ新規事業だと思いますので、もう少しちょっ

と詳しく教えていただけたらと思います。要するに、施設事業のハード面に対するソフ

ト面の事業であるというふうに認識しているんですけど、もう少し詳しく教えていただ

きたいと思います。要は、通信運搬費医療介護連携システム負担金、合わせて９万

9,000円のところですか、お願いします。 

○中邑福祉保健部次長 

 まず、システムの内容でございますけれども、対象が光市、周南市、下松市の圏域を

対象に病院患者さんの医療情報をネットワークを導入しまして、医療機関、薬局、ある

いは介護事業所等で患者さんの同意をいただきました医療情報を共有をし、在宅での効

果的な医療であるとか、介護サービスに活用しようとするシステムでございます。 

 予算書に計上している予算額につきましては、光市も介護事業所として光市地域包括

支援センターを運営しておりますので、地域包括支援センター、一事業所としてこのネ

ットワークに参加をして業務に生かそうというところで、通信運搬費につきましてはネ

ット回線を使用しますので、その回線使用料の年額費でございます。 
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 医療介護連携システムの負担金１万2,000円につきましては、このシステムの運営自

体を徳山医師会が事務局としてシステム運用をしますので、事業所としての利用の負担

金、一月1,000円、年額12カ月の１万2,000円の負担金を予算案として計上させていただ

いているところでございます。 

○磯部委員 

 大体わかったんですけれども、要は医療から介護、そしてその中の在宅に対する、安

心して在宅で、その人らしくいろいろ生活していくというところが目的だと思うんです

けれども、今このあたりの医療、介護、そして薬局、このあたりの連携と言われました

けど、これに参加している民間とか、そういうのもあるんでしょうか、今参加している

事業所というのはわかりますか、全てではないですよね、まだ。 

○中邑福祉保健部次長 

 ちょっと説明が足りませんでしたけども、この事業はシステムの導入を今進めている

段階で、徳山医師会事務局のほうで３市のそれぞれの関連の医療機関、事業所に参加を

呼びかけているところでございます。実際のこの稼働につきましては31年の稼働で進め

ておられますが、直近の情報では、４月の稼働がすぐ難しいかもといった話で、光総合

病院の移転の関係もありまして、６月ぐらいの見込みになる予定というふうには聞いて

おります。 

 今、参加の状況でございますけども、正式な情報はいただいていないところではあり

ますけども、現時点、医療機関、介護事業所等が当初から参加を希望しておられるとこ

ろも数事業所あるとお聞きしております。この参加につきましては、随時参加加入がで

きるような仕組みになっておりますので、地域包括ケアシステムの構築を進める市の立

場としましては、今後この参加の働きかけに取り組んでいきたいと考えているところで

ございます。 

○磯部委員 

 はい、わかりました。新しくそのあたりの患者さんの同意を得て、患者さんというか、

その病院、医療機関、介護施設、そして薬局ですか、その医療関係の連携の同意を得て、

ここに参加していただいて、患者さんの同意のもとで、その情報を共有するということ

ですね。より充実した患者さんに対する対応ができるということで期待をしておきたい

と思いますので、そのあたりの参加の周知徹底、またわかり次第教えていただけたらと

思います。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 80ページにあります介護支援ボランティアポイント事業委託料で130万円として計上

されておりますが、この内訳について少し教えていただけたらと思います。この事業が

スタートして大分定着してきていると思いますが、ポイントを換算して給付するべき部
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分と実際に委託として社協のほうに人件費といいますか、そういったものもあるんだろ

うと思うんです。ちょっとそのあたりの内訳について教えていただけたらと思います。 

○中邑福祉保健部次長 

 予算の内訳でございます。 

 まず、社会福祉協議会にこの事業を委託しておりますので、この委託に係る費用が

130万円のうち約87万円が人件費でございます。そのほかは事業の運営にかかわる消耗

品であるとか、通信運搬費、郵送費、それと保険料が８万円を見込んでおります。それ

と、交付金、いわゆる換金の交付金につきましては、予算では14万6,000円を見込んで

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 給付として、交付金というのが14万円ということで、思ったより少ないんだなという

ことで理解いたしましたが、大部分といいますか、大きなウエートを占めています人件

費87万円というのは、これは所要を頭数で出しているんですか、それとも何か割合か何

かで出しているんですか。 

○中邑福祉保健部次長 

 パート職員の人件費でございます。内訳としましては、１日５時間、月17日の12カ月

というところで、計算をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 
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水道局関係分（訂正） 

〇委員長 

皆さん、おはようございます。 

それでは３月４日に引き続き、本委員会を続行いたします。 

環境関係分の審査に入ります前に、昨日水道局関係分の回答の中で、一部訂正したい

旨の申し出を受けておりますので、これを許可いたします。 

○森重副市長 

おはようございます。 

昨日の午前中にありました消費税改正に関するご質問につきまして、改めてお答えを

させていただきたいと存じます。 

本年10月１日に消費税が改正される予定でありますが、その契約等につきましてご質

問がありました。 

平成31年４月１日以降の工事請負契約に関しましては、2019年９月30日までに引き渡

しが完了すれば、従前の消費税であります８％が適用されるということで、訂正してお

詫びを申し上げたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長 

以上の発言を委員長としてこれを認めます。 

本件については、再度、採決をする必要はないと考えますが、これにご異議ございま

せんか。 

○委員長 

ないようですのでそうさせていただきます。 
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３ 環境部関係分 

 （１）付託事件審査 

  ①議案第１号 平成31年度光市一般会計予算（環境部所管分） 

説 明：植本環境政策課長 ～別紙 

質 疑 

○畠堀委員 

 予算書の中ではないんですけども、事務事業評価の中で、環境衛生費の中にこれまで

含まれていました道路側溝清掃ということで、このことについては毎年160万円程度予

算がついておりましたが、今年度はここに上がってないんですけど、これは、どうい

うふうな扱いになっているのか教えていただけたらと思います。 

○小山環境事業課長 

 道路側溝清掃につきましては、後ほど環境事業課所管分にて説明を申し上げたいと思

います。 

○畠堀委員 

 もう一点は、先ほど御説明いただきましたけども、工場排水等水質調査業務委託料で

すが、これについては125ページに載っておりますけども、昨年に比べて倍ぐらいの増

額になっておりますが、このあたりの金額の増減についてどのような背景があるのか、

お知らせいただきたいと思います。 

○植本環境政策課長 

 前年度につきましては、この委託料とは別に大和工業団地排水・飲用水水質調査業務

委託料を50万8,000円を計上しておりましたが、本年度につきましては、調査をより効

率よく行うとともに、経費削減の観点からこれを一本化したものでございます。 

 したがいまして、２つの委託料を合せて比較いたしますと、３万7,000円の減額とな

っている状況でございます。 

○畠堀委員 

 わかりました。 

○森戸委員 

 117ページの森・滝・渚の交付金50万円に関してなんですが、今年度サミットを光で

開催するということなんですが、日にちはわかりましたけど、中身についてはどんな

ことをやられるんですか。 

○植本環境政策課長 
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 内容につきましては、１日目につきましては、協議会の理事会、総会をいたしまして、

その後は全国自然敬愛サミットを実施いたしまして、その中での記念講演や各会員の

事例発表を行います。その夜は交流会をいたしまして、翌日につきましては、現地視

察を行う。以上が一連の行程となっております。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 自然敬愛サミットと言われてもわからないんですけど、それ自体何なのかということ

と、現地視察というのは何をされますか。 

○植本環境政策課長 

 自然敬愛サミットにつきましては、記念講演ということで、自然敬愛の趣旨に沿った

講師をお呼びして講演を行うと、主にそういうことをいたしまして、森・滝・渚とい

うことで、それぞれ森・滝・渚の代表の会員１名をお呼びして、そちらの事例発表も

行うこととしております。 

 現地視察につきましては、ことしが光市の引き受けということで、光市の中の観光名

所や周辺の観光名所の視察を会員の方々と一緒に行うという予定としております。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 サミットというぐらいですから、何かもうちょっと詳しく言っていただけますか。講

演と言われても、どんなものですか、よくわからない。 

○植本環境政策課長 

 自然敬愛都市宣言も行っておることなので、自然を大切にするとか、環境保全とか、

環境問題とか、そういったテーマを取り上げた講演会、これは、市民の方々も奮って

ご参加していただくこととしておりますので、なるべく実のあるような講演にしたい

とは思っております。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 わかりました。自然敬愛都市宣言をしているまちでありますので、発信の絶好の機会

だと思いますので、有効に活用していただきたいと思います。 

 協議会に加盟されたところも来られると思うんですけれども、昨年植えた松、復興の

ための分、その辺のところはどうなっているのかということと、陸前に植えに行った

わけですけれども、その辺はどんな状況になっているんですか。 

○植本環境政策課長 

 昨年、虹ケ浜の海岸で植えました東日本大震災復興祈念の森につきましては、こちら
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も定期的に見にいっておりますが、順調に生育、ただちょっと１本枯れかかっている

のがありまして、それにつきましては、早急に農林水産課に植えかえを依頼している

ところでございます。 

 陸前高田市の高田松原再生祈念植樹会において植えた松につきましては、この夏に屋

久島のほうで協議会の総会、理事会が開催されまして、そちらで陸前高田市の関係者

の方が生育状況を報告されまして、順調に生育されているという報告を受けていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 わかりました。 

 それと、予算説明資料の28ページの特定外来生物対策事業ということで、今回、セア

カゴケグモの話もございましたんですが、これ自体はこの事業の中で、セアカゴケグ

モに関してはどういう調査を行って、どういう駆除を行うのか、その辺のところがわ

かれば教えてください。 

○植本環境政策課長 

 セアカゴケグモにつきましては、９月に市内の周防地区の事業所で発見されましたん

ですが、それ以降につきましては、こちらも市道の側溝等の調査を定期的に行いまし

て、何匹か見られましたことから駆除をいたしまして、その結果につきましては、近

隣の自治会のほうに報告をさせていただいております。 

 今後につきましても、引き続きそちら周辺の側溝を対象に調査を進めるとともに、ち

ょっとある程度範囲を広げて調査をしていきたいというふうに考えております。 

○森戸委員 

 調査するということで、ある程度と言われたんですが、どのぐらいのエリアまでやら

れて、駆除する方法としては、どのようなもので駆除されるんですか。 

○植本環境政策課長 

 セアカゴケグモは、側溝の下のほうに隠れておりますことから、基本的にはスプレー、

薬剤をまきまして、側溝がグレーチングとかでめくれないところにつきましては、本

年度バーナーを購入いたしまして、灯油バーナーですか、それを購入いたしましたこ

とから、灯油バーナーをもって焼くこともする予定でございます。 

○森戸委員 

 いや、ある程度の範囲をお尋ねしたと思うんですが、どこまで、今までやられていた

のをどこまで広げられるのか。 

○植本環境政策課長 
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 今、現状は、工業団地の中を重点的に行いまして、来年度はもう少し、その周辺とい

うか、もう少し広げたところで調査をしてみたいというふうに考えております。 

○森戸委員 

 いや、だから、その範囲というのは、何といいますか、近隣の自治会も含めるのか、

その辺のところが知りたいんですけどね。 

○植本環境政策課長 

 近隣の自治会周辺も県道が通っておりますことから、そこら辺も調査範囲にはする予

定としております。 

○森戸委員 

 調査も駆除もするということでいいんですか。 

○植本環境政策課長 

 そのとおりでございます。 

○森戸委員 

 わかりました。 

○小田環境部長 

 ちょっと補足しますけど、セアカゴケグモ自体というのが、今課長のほうが説明しま

したように、側溝のふたの裏であるとか、グレーチングの特にふたの厚さをかさ上げ

をしている、型鋼で四角になっているような、暗いようなところにいるんです。広げ

るといっても、そういう側溝ぶたとかグレーチングぶたがあるような市道、県道、そ

ういったところのふたがかりがあるようなところを主にやっていきます。それと、歩

車道境界ブロックといって、歩道と車道を分離しているところにコンクリートのブロ

ックがあると思うんですが、そこに水を排水するための穴が５ｍ置きぐらいについて

いる。そういったところに卵とかを産んでいるんで、そういったところを主に調査を

していくということです。 

 ですから、自治会全てのエリアをするというんじゃなくて、発見された場所からそう

いう側溝のふたがつながっているとか、そういったところを重点的にやっていきたい。

むやみにやるわけじゃないんで、範囲を決めてやっていきたいということです。 

 それと、さっき言いました灯油バーナーについては、来年度購入します。平成31年度

の予算で購入しますので、訂正させていただきます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 今のセアカゴケグモですが、生きた生体を見つけたの。そんな話は聞いとらんかった
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んじゃが、どこでどういう状況かちょっと教えてください。 

○植本環境政策課長 

 セアカゴケグモにつきましては、当初は、発見当時ですかね、９月の発見当時につき

ましては、検体を県のほうに持っていって、セアカゴケグモと同定をされたわけでご

ざいますが、逐次こちらのほうで調査をしている際に、セアカゴケグモらしきものが

見つかったということで、県には連絡は差し上げたんですが、もうこちらのほうに持

ってきて、同定作業は必要がないので、その場で駆除してくださいということですの

で、今はこちらでも駆除させていただいているところでございます。 

○委員長 

 植本環境政策課長、生きたものを見つけたかどうかの質問じゃったんです。 

○植本環境政策課長 

 その後につきましては、数匹発見は、同定はしていないんですが、セアカゴケグモら

しきものを発見し、こちらで駆除しているところでございます。 

○河村委員 

 生きたというのを私らが知らんかっただけなんですが、今やろうとしている調査とい

うのは、15万4,000円で、その中でもバーナーの購入費が入っとるということは、岩国

の基地周辺で最初に見つかったときに、恐らくもっとたくさんおるだろうなと思うた

ら、毎年のようにどんどん出てくるわけじゃないですか。もうちょっと調査だけでも

範囲を広げてやるとか、どの程度の繁殖力があるのかもわかりませんが、ここ何年か

の経緯を見ていると、相当広がっているというふうに。死骸を見つけたというふうに

は聞いたんですが、生きたクモを確認したとは聞いていなかったんで、もう少し積極

的な何か調査が要るんじゃないんですか。どの程度、今、生息域を見ようとしている

んです。県道というような話と、今、グレーチングや側溝のところだけと、こういう

話なんですが、対象区域をもう少し広げて調査をする必要があるような気がしますが。 

○植本環境政策課長 

 31年度につきましては、市内全域の主要道路の側溝を対象に、生息調査というか、進

めたいとは思っております。 

○河村委員 

 それは、全域で調査をまずお願いをしたらと思います。 

 それから、アルゼンチンアリなんですが、今回、平成31年度は今までの一緒に防除を

しよったところから、一斉防除へ踏み出すような話をされておったんですが、金額的

には随分少ないんですけれども、どういうところまで考えておられるんですか。 
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○植本環境政策課長 

 計上している薬剤については、市の市有地に限られるわけですが、今後につきまして

は、地元住民や地域住民の方々、さらに地区連合自治会とも協力をさせていただきな

がら、一斉防除を基本とした効果的な防除の推進に努めることとしております。 

○河村委員 

 言わんとすることはわかるんですけど、実際にやろうと思うと、段取りとお金が要る

わけじゃないですか。そういった意味合いで、例年よりは金額的にも少ない。今まで

繰り越した薬剤についても、恐らく相当使い切ったという中で、段取りとして、例え

ば対象区域の市民からお金を集めるとか、いろんなことを考えながら対象をしていか

ないけんような気がしておるんですが、まず、年度が変わったら、そういった協議会

について設置をするとかせんとかという話もあったんですが、どういうこれからの段

取りをお考えなんですか。 

○植本環境政策課長 

 薬剤負担につきましては、先ほど協議会の話もされましたけど、これにつきましては、

調査研究というか、進めていきたいと思いますので、ご負担につきましては、ご自分

の家庭でのご負担は、自治会、連合自治会、自治会のほうで負担をいただくようにな

ろうかと思います。 

 ほかの財源措置といたしまして、市民提案型の協働事業とかもございますので、それ

につきましては、地域課題の解決のためという目的には沿っておりますので、そうい

った財源確保の働きかけなども、こちらのほうから行ってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 言わんとするところはわかるんですが、差し向き31年度にどれだけの予算が使えるか

と。要は31年度に、今回、今のセアカゴケグモを入れても15万4,000円しかない。今、

道路や河川や公共物のアルゼンチンアリについてもこれでやろうと、こういう話をし

ているわけですが、全然足らないような気がせんでもないんです。例えば、６月と９

月にやろうと、恐らく今の状況でいけば、積み残し箇所があれば、当然、翌年度には

その分は増えているわけですから、それをその探索をするのにどういうふうにしてや

ろうとしておるのか、どうもちょっと姿が見えてこない。放置したら60倍になるんで

すね、アリが。それをどうやって退治をしていくのかという、その姿がちょっと見え

てこない。 

○植本環境政策課長 

 先ほど申し上げましたように、手法等につきましては、地元自治会の方々などと綿密

な協議を続けていきたいとは思っております。 

 経費につきましては、大体１世帯当たり、今まで一斉防除に使う薬剤が500円という
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ことで、２つの自治会合せて100世帯ございますことから、１回の一斉防除に５万円で、

２回合せて10万円かかるわけでございまして、その10万円につきましては、連合自治

会もしくは自治会、地域住民の方でご負担いただきながら、一斉防除は一緒に続けて

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 一緒に防除するというのと一斉防除という、まだ意味の違いが少し理解できていない。

要するに、空き地とか空き家についての対応策を含めて、例えば６年間従前にやって

きた結果として、今、空き家、空き地についてはそのまま放置をされていると、そう

いったものも改善をして、今、対象区域と言われるところをしっかり一斉に防除をす

るということが大事なんだと思いますので、進め方としては少しお金がなかったらな

いなりに、調査だけでもきちっと空き家等について進むような方法をとっていただい

たらと思います。 

 それから、115ページの下段、先ほど消耗品費の中で、小中学校の緑のカーテンとい

う話があったんですが、もうちょっと詳しくお知らせ願えますか。 

○植本環境政策課長 

 緑のカーテンにつきましては、市内小中学校、それと市立保育園を対象にアサガオや

ゴーヤ、土を、希望を募りまして、各学校に植えていただくということにしておりま

す。それで、夏の間植えていただいて、生育したら成果発表ということで、本年度は

市役所の本庁のロビーで掲示をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 それは、対象は全小中学校それから市立保育園という解釈でええんですか。 

○植本環境政策課長 

 そのとおりでございます。 

○河村委員 

 これは、今、土木のほうじゃから、都市整備か何かで緑のカーテンって、ここでもう

皆やりよるんかいね。わかりました。 

 それから、墓地の整理は127ページですね。墓地費の中で、土地の借り上げ料のとこ

ろで、前回お話をさせていただいたんですが、要は返還をする、あるいは管理組合を

つくるというような話があったと思うんですけれども、そのあたりについてどういう

ふうに今、今回入っているのか。 

 それから、ほかにも市の墓地がたくさんあるわけですが、そういったことについても

調査をしてみたいという話がありましたが、どういうふうな形で今実施される予定で
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すか。 

○植本環境政策課長 

 この土地借り上げ料につきましては、先般の委員会でも申し上げましたとおり、今、

所有者の実態調査をしているところでございます。これにつきましては、将来的には、

こちらの理想といたしましては管理組合、維持管理とかというのも全部そちらでやっ

ていただくということで、それに向けて、今、調査を進めているところでございます。 

 市内の墓地につきましては、一応こちらである程度把握はしておりますが、今後につ

きましても、管理組合、維持管理とかというのもきちんとしてくれるような組合の設

立とかということも、指導というか、そこら辺の把握に努めていきたいと思っており

ます。 

 ただ、基本的には、それぞれのお墓の持ち主の方の当事者で管理をしていただくとい

うのは基本原則ということで、こちらは認識をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 室積のほうの土地については、実態調査をするということですが、通常、墓園整備を

しても、要は借り料というのは、普段自分の墓を借りちょるお金も市が負担しちょる

ということですわね。だから、その点はどうにかして解消せんにゃあいけんという話

をさせてもろうたんで、まず実態を調べて、そりゃあ、どうするかということも大事

なんですが、もう少し積極的に進めて、41万円も地代を払いよるわけですから、それ

を早目にそういう人たちで負担をしていただくことが大事な話なんで、ある程度墓地

に名前が皆書いてありますので、地域においたらそんなに手間はかかりゃあせんと思

うんですよ。そのあたりのところは、しっかり早目にやっていただいたらと思います。 

 今あるほかの市の墓地についても、ほとんどのところで恐らく管理組合あるいは管理

人のような形で整理をされておるんですが、管理組合そのものの実態をきちっと整理

をしないといけないんで、どこそこの墓地についてはということで、一つの書き物を

それぞれの墓地でお持ちいただくことが大事なんです。もう今は、墓地そのものがあ

んまり必要とされなくなってきましたから、そこまでの取り合いということはないん

だと思いますけど、従前は、あいた墓地なんかを整理をしたりするところで、お金が

一緒に動いていたケースもあるんで、早目に届を一つずつ皆やっていただいて、きち

っとした区画をもう出していただいて。前回、宮ノ尾の話をさせていただいたと思い

ますが、民有地にまでそれが広がっているという状況が、好ましくない。本来、墓地

をつくっちゃいけんところじゃから、そういったケースも含めてきちっと整理をして

いただくことが大事だと思いますので、お願いをしておきます。今、整理をせんにゃ

あ、もうできんよ。 

 ほかにも、墓地があってどうじゃろうかというのは、今の浅江の国道をちょっと海側

へ入ったところの墓地なんかちゅうのは、もう崩れたままそのままほうたらかし、外

からもう丸見えじゃから、ちょっと気持ちが悪かったりするんで、そういったところ
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の、恐らくそういうところには管理組合もない、状態的には。そういうところの整理

が、一緒にやっていただければ大変ありがたいんで、ぜひ、今回お願いをしておきま

す。 

 以上です。 

説 明：小山環境事業課長 ～別紙 

質 疑 

○畠堀委員 

 すいません、１点要望になるんですけども、131ページの医療廃棄物処理対策事業交

付金ですが、事務事業評価を見てみますと、例年29万円で定額でずっと出ております。

この評価のところを見てみますと、近年では感染性の在宅医療の廃棄物というのは増

加傾向にあるんだということでうたってありますので、ある程度のタイミングが来た

ときに、一度実態点を調査して、確認する必要があるんじゃないかと思いますので、

そのあたりについても取り組みをお願いしておきたいと思います。 

○河村委員 

 最近、海岸の漂着ごみが多いじゃないですか。漁師の方というか、積極的にそういう

方が収集して、中にはわざわざここまで持ってきてくれるケースもあったりするんで、

結構やっぱりそういう人は大事にしてあげないといけないような気がするんで、海岸

ごみの別枠の収集体制とかというものがあるんですか。それとも、市民からの通報を

もって対処するとか、何かそういうあれがありますか。 

○小山環境事業課長 

 海岸清掃におきましては、決まったルールということはございませんが、事前に連絡

等、環境事業課のほうにあれば、清掃をする日にちを言っていただければ、後日、環

境事業課の職員が回収をしておりますので、その都度連絡をいただけたら、回収につ

いては、こちらのほうで対応したいというふうに思っております。 

 以上です。 

○河村委員 

 巡回調査員といいますか、おってですかね。そういう方からの通報で処理をするとか、

そういうことではないですか。 

○小山環境事業課長 

 市内に保健所のほうから委嘱された４名の方がいらっしゃいますが、そちらの方から

連絡があれば、その都度不法投棄のパトロール、あるいは集めたごみについては回収

に行っているというような状況であります。 

 以上です。 
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○河村委員 

 それから、先ほど周南東部環境施設組合のところがあったんで、ちょっとお尋ねして

おきますが、従前に埋め立てた、処分をしたごみ、それの、今、掘り返してサーマル

リサイクルというか、焼却処分に回しよってんですが、最終的な計画をつくるという

お話をしておったんですが、そういった動きはなかったんですか。 

○小山環境事業課長 

 埋立ごみの、掘り起こしについては聞いておりますが、その計画については、ちょっ

と存じ上げておりませんので、大変申しわけありませんが、お答えできません。 

○河村委員 

 わかりました。私は、５年計画とか埋め立てた量が決まっちょるんじゃから、つくる

ようにというお話を従前しておりますので、ぜひ、どこかで確認をしておいていただ

いたらと思います。 

 以上です。 

説 明：中本深山浄苑長、山本下水道技術担当課長兼工務係長 ～別紙 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

質 疑 

○中本深山浄苑長 

133 ページなんですが、先ほど、下から９行目のし尿及び浄化槽汚泥処理負担金

1,103 万 7,000 千円の内訳といたしまして、下松市にお願いしていますし尿の処理費用

負担金、148 万円と申しましたが、正しくは 184 万円の誤りでございます。 

訂正し、お詫び申し上げます。 

○植本環境政策課長 

先ほど私の方から、セアカゴケグモの今後の生息確認調査につきまして、市内全域を

対象としたいと申し上げましたが、まずは、発見された場所の周辺道路付近を中心に、

調査をしてまいりたいと考えております。 

それにつきまして、訂正をお願いいたします。 

○河村委員 

 生きたセアカゴケグモを発見したという話は初めて聞いたんです。アルゼンチンアリ

そのものは、アリそのものに毒性はないんですが、このセアカゴケグモは毒性がある

んですよ。周辺含めておそらく余り公表することで大変なことになりそうなという意

味あいもありますが、生息調査だけはしっかりして、まずとりえあずはどこでどうい
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うふうに発見されたのかわかりませんが、その周辺作業をして、その結果を見て、例

えば補正でも組んで対応策を考えて早めに全域でやらないと結構繁殖力あるいは拡大

の勢いはちょっと違うよ、アリと。単に訂正すりゃええとか、言うてしもたとかいう

問題じゃない、これは。生きたものを発見したということの公表そのものを含めて、

慎重になおかつ調査については適切な調査をしていかないと、結構大変なことになり

ますよ。そういうことを肝に銘じて、まず年度がかわったら早速調査をやっていただ

きたいと思いますが、段取りを今どのようにしとってですか。 

○植本環境政策課長 

 スケジュール等については今から具体的に決めていきたいと思っておりますが、まず

は周辺付近の調査を重点的に努めていきたいと考えております。 

○河村委員 

 要するに活動状況がよくわかりませんが、冬はじっとしよるとか暖かくなったら動き

出すとか、というような生態のあれもあるわけ。 

○植本環境政策課長 

 活動時期が４月末ぐらいから10月というふうにされておりますので、一応それにそっ

た形でスケジュールを組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○河村委員 

 春から秋にかけてとこういう話になるので、早速予算が成立したら、実態調査にまず

全力を傾けていただいて、６月議会では一定の報告を受けたいというふうに思います。

ちょっと物が違うんで、そういう緊張感を持ってぜひ取り組んでいただけたらと思い

ます。 

○畠堀委員 

 先ほどのご説明をいただきましたが、135ページの汚水処理の共同化計画策定業務の

委託料のことなんですけども、これは、新規の事業ということもありますので、その

背景だとか、目的、メリット等についてお知らせいただけたらと思うんですけど、よ

ろしくお願いします。 

○山本下水道技術担当課長 

 汚水処理共同化の事業でございますが、汚水の共同処理化とは、浄化槽汚泥を含むし

尿等の汚水を下水道により共同処理を行うものでございます。 

 平成31年度では、汚水の共同処理化に当たって、基本的な方向性を示すこととしてお

きます。 

 また、下水とし尿等の将来的な発生量の見通しや、既存の下水道の能力の検証を行っ
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た上で、共同化の手法などの検討を行い、本市における最も効率的な汚水処理の共同

化の実現を目指すものでございます。 

 背景でございますが、国のほうでも人口減少に伴う使用料収入の減などもあり、効率

的な汚水の運営を求めております。 

 メリットでございますが、汚水処理により、安定的で効率的な汚水処理の運営管理が

できるとともに、経費の削減が期待できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 よくわかりました。スケジュール的な観点でいきますと、大体どれぐらい、策定につ

いては今年度１年間でということで策定されるというふうな見込みでよろしいんです

か。 

○山本下水道技術担当課長 

 策定につきましては、方向性を来年度、31年度で取りまとめていきたいと考えており

ます。 

 今後のスケジュールにつきましては、31年度に取りまとめましたものをもとに早急に

事業に着手できるものについてはしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 ありがとうございました。 

○河村委員 

 収入が500万円ほど上がっておったと思うんですが、２分の１補助とは書いていない。

これは、何か意図があるんですか。500万円の要は何か見込みについて。 

○山本下水道技術担当課長 

 23ページの社会資本整備総合交付金500万円でございますが、これは、社会資本整備

総合交付金の中に下水道広域化推進総合事業というものがございます。これの補助率

が50％ということで、２分の１の500万円としております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 いや、だと思うんですが、要は、本来なら収入のところへ２分の１補助というような

ことが出てくるわけですが、ないということは、そうじゃなくて、例えば、うまくい

けばそれが800万円だろうとええとか、そういうふうにもとれるわけです。２分の１、

国の補助があるということで理解をしました。 

 この共同化計画の策定業務を請け負うのは、コンサルタントということになるんでし



62 

ょうか。 

○山本下水道技術担当課長 

 請け負う専門業者でございますが、下水道の計画等を主に検討しているコンサルタン

トになるんではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 そのコンサルタントというのは、どの程度の数があるんですか。 

○山本下水道技術担当課長 

 すいません、ちょっとコンサルタントの数については、現在、把握まではできてはお

りません。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 この金額はどうやって出したの。 

○山本下水道技術担当課長 

 共同処理化に似たような業務の受注経験があるコンサルタントから見積もりをとりま

して、それを参考に予算を計上しております。 

 以上でございます。 

説 明：山本下水道技術担当課長兼工務係長 ～別紙 

質 疑 

○森戸委員 

 説明資料の29ページの浄化槽設置整備事業で、（拡充分）と両括弧で書いてあるんで

すが、拡充分というのは、区域外流入の分ということなんですか。 

○山本下水道技術担当課長 

 拡充分でございますが、これは、事業認可区域内の浄化槽設置に対する補助でござい

ます。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 認可区域内ですが、そうだとしても拡充分は、その意味合いなのか、今年度拡充した

という意味合いなのか、じゃないんですよね。表現の話です。 
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○山本下水道技術担当課長 

 これは継続するもので、今年度拡充したというものではございません。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 133ページ、今のとも関連するんですけども、浄化槽設置事業補助金ですが、こちら

については光市生活排水処理基本計画というものの中で、平成29年から33年度にかけ

て150基を設置していくんだということで、積極的な取り組みが掲げられておりますけ

ども、先ほど、来年度の予算金額の内訳、規模についてお知らせがありましたけども、

このあたり計画に沿って現状どのような水準で来ているのか。今、先ほどの計画で、

達成の見込みというか、今後の見通しがどのようになっているのかお知らせいただき

たいと思います。 

○山本下水道技術担当課長 

 浄化槽の現状でございますが、浄化槽基数は、平成26年から申しますと、補助を行っ

た基数でございますが、平成26年度が34基、平成27年度が27基、平成28年度が29基、

平成29年度が26基、平成30年度は、２月末現在で20基で、平成28年度にわずかに増加

したものの、近年は減少傾向にございます。 

 今後の見通しでございますが、平成30年度は前年度と同程度以上の補助基数を予測し

ておりましたが、現状では前年度を下回り、平成30年度以降もこうした減少傾向が続

くと見込まれているところでございます。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 減少傾向が見込まれるという中で、今後、何かアプローチなり新しい取り組みという

のは何か考えておられるんですか。 

○山本下水道技術担当課長 

 新しい取り組み等でございますが、浄化槽設置に係る補助は、限られた財源の中で行

っているため、補助率等の引き上げ等は困難であり、基本的には現行の補助内容で継

続していくことになるものと考えておりますが、引き続き制度の周知に努めながら対

応してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 衛生面で非常に有効な取り組みになるんではないかと思いますし、お金がかかること

なので、なかなか一朝一夕に、すぐにはできないんだろうと、市民の方も踏ん切りが

つかないところがあるんだろうと思いますが、いずれにしてもしっかりＰＲしていた

だくようにお願いをしておきたいと思います。 
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 以上です。 

○河村委員 

 浄化槽で、今の区域内の浄化槽の設置ですが、計算でいくと５人槽５基ということで、

差し引きすると220万円ぐらい今回補助金額であるんですが、区域内の補助率とかとい

うのは、普通の区域外の当たり前の補助があるところと同じような形でやっておられ

るのか。 

 それから、区域内の現状を考えておられる地域といいますか、そのあたりについてち

ょっとお話ください。 

○山本下水道技術担当課長 

 区域内と区域外の補助率でございますが、これは、同一の補助率としております。 

 区域内につきましては、認可区域のうち下水道の整備が当面見込めない区域が中心に

なってくるのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 見込めない区域じゃから対応するわけですが、要はそうすると、今の当初の想定した

計画区域と、それから実際に実施区域とこれをやったときに、実施区域に入れると何

年か以内に下水道を入れなさいとこういう話じゃけれども、要はそれに該当しないと

いうか、つなぎ込まんにゃあいけんけれども、そこに行かれんとこういう今話になる

わけね。行政的には、そこへ迎えに行くことができないと。何でそういうところをそ

れじゃあ実施区域に入れるんじゃろうかと、こういう話にもなるわけですよ。その辺

はどうなんです。要するに、市内全域で捉まえたら、例えば実施区域に入っても、例

えば浅江のほうでもつないでない人もおってよね。そういう方も該当するとか、該当

の選別はどういうふうにしよっての。 

○山本下水道技術担当課長 

 つなぎ込みと、あと浄化槽の補助に関してでございますが、下水道の整備については、

その土地と下水道管を埋設する道路の状況、そして土地の高低差、既設の管がどこま

で来ているか、家屋が連担といいますが、どれぐらい連なっているかなどの現地の状

況を確認しながら、限られた財源の中で下水道が整備できるかどうかという検討を行

いながら、その中で整備が難しいというところにつきましては、浄化槽の補助の対応

になってくると考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 そういうところは、市内全域にあるの。それとも、今もう最終的な室積が管網整備や

っているところですから、室積地域の周辺を主にやっているとか。 
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○山本下水道技術担当課長 

 なかなか整備が見込まれない区域でございますが、浅江、光井につきましては、おお

むね整備が完了してきており、部分的には残っているような状況だと考えております。 

 室積地区につきましては、家屋が密集しており、道路も狭隘なところが多いことから、

室積地区にはなかなか整備が進まないところが多く残っているというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 言うてとおりじゃから、例えば、この今区域内に５基ほど想定をしておられるわけで

すが、それは、今言うたように、室積が要は狭隘なところもあるから、なかなか計画

区域には入れたけれども、実際につなぎ込むことが難しいと。だから、主には室積を

対象に考えているというふうに言うてもろうたら、はあ、それで済むんじゃけど、全

く特定せずにほかの地域でも対象がありゃあやるというふうにとれるから、その辺を

ある程度目安、５人槽５基を設置する目安があるのかどうか。 

○小田環境部長 

 この区域内の補助というのは、今、委員さんがおっしゃるように、室積地区が下水道

の整備がおくれており、水洗化をしたいというご要望もありまして、できるだけ水洗

化を促進するためには、室積地区の下水道の整備がなかなかできないということで、

この制度を始めたわけです。 

 ただ、そうは言いましても、先ほど課長が説明しましたように、地理的な、地形的な

問題でなかなか整備が進まないというところもございますし、市内全域でやはり下水

道の整備が遅れているところ、なかなか整備ができないところもございますので、今

現在は市内全域に補助の区域を拡大しているところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 半分はわかっちょるんですが、要はおっしゃるとおりじゃろうと思うんですが、例え

ば光井地区でいうて、要は管網整備ができんからというところは、もう大方開始のほ

うは済んだと思うんですいね。浅江地区についても、大方要は希望のあるところにつ

いては、大方もう済んだというふうに理解をしておるんですが、全域で受けるわけい

ね。はい、ええです。 

○畠堀委員 

 ことしの拡充した事業ということで、予算概要の中の16ページにあります省エネル

ギー運動推進事業ということが掲げられておりますけども、このあたり少し詳しく御

説明いただけたらと思います。 
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○植本環境政策課長 

 これにつきましては、昨年度、市民一斉のマイカー運動推進キャンペーン、２日間、

昨年というか、今年度実施いたしましたが、新年度につきましては、これをさらに拡

充することといたしまして、11万円につきましては、そのための啓発用のポスター及

びチラシの作成に係る費用でございます。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 ノー・マイカー・デーということで、啓発活動として大変意義のある活動だと思いま

すし、取り組むことについては必要だというふうに考えておりますが、なかなかその

実効というのが上がらないというのも事実だというふうに思います。 

 今年度といいますか、バスなど公共の交通機関を使うという意味では、そういったも

のを環境問題だけではなくて、いわゆる通勤だけではなくて、やはり皆さんに乗って

もらう機会を増やさないと、運動が推進していかないんではないかというふうに思う

んです。 

 今、おっしゃられましたけども、今年度は年に２日ということでノー・マイカー・

デーやったんですけども、我々通勤する方から見ると、年に１回、半期に１回とか、

その日が外れてしまうとなかなか参加もできないし、なかなか身近に感じることがし

にくいんじゃないかと。例えば、月間というような形にして、曜日を統一するとか、

週間にするとか、もう少し長い期間で、通勤だけではなくて、光市内においては通勤

だけではなくても、マイカー使わなければ移動できないので、休日の移動も含めて少

しウイングを広げた取り組みを考えていく必要があるのではないかというふうに思っ

ておりますが、このあたり、今拡充していくという方向でしたけども、何かお考えが

あったら教えていただけたらと思います。 

○植本環境政策課長 

 このキャンペーン運動につきましては、一応対象が全市民ということですので、通勤

通学だけでなく、例えば、病院に通われる高齢者の方々も対象としております。 

 日程につきましては、あくまでも所管課の今協議段階ではございますが、月１程度も

検討しているところでございまして、覚えやすいように第何週の何曜日というふうに

進めて、そういった日程の実施についても、今、検討を進めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 今年度の取り組みで拡充ということで、今まで以上に積極的な取り組みが検討されて

いるようですので、ぜひ、そういった方向で、まずはバスを利便性というのを知って

もらうということと、機会を増やすということで、ぜひ、そういった観点からの取り
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組みをお願いをしておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ②議案第３号 平成31年度光市下水道事業特別会計予算 

説 明：森重環境部次長兼下水道課長 ～別紙 

質 疑 

○河村委員 

 高圧洗浄のところがあったと思うんですが、改築とかというんじゃなくて、要は高圧

洗浄で管の掃除をしようと、こういうお話じゃろうと思うんですけど、どの程度を考

えておられるんですか。地域的なものとか、そういうものがあれば一緒にあわせて。 

○山本下水道技術担当課長 

 管渠清掃委託料でございますが、この中の高圧洗浄でございます。伏越箇所は、砂等

その他のものがたまりやすいので、その箇所を予定しているとともに、浅江地区が比

較的早く供用開始されておりますので、浅江地区を中心に約３km程度の清掃等を予定

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 それから、その下の水質分析委託料のところで、ちょっとよう聞き取れなかったんで

すが、事業所の何とか言われたんですが、説明をしてください。 

○山本下水道技術担当課長 

 事業所でございますが、43事業所、病院とかスーパー、飲食店などでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 病院とかスーパーとかというのをどうするの。 

○山本下水道技術担当課長 

 事業所から排出される水を採取しまして、それの水質分析を行い、定められた基準に

適合しているかどうかというのを調査するものでございます。 

 以上でございます。 
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○河村委員 

 要は分離槽か何かを持っているところの出口を調査をするということでいいですか。 

○山本下水道技術担当課長 

 そのとおりでございます。 

○河村委員 

 下水道の工事のほうで、今の88ページは推進で90ｍというんですが、これは、何でと

言うとおかしいけど、本管はもう全部済んだんじゃない。ちょっと説明を。 

○山本下水道技術担当課長 

 88ページの補助第１工区については、まだ工事が終わっていないところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 そうなんじゃろうと思うんじゃけど、例えば、わしの認識じゃあ、もう本管工事は全

部済んだというふうに認識をしたわけですが、どのくらいまだ残っちょるの。要する

に枝管じゃなくて、推進でやらんにゃあいけんようなところというのは。 

○山本下水道技術担当課長 

 推進を今予定している箇所でございますが、西ノ庄地区を中心としたところだと考え

ております。今後、実施設計等で推進でなければ施工できない、費用的にも推進のほ

うが経済的というところがあれば推進ということになりますが、現状では西ノ庄地区

の中箇所の前後だと考えております。 

 以上でございます。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○河村委員 

 40ページの使用料の徴収委託料のところで、水道のほうへ委託をされておるというこ

とで、従前に比べてどんなんですか、その費用対効果というところについて。 

○森重下水道課長 

 徴収委託についての効果でございますが、それ以前と比べますと収納率が随分上がっ

ております。したがいまして、そういった効果というのは十分にあったと考えており

ます。 

○河村委員 
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 42ページの一番下か、水洗便所改造資金損失補償金40万円について、ちょっとご説明

をお願いします。 

○山本下水道技術担当課長 

 水洗便所改造資金損失補償金でございます。これは、水洗便所等に改造する、下水道

につなぎ込む際に水洗便所等に改造するために融資を受けた方及び連帯保証人の債務

不履行により、取扱金融機関が損失をこうむった際の補償ということになります。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 要は見込み実績で数字が上がっているということなんですか。 

○山本下水道技術担当課長 

 これは、実績は今まででいうと、近年ではありませんが、発生した場合を想定して計

上しているものでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 近年ないときに、見込みで予算を課するというのはどうかなというふうに思うわけで

すが、毎年継続的にあるような話では、当然予算化して対応せんにゃあいけんのです

が、起こったときに予算を組んだんでは間に合わんという判断なんですか。今まであ

った状況というのが、よう理解できんのですが。 

○山本下水道技術担当課長 

 これに関しましては、最近では支出した例はございませんが、事前に予算を計上して

いるものでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 最近はなかったら、起こったときに予算化すりゃあ済むと思うわけですが、起こった

ときに、従前どのような形があったかわかりませんが、余りにも緊急を要過ぎて間に

合わなかったというような何か事例があったから、こういう。それとも、そういうん

じゃなくて、毎年、毎年見込みでこの金額を上げていると、こういうことなんです。 

○小田環境部長 

 これにつきましては、先ほど実績がないと申しましたけど、平成29年に１件貸し付け

があります。私どもは、銀行のほうを御紹介をして、そこの金融機関と取引といいま

すか、貸し付けを受けられて改造をされるわけですが、その後、完了しまして返済が

始まった段階で、何回かちょっとはっきりここでは言えないんですけど、返済が滞っ
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た場合には、市がそれを引き継いで、銀行のほうにはこれを、損失補填としてお返し

をして、市のほうがその債権の回収に当たっていくというものなので、年度当初から

やっておかないと、供用開始打ちますんで、ひょっとしたら出るかもわかないという

ことで、計上をさせていただいております。 

 以上です。 

○河村委員 

 おそれが高いということで理解をしました。 

 それから、44ページの下段のほうにあります実施設計の委託料で虹ケ丘というのがあ

るんですが、ちょっともう少し詳しくご説明いただけますか。 

○山本下水道技術担当課長 

 実施設計委託料でございますが、これは、虹ケ丘地区の管渠の改築のための実施設計

の委託料でございまして、本年度の平成30年度にカメラ調査を行いまして、老朽管渠

を把握しております。その把握された老朽管渠に対して改築工事を実施していくため

の実施設計の委託料ということでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 今、丸山、岩狩の改築の話があるんで、今さっきちょっと話があったようなことを聞

きたいんですが、老朽管の調査をして、どの程度の要はそういう改築が必要見込み。

例えば、一番最初に始めたときの下水管については、もう全て、今その中身がちょっ

とわからないんで、老朽の、そのあたりをちょっとお話をしてください。 

○山本下水道技術担当課長 

 この老朽管渠ですが、下水道事業を実施する前の段階で、民間の開発等により施工さ

れた管渠について実施しておるもので、それを中心に、特にコンクリート製管渠につ

いて老朽化が懸念されております。 

 この管渠について、先ほど申しましたようにカメラ調査を行い、国が改築の基準を示

したものがございます。例えばクラックとか、ずれとか、そういった基準に照らし合

わせて管渠の改築が必要と判断された管渠を選定しているものでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 その結果として、どの程度の距離があったんです。 

○山本下水道技術担当課長 

 虹ケ丘地区につきましては、約３km、2.9km程度の改築が必要だと判断されていると

ころでございます。 
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 以上でございます。 

○河村委員 

 ほかにもあったんですか。どの程度調査をかけたのか、ちょっと理解できてないんで。 

○山本下水道技術担当課長 

 調査につきましても、大体同じ程度、３km程度行っておりますが、緊急度というか、

損傷度が低いものは100ｍ程度、３kmに対して100ｍ程度は損傷度が低く、改築の基準

上は必要がないというふうに判断しております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 理解できました。 

 工法なんですが、何通りか要は下水道のリフレッシュというか、管のリフレッシュの

工法というのが何通りかあると思うんですが、今、採用をしようとしている、あるい

は従前にもう採用しているのかどうかわかりませんが、その辺のちょっとお話をいた

だけます。 

○山本下水道技術担当課長 

 改築更新の工法でございますが、主に布設替え工法といいまして、既存の管を撤去し

て、今と同じような新しい管を布設するものと、更生工法といいまして、既設の管の

中に新しい管を現場で構築していくような工法の２工法を採用しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 当然、管渠ごと取りかえたら、それは高うついてやれんから、更生工法というんです

か、それにも何かいろいろ、今の管の中に内側からビニールのようなものを入れてい

く工法とか、あるいは塗装のような格好で色を塗っていく工法とかあるんじゃないか

と思うんですが、今、うちが採用している、あるいは、これ初めてじゃないよね──

はどんなやつ。 

○山本下水道技術担当課長 

 光市で採用した工法でございますが、自立管と申しまして、既設の管と同程度の強度

を持つ管を既設管の中に、更生といってつくるようにしております。もう少し詳しく

申しますと、やわらかい管、樹脂材になるんですが、これを中に入れて、中で膨らま

して既設の管に密着させ硬化する、こういった工法でございます。 

 以上でございます。 
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○河村委員 

 たしか周南のほうは、途中のます、マンホールのところから、今、恐らく似たような

もんなんでしょうが、ずっと管と同じような格好で、ビニールのようなやつを延長し

ていく工法なんですが、当然、いろんな形で計算というか、やったですよね、当然。 

○山本下水道技術担当課長 

 工法の採用につきましては、必要な検討を行い、一番効率的・経済的なものを採用し

ております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 以上です。 

○土橋委員 

 下水道の公営企業会計移行についてお尋ねをするわけでありますけども、移行、言葉

遣いはあれですけども、移行しなきゃならない理由というのは何ですか。 

○森重環境部次長 

 これは、平成27年に国から、人口３万人以上の自治体については、下水道事業の会計

を公営企業会計に移行するよう通知があったことが理由でございます。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 国から言うてきたら、何でもやるということですね。それじゃあ、ちょっと聞くほう

もせんないですよ。 

○森重環境部次長 

 確かにこのたびのきっかけというのは、国の通知によるものではこざいますけれども、

人口減少等今後の使用料収入の減少を見据えた際に、計画的に財政基盤の強化に取り

組んでいく必要がございますので、そのためには的確な資産の把握であるとか、そう

いったことについては公営企業会計に移行するほうが、より適切に取り組むことがで

きるという判断によるものでございます。 

○土橋委員 

 今は別々、今とそれと今からとは何がどねえ違うようになるの。 

○森重環境部次長 

 本市では、地方公営企業法の適用に当たりましては、財務規定のみを適用する一部適

用を選択することとしております。したがいまして、組織とかは従来のままで、会計
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処理のみを公営企業会計に移行するということになります。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 水道に一緒になるとか何とかというような話を、これは、まあ話ですけども、よく聞

きますけども、それは、そういうことを考えておるということですか。 

○森重環境部次長 

 このたびの地方公営企業法の適用については、水道局の統合とは別でございます。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 そうすると、先ほどの話にちょろっと出たけれども、移行後の役所にとってのメリッ

トちゅうのは何ですか。 

○森重環境部次長 

 先ほども少し申し上げましたが、下水道会計は、今年度ようやく累積赤字を解消して、

これから財政基盤の強化に取り組んでいかなければなりませんので、そういった取り

組みを推進していくということがメリットであろうと思います。 

 以上です。 

○土橋委員 

 いや、もっともらしい話なんじゃけども、全然理解ができんのいね。今は特別会計で

すよ。特別会計を何で公営にせんにゃあいけんのかちゅうところが、私、もう一つ理

解ができんから聞きよるんです。 

○森重環境部次長 

 現在の特別会計においては、現金主義会計といいますか、現金の流れだけを基本的に

見る会計でございますので、資産状況の把握であるとか、そういったものがなかなか

見えてこないというところがございます。 

 公営企業会計になりますと、資本収支の動きであるとか、収益的収支の動きであると

か、そういったものがより明確になる、見える化できるというふうに考えております。 

○土橋委員 

 そうすると、見えてき出したら、何ていうの、市民にとっては非常にいいものになる

というふうな認識なの。 

○森重環境部次長 

 市民にとってという話でこざいますけれども、そうやって見える化できることで、よ
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り下水道会計の財政状況というものをわかりやすくお伝えできるのではないかと考え

ております。 

○土橋委員 

 率直に聞きますけども、値上げがしやすくなるんじゃないの、話としては。 

○森重環境部次長 

 使用料の引き上げというのは、あくまでその時々の収支の状況等を見て判断するもの

でございますので、公営企業会計に移行したということをもって改定がしやすくなる

とか、そういうことではございません。 

○土橋委員 

 そうすると、市民にとってはデメリットちゅうものはないというふうに明確に言えま

すか。 

○森重環境部次長 

 ないものと考えております。 

○土橋委員 

 大変ありがとうございます。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 
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４ 経済部関係分 

 （１）付託事件審査 

  ①議案第９号 光市営バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例 

説 明：芳岡商工観光課長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ②議案第21号 光市森林環境基金条例 

説 明：弥益農林水産課長 ～別紙 

質 疑 

○河村委員 

 森林税というんじゃったですか、500円か何か徴収していますが、それとの関係はど

ういう形になるんですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 こんにちは。やまぐち森林づくり県民税との関連性についてのご質問でございますが、

今回の森林環境譲与税につきましては、県民ひとりにつき1,000円となる新たな財源を

国の方が徴収いたしまして、県と市町に一括譲与する、そういう形になっております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 そうなんですいね。今でも県のほうから指定をしていただいたところについては、今

竹の伐採を積極的に進めていただいておるんですが、要はそれとの重複というか、要は

二重にお金を取ってというその形になるということにはならないんで、例えば今回452

万円ほどもらえるとすると、その県のほうはなくなって、この452万円を光のそういう

竹だけじゃなくて、今度は全般的な山の環境整備ということになるんだと思うんですが、

そのあたりの、そうはいうても、こうやって上がってくるからにはある程度の説明がで

きるんじゃろうと思うんで、もうちょっと詳しく。 

○吉本経済部長 

 委員さんご指摘のあった県民税なんですが、これは平成17年４月１日から導入された

やまぐち森林づくり県民税というものでございます。県は今３期目の対策ということで、
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平成31年度が事業計画の終期を迎えることになっております。後ほど予算案のところで

またご説明はいたしますが、31年度予算においては、県民税関係の事業に対し、10分の

10の補助金をいただきますので、事業を実施するための予算も計上をしております。 

 県からのお話によると、国の動向を踏まえ、事業が極力重複しないような施策を検討

していきたいというふうにお聞きをしております。31年度は先ほど申し上げたように、

森林環境税の譲与税を使った事業と県民税を使った事業、これを市では二本立てでやっ

ていこうというものでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 わかりました。ということは、31年度については県のほうの森林づくり県民税は継続

するということなんですね。 

○吉本経済部長 

 仰せのとおりでございます。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○森戸委員 

 初年度130万円を所有者の啓発に使うということはわかったんですが、前倒しでいた

だいたわけですから、具体的には36年までは何をどのようにやるのかというのは、ある

程度のことは考えられておられるんではないんですかね。早う考えという意味合いで先

に来ているものでもないんですかね。そういうふうに私は捉えているんですが。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 森林環境譲与税の今後の活用方法にするお尋ねと思いますが、今のところ平成31年度

につきましては、森林所有者の意識啓発、平成32年度以降につきましては、国や県の動

向を確認のうえ、更なる検討を進めることとしております。検討の余地がある活用方法

として、現状、考えているものをあげれば、例えば森林経営計画の対象となっていない

方に対し、事業参加を促すような補助制度の新設、公共性の高い林道の路網整備や、搬

出間伐が促進されるような支援事業の新設などがあります。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 多面的機能の低下というのが、災害の一つの要因になっていると思いますので、目的

が達成されるように、森林整備及びその促進に関する事業のために設置をされたわけで

すから、早いところの計画づくりをお願いをいたします。 

 以上です。 

○土橋委員 

 １人1,000円ということですが、間違いないんですか。 
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○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 国民１人当たり1,000円ということになっております。 

 以上でございます。 

○土橋委員 

 １人ということは、家族５人おったら5,000円ということですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 課税対象者について、国民１人当たり1,000円ということでございます。 

○土橋委員 

 もうちょっとわからない、何なんて。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 住民税の対象になる方について、１人当たり1,000円が徴収されるということでござ

います。 

○土橋委員 

 だから、こまい子は別にしても、働きよる人ばっかりが５人おったら、ざっくばらん

にいうたら、5,000円いただきますよと、一軒家に５人おるのに、そういうもんですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 そういうことでございます。 

○河村委員 

 先ほど啓発の話をされたんですが、よく今、特に山やなんかで所有者がわからないと

いうケースがたくさん出ておると思うんですが、このＰＲちゅうのは、例えば広報みた

いな形でＰＲするのと、直接所有者に対してＰＲするのと、何かそういうふうに分かれ

たりしているもんですか。そうすると、要は所有者をどうやって見つけるかというその

話にもつながるんですが。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 意識啓発の方法についてのお尋ねでございますが、今回、実施する意識啓発の方法と

いたしましては、市内に森林を所有いたします全ての方に対し、意識啓発の文書の送付

行いたいと考えております。 

 このため、所有者を林地台帳や登記簿情報などから調査いたしまして、明らかにした

上で郵送することとしております。 

 以上でございます。 
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○河村委員 

 理解できるんですが、要は例えば明治のころの名前が残っておるということを今盛ん

にやりよるわけですよね。そうすると、そういう山がどの程度残っちょるんかとか、そ

んな把握やなんかはしておられるんですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 今回の取り組みにおいては、それらも含め、進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ③議案第28号 光市農業近代化資金利子補給条例の一部を改正する条例 

説 明：弥益農林水産課長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ④議案第29号 光市フィッシングパーク設置条例の一部を改正する条例 

説 明：弥益農林水産課長 ～別紙 

質 疑 

○河村委員 

 大変喜ばしいことではあろうと思いますが、これとその指定管理との関係は何かあり

ましょうか。 

○弥益農林水産課長 

 指定管理者である、山口県漁業協同組合光支店の方から、施設利用者のニーズがある

ということで、このたびの改定になったものです。 

 以上です。 
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○河村委員 

 要は指定管理料金の変更につながるのかどうかというお話。 

○弥益農林水産課長 

 指定管理料の変更にはつながるものではございません。 

 以上です。 

○河村委員 

 そうすると、十分な対応策はとってあるとは思いますが、例えば最低賃金にかかって

しまうとか、そういうことはないようにしっかり指導をしていただいたらと思います。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ⑤議案第30号 光市事業所設置奨励条例の一部を改正する条例 

説 明：芳岡商工観光課長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ⑥議案第１号 平成31年度光市一般会計予算〔所管分〕 

説 明：芳岡商工観光課長 ～別紙 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

質 疑 

○土橋委員 

 プレミアム付商品券のことについてお聞きをいたします。 

 163ページ、165ページ、23ページ、35ページに書いてあります。商品券が購入できる

対象をもう一度聞かせてください。 

○芳岡商工観光課長 
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 プレミアム付商品券の購入可能対象者は、平成31年度の住民税非課税者。ただし、住

民税課税者である配偶者や扶養親族と生計を同一する者、あるいは生活保護被保護者は

対象外となります。また、国が定める基準日において、３歳未満の子が属する世帯の世

帯主も対象となります。 

 以上です。 

○土橋委員 

 今、非課税の話がありましたけども、家族全部で非課税という考え方ですか。それと

も、買う本人が非課税ならそれでいいということですか。 

○芳岡商工観光課長 

 対象者についてのお尋ねですが、非課税者であっても、住民税が課税されている者の

配偶者や扶養親族など生計を同一とする者は対象外となります。 

 以上です。 

○土橋委員 

 すみません、配偶者が。 

○芳岡商工観光課長 

 本人が非課税者であっても、その配偶者に住民税がかかっており、その者の扶養親族

となっておる者は、このたびの商品券を買うことはできません。 

 以上です。 

○土橋委員 

それで非課税者というたらどのぐらいになります。 

○芳岡商工観光課長 

 現時点では、対象者を約7,500人程度と見込んでおります。 

 以上です。 

○土橋委員 

 だから、この7,500人というのは、非課税者、一人一人の人数で7,500人ちゅうのが出

たんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 非課税の対象者につきましては、平成26年から29年に実施した臨時福祉給付金の制度

と同条件を用いて算出をしておりますので、その実績を参考に現在、7,500人を見込ん

でいるところです。 
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○土橋委員 

 そんなら、非課税の世帯は券が買えますよと、３歳児未満の子どもがいるところは買

えますよということになると、ダブルで買えるということですか。 

○芳岡商工観光課長 

 お見込みのとおりでございます。 

○土橋委員 

 そうすると、１枚が何ぼで、何ぼ分を何ぼて売るのかっていうのをちょっと聞かせて

ください。 

○芳岡商工観光課長 

 国の実施要領によりますと、１セット5,000円を4,000円で販売すると示されておりま

すが、１枚当たりの額面については、500円が推奨されておりますが、市区町村のこれ

までの商品券事業の実績等を考慮して変更することもできるとされております。 

 以上です。 

○土橋委員 

 国からの補助金は、予算書を見ると6,300万円からあるんです。その6,356万2,000円

の内訳というか、これは何に使われるわけですか。 

○芳岡商工観光課長 

 経費につきましては予算書の163ページに示しております。 

本事業は国の10分の10の補助事業で、国からの補助金２億3,156万2,000円全額を充当

しております。 

 内訳としましては、主には、臨時等職員等の賃金や、先ほども申しました住民税非課

税者や子育て世帯を抽出するためのシステム変更料などのほか、一番大きいもので、利

用者がプレミアム商品券を使われた後、事業者がその商品券を換金するのに要する経費

２億1,000万円となっております。 

 以上です。 

○土橋委員 

 事務的な行動はいつから起こすんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 当然31年度事業でございますので、新年度準備が整ったものから行っていくこととな

りますが、国の交付要綱などが明確になってから、可能な限り早い時期から着手したい

と考えております。 

 以上です。 
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○土橋委員 

 当たり前のことを聞いてみるんですが、消費税８％のままにするというような話にな

ったら、事務費は台無しですいね。 

○芳岡商工観光課長 

 今、国会でも参議院の予算審議がされております。法整備も整い、予算も衆議院を通

っておりますので、このまま実施をされるものと考えております。 

 以上です。 

○土橋委員 

 あなたの考えを聞いているんじゃないんですよ。要は、そうなったら事務費が何千万

円かあるわけでしょう、かかるわけでしょう。それが全部パアになるということですね。 

○芳岡商工観光課長 

 消費税率の引き上げが実施されなかった場合は、そのことも考えられると思います。 

○土橋委員 

 これやって、景気回復につながるとあなたは真剣に思っておられるんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 私の考えは控えさせていただきますが、商品券の発行額からいえば、２億1,000万円

程度の金額が市内を限定に投下されるわけですから、一定の効果はあろうと考えており

ます。 

 以上です。 

○土橋委員 

 商品券は5,000円を4,000円で買うちゅうことですけども、何枚でも買えるちゅうわけ

でもないんでしょう。 

○芳岡商工観光課長 

 住民税非課税者は１人当たり５セット２万5,000円分まで、３歳未満の子を持つ世帯

主は、子１人につき５セット。ですから、もしお二人いらっしゃれば10セット購入する

ことができます。 

 以上です。 

○土橋委員 

 これは話ですから、誤解のないようにしてもらいたいんですが。例えば非課税世帯の

人が、私は貧しいから買うに買えんのだというような話をする中で、ほんならわしが買
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いましょうと。そういうような事件を防ぐために、何か手だては打ってあるわけですか。 

○芳岡商工観光課長 

 国の要領によりますと、販売をするに当たって、本人確認等を実施するように示され

ております。 

 以上です。 

○土橋委員 

 だから、対象だという証明、買いに行くのにですよ。私はこういう者でありますとい

うのを提示するわけですか。 

○芳岡商工観光課長 

 国の要領によりますと、非課税者に対しては、事前に対象となる可能性のある方から

申請をしていただき、課税状況を確認した後、引き換え券を送付するようになります。

それから、３歳未満の子を持つ世帯主に対しては、６月１日時点での世帯の状況がわか

りますので、市のほうから引き換え券を送付するように予定をしております。 

○土橋委員 

 あなたのところは税金をどうのこうのというのが本職じゃないからあれじゃけども、

例えば7,500人というけども、うちの家でいえば、私がおって妻がいる。私は課税対象

である。妻は非課税で申告した。そうか、非課税なら申告はせんか。こっちの扶養に入

るか。でも、そんなことというのは、7,500人全部そのようなことがわかるんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 税収入に関しましては、課税するためのシステムが業務として確立していると思って

おりますので、把握ができると考えております。 

 以上です。 

○土橋委員 

 最後に、最高５セット買えるんだということでありましたけども、非課税世帯で３歳

児が１人おれば10セット、２人おれば15セットまでが買えるという認識でええですか。 

○芳岡商工観光課長 

 繰り返しになりますが、非課税の方で、なおかつ３歳未満の子供を持つ世帯主でいら

っしゃれば、本人の非課税分５セットと子供１人につき５セットですから、子供が２人

であれば15セットまで購入することが可能でございます。 

 以上です。 

○森戸委員 
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 プレミアムの続きで、販売方式はどちらに買いに行くようになるんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 引き換え方法については、市町村が決めることになりますので、新年度になってから

検討していくことになろうかと思います。 

 以上です。 

○森戸委員 

 今までだと、市内を何カ所かに分けて販売を何日間か決めてやったわけなんですが、

そういう形になるんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 そのあたりも含めて検討することとしております。 

 以上です。 

○森戸委員 

 販売店はどのような形で募集をするんですか。販売店というか、その券を使えるお店

ですね。 

○芳岡商工観光課長 

 販売店につきましては、国の要領によりますと、広く使える、利便がよくなるように

努めることとされておりますので、公募をすることも考えております。合わせてこれま

で取り組んできたように商工会議所や商工会を通じて広く募集も行っていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○森戸委員 

 公募ということですから、今までは商工会議所の加盟店舗とか、そういうような形だ

ったと思うんですが、今回はこの商品券を使えるお店を募集するということですね。 

○芳岡商工観光課長 

 商工会議所や商工会の会員に限らず、公募に応じた事業者を商品券の利用店舗として

登録することを見込んでおります。 

 以上です。 

○森戸委員 

 今までだと実行委員会をつくってやったわけなんですが、今回はどういう形になりま

すか。 
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○芳岡商工観光課長 

 国の実施要領によると、本業務の執行におきましては、非課税想定者への通知や申請

受付等税情報に関することや、住民基本台帳に基づく子育て世帯主の決定まで個人情報

を取り扱うこととなるため、基本的に市が実施主体となることが想定されております。

このため本市におきましても、市直営による実施を基準に考えております。 

 以上です。 

○森戸委員 

 デザイン等の委託が上がっていますけど、今までのようなものを踏襲するんですか。

また新たにつくるんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 平成26年、27年、28年と３カ年実施した商品券事業のうち、27、28年度については伊

藤公のイラストを用いたデザインを採用しておりますが、新年度につきましては、これ

から検討していくこととしております。 

 以上です。 

○森戸委員 

 それと、今までであれば小規模店への優遇というのがあったんですが、そういうもの

は今回はどうなんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 国の実施要領によりますと、国庫補助の対象となる事業につきましては、先ほどの会

議所等の会員に限定するのと同じですが、利用可能店舗の限定をかけることを想定して

おりませんので、店舗の規模などに対しても限定することなく、公募に応じた全ての店

舗において同一に使用できる環境を整えることとされております。 

 以上です。 

○森戸委員 

 了解しました。 

○萬谷委員 

 それでは、161ページの地域公共交通網形成事業の説明の中で、船の乗り方教室をや

るとありますが、導入の背景等お答えください。 

○芳岡商工観光課長 

 船の乗り方教室のことでございますが、県内の離島航路の利用者が減少傾向にあり本

市においても、うしま丸の利用者の減少は大きな課題と捉えております。 

 こうした中、山口運輸支局が県内他市で実施している船の乗り方教室を、来年度、本
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市のうしま丸で実施したいとの提案を受けたところでございます。 

 公共交通網形成計画の施策の一つに、牛島航路の観光客の利用促進を掲げており、そ

の具現化につながる可能性のあるものと考え、このたび山口運輸支局と連携し、実施し

ようとしているものでございます。 

 以上です。 

○萬谷委員 

 了解しました。 

 続きまして、163ページ、光ブランド創出事業、今回展示会の出展費まで拡大をする

というふうに説明をされましたけども、これもどのような背景で、ちょっと詳しくご説

明いただければと。 

○芳岡商工観光課長 

 光ブランド創出事業について、本市では本年度から、土産品を通じた光の名前の発信

と市内の産業振興や魅力ある観光資源の創出を目的とした光ブランド創出事業に取り組

み、４点の土産品が完成しているところでございます。 

 さらに、光のイメージの向上につながり、本市のＰＲツールとして期待が持てる秀逸

な食べ物土産品について、光セレクションとしてブランド認定することを予定しており

ます。 

 来年度におきましては、引き続き、光ブランド創出事業補助金による土産品の開発支

援に加えて、光セレクションを初めとした土産品、特産品のＰＲと販路開拓を図るため、

事業者が展示会等に参加する経費の一部を補助する制度として、特産品販路開拓促進補

助金を創設するものでございます。 

 以上です。 

○萬谷委員 

 了解しました。開発とか販路を広げるために支援をするというのもいいんですけども、

でき上がったその後の１年たって、２年たってというところの支援とかも、いろんな光

のお土産として積極的に持っていくとか。でも、既存の店、既存の商品もあるので、そ

こだけたくさん使うわけにはいかないんかもしれませんけども、その後の支援という部

分に関してはどのようにお考えですか。 

○芳岡商工観光課長 

 光ブランド創出事業を活用された土産品や光セレクションとして認定された商品につ

きましては、市や観光協会のホームページやＳＮＳでの情報発信はもちろんですけども、

市の執行部だけでなく、商工会議所や商工会等の会員の皆様に御協力をいただき、もち

ろん市議会の皆様にも御協力をいただき、視察や出張時、または来客にお渡しする手土

産品としていただくようにお願いをしてまいりたいと思っております。 

 さらに、ひかり花館や里の厨、ゆーぱーく光など、市の関連施設や商店、観光客が多
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く利用される宿泊施設での販売、さらに、ふるさと光応援寄附金の返礼品などとして積

極的にＰＲや販売促進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○萬谷委員 

 了解しました。市議会のほうも視察先に持っていく機会がありましたらぜひですね、

機会がありましたらといったら失礼ですけど、しっかりと頭に入れて対応したいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 すみません、プレミアム商品券の件で、先ほどの質疑を通じてかなり理解したんです

けど、１点ほど確認したい件があります。 

 先ほどの話では、対象者が7,500人ということで、その中でいろんな条件によって購

入セット数の限度があるんだと。その場合、その限度数と7,500人の方が目いっぱい買

ったときの総セット数ですね、その数と償還金の２億1,000万円と、この金額の関係は

どのような関係になっているのか教えてください。 

○芳岡商工観光課長 

 先ほどは、住民税非課税者の想定人数が7,500人程度と申し上げましたが、これに加

えて、３歳未満の子どもを持つ世帯主に対する商品券が、子どもの数として約900人を

想定し、合わせて8,400人程度を想定しております。ですから、上限購入限度額の２万

5,000円に8,400人を掛けた２億1,000万円の発行総額を歳出で、それを１セット5,000円

の商品券１セットを4,000円で売りますから、4,000円の５セットで２万円、それ掛ける

8,400人を売上額１億6,800万円を歳入で予算計上しております。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 別の質問になりますけども、161ページに光零細企業相談所の補助金というのがあり

ます。これは通年で例年８万1,000円という形で拠出されておるわけですけども、特に

この零細企業というとこに特定した取組みのように見えるんですけど、これの内容につ

いてと、効果としてどのような効果が出ているのか教えていただけたらと思います。 

○芳岡商工観光課長 

 本市では、経営改善や記帳、金融法律問題に対する指導や助言、援助などを行ってお

ります光零細企業相談所に対して補助金を交付し、本市の中小企業の経営基盤強化を図

っているところでございます。 

 この光零細企業相談所は、現在、会員が約130名で、基本的には従業員５人以下の事
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業者、主には建設業に従事するひとり親方の方が９割で構成されているとお聞きをして

おります。本市では同相談所に補助金を交付することで小規模企業者の経営支援を図っ

ているところでございます。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 実際にこれ取り組まれているのは商工会議所ではなく、どういう組織でやっておられ

るんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 組織として、光零細企業相談所という団体でございます。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 わかりました。中小企業を対象とした取組みもありますし、零細という形でまた細か

にやっていただいているんだなということがわかりました。ありがとうございます。 

 それからもう一つ、167ページの梅まつり実施体制強化事業交付金ということで拠出

されておりますが、これ事務事業評価のほうを見てみますと、今後も継続して運営体制

等の見直しを図り効果を検証していくというようなコメントがあるわけですけども、今

現在で何かこの梅まつりについて検討されているようなことがあって、披瀝できるよう

なことがあれば披瀝いただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○芳岡商工観光課長 

 今ちょうど開催期間中で、今年で32回目を迎えた梅まつりでございますが、こちらは、

梅まつり運営協議会が主催し、昨年、一昨年は７万人を超える観光客に訪れていただい

たところでございます。 

 実施体制についてご質問をいただきました。現在、協議会では会員の増強等を図って

おり、新たなアイデアやノウハウを持たれている方を募集し、盛り上がりが続くように

検討しておるところでございます。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 光市においては、この梅まつりはかなり成功事例に入るし、多くの方が市外からも来

ていただいているというふうに評価しております。そういった中で、さらにそういった

内容の充実に向けて取り組んでいただいているということで今後も期待しておきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○河村委員 
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 137ページの光市シルバー人材センター助成事業について、この運営補助金というの

はたしか計算式があって、目いっぱいの金額なんですか、この金額は。 

○芳岡商工観光課長 

 シルバー人材センターに対する補助金でございますが、これは国の補助制度と足並み

をそろえるように交付をしておるものでございます。現在は、国が示しておりますシル

バー人材センターの規模に応じた補助限度額よりも少ない額となっております。 

○河村委員 

 どういう掛け算か知りませんが、その下のワークプラザの運営事業というのは、その

同じ建物が入っているところの、恐らくこれ光熱費なんかが入っているような気がする

んですが、上乗せじゃない。 

○芳岡商工観光課長 

 ワークプラザは公の施設として商工観光課で所管しておりますが、現在、２団体が入

居をされており、使用料を納めていただいておるところでございます。 

 以上です。 

○河村委員 

 ２団体ちゅうのは、森林組合とシルバー人材センターじゃろ。この光熱水費というの

は金額が大きいから、要はその２団体が使う光熱水費だと思われるわけでございますが、

家賃をもらいよると。要は光熱費は負担しなくてもいいほどの家賃をもらいよるという

ふうに聞こえるんですが、そうなんです。 

○芳岡商工観光課長 

 それぞれの２つの入居団体から光熱水費を別途いただいてはおりません。 

 以上です。 

○河村委員 

 すみません、じゃあ、家賃はいくらもらっているんです。 

○芳岡商工観光課長 

 29年度でシルバー人材センターから166万5,000円、森林組合から41万4,000円となっ

ております。 

 以上です。 

○河村委員 

 わかりました。159ページの離島航路のほうの公衆トイレの清掃業務委託料が16万

8,000円、岩田駅のほうのたしか清掃委託料が45万円ぐらいじゃったですかね。その今
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の関係はどんなんですか。トイレの大きさが違うから金額が違うのか。説明をしていた

だけますか。 

○芳岡商工観光課長 

 離島航路運行助成事業の公衆トイレ清掃業務委託につきましては、室積港にあります

公衆便所の清掃を牛島海運に委託しているもので、多目的トイレ１基の便所を月８回清

掃しているものでございます。これに対して、岩田駅につきましては、男女別のトイレ

を月に12回の部分清掃と、月に１回、床やガラスまでを含めた全体清掃を実施するよう

にしております。 

 以上です。 

○河村委員 

 それから、165ページの観光施設のところの公衆トイレ等の清掃委託550万円、虹ケ浜

ほかということじゃったんですが、何カ所のことを言うてですか。 

○芳岡商工観光課長 

 公衆トイレの清掃等委託料でございますが、まず、虹ケ浜が公衆便所５カ所、室積が

公衆便所６カ所、それから石城山の山頂にある公衆便所１カ所、その他、コバルト台地

や茶臼山等にある便所の清掃を実施しています。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 それぞれとすると、金額が低いというのは、月に１回とかという格好になるわけです

か。 

○芳岡商工観光課長 

 施設によって清掃回数は異なります。虹ケ浜は７、８月の海水浴客が多いときは、１

日２回で月に24回、その他は１日１回の月のうちの８日間、海岸の清掃パトロールと合

わせて行っております。室積は７、８月に25回、その他は月に４回実施しております。 

 それから、石城山の公衆便所は、利用状況に応じて適宜行うようにしております。 

 それから、コバルト台地や茶臼山につきましては元旦登山の前、年末に実施をするよ

うにしております。 

 以上です。 

○河村委員 

 すると、これは１日の値段がいくらというふうに決まっているんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 虹ケ浜につきましては、長期継続契約で入札を実施しております。室積につきまして
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は、最低賃金を参考に個人の方に業務委託をしております。そのほか、石城山等もシル

バー人材センターへ業務委託をしていますが、１カ所１日いくらというものは定めてお

りません。 

 以上です。 

○河村委員 

 例えば入札にかけるにしても、当然入札するに想定単価というのが出てくるんで、想

定単価がいくらなのか。それから、先ほどの岩田駅やら牛島の駅のトイレ清掃との兼ね

合いを含めて、どこかでやっぱり整合性というのをとっとかないといけないんじゃない

かなというふうに思われますので、そのあたりのところは、また今度お尋ねしますから

しっかりあれしといてください。 

 それから、コバルト台地なんですが、元旦登山やるのに、体育が持っちょったトイレ

を撤去したのよね。今回、仮設トイレを置いて対応したのよね。困ってコミュニティの

ほうでお話ししてもらったんですが。このコバルト台地のトイレというのは、どこのこ

とを想定をしておるんですか。今、あそこのまだトイレ残っちょるとこがありますかい

ね。 

○芳岡商工観光課長 

 今現在、コバルト台地に２カ所と把握をしておるんですが、具体的な場所については

未確認でございます。 

 以上です。 

○河村委員 

 わかりました。当然管理費を払うからにおいては自分の持ちもんだと、こういうこと

が前提になると思うんで、そのあたりの体制もきちっと整備をしておいていただくよう

にお願いをしておきます。 

 それから、その段の下段のほうにＡＥＤの借上料ちゅうのが８万円というのがあるん

ですが、これは海水浴場のために室積と虹ケ浜と両方に１台ずつとか何かあるんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 仰せのとおりでございます。 

○河村委員 

 １カ月とか２カ月にするとちいと高いような気がせんでもないんですが、そのあたり

のところも見積もりみたいなものをとってやりよってんですか。 

○芳岡商工観光課長 

 当初導入したときより事業者を見直して、より安価な機器に変更しております。 

 以上です。 



92 

○河村委員 

 たしか年間が何ぼやった、５万円ぐらいじゃったですかいね。そのあたりのところも

ちょっと参考にしといていただけたらと思います。 

 さっきちょっと梅まつりの話があったんで、今回も料金の徴収の話があって、料金の

徴収料と要は委託費の関係が、バランスがとれんのじゃないかというような御指摘もあ

るんですが、そのあたりはどんなですか。 

○芳岡商工観光課長 

 梅まつり期間中の公園への入園料につきましては、建設部が所管をしておりますので、

私からはお答えを控えさせていただきます。 

 以上です。 

○河村委員 

 それから、よそじゃったらあれですが、外国人の雇用について、商工でええんですか

ね。特に４月から受け入れの拡大ということにつながっているわけですが、従前でも結

構、雇用数というのが結構あるんですね、周防の工業団地とか。そういったものでこの

４月以降に計画をされているようなことがあるんでしょうか。 

○芳岡商工観光課長 

 外国人の雇用について、市内の事業者がどのような計画をされているかは、把握して

おりません。 

 以上です。 

○河村委員 

 単純労働にも拡大されるということですから、把握をする必要があるんだと思うんで

すが、極力、法人というか雇用に努めていただきたいわけですが。そうはいいながら、

事業者には事業者の当然何かあると思いますので、そのあたりの考え方についても、あ

る程度整理をしておいたほうがいいんではないかなと。外国人の方がお住まいになると

いうことは、その分トラブルが結構増えてくるんで、そのあたりの対応策についても、

国のほうの考え方が出てきたのは、要は市町にある程度委ねるという話になっています

ので、そのあたりの考え方を少し整理をしておいていただいたらと思います。 

 以上です。 

説 明：國本農業委員会事務局長 ～別紙 

質 疑 

○河村委員 

 利用権の設定の話が出たんですが、今農地の集約をしたりするのに、利用権の設定は
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絶対条件ですか。 

○國本農業委員会事務局長 

 おっしゃられる意味が、補助金等の対象ということなのかと理解するんですが、間違

いございませんでしょうか。 

○河村委員 

 全てにおいて。 

○國本農業委員会事務局長 

 利用権設定による担い手への集積と申しますものは、まず目標というものがございま

す。何年までに何％、担い手が農地の何％までを集約するという目標がございます。そ

れと、補助金に関しましては、一定のエリアの中で何％以上の集積を達成したときにい

くらかの補助金が出る、そういったメリットツールがございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 だから、そのメリットがあるから、その場合には利用権を設定しなければだめだとい

うことでいいんです。 

○國本農業委員会事務局長 

 利用権設定など、法的に適法な権利の集約ができたものが、確認されて初めて補助の

対象になるということでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 昔でいうところの小作権との違いというのはあるんですか。それが結構、昔の小作権

を頭に入れると嫌がる方が多いように私には思えたんですが、この利用権を設定という

ことに対して、特段の困難なことというのはない。 

○國本農業委員会事務局長 

 まず、農地の法的な貸し借りにつきましては、基本、農地法第３条による権利の設定、

これは許可行為でございます。これが大原則でございますが、農地の流動化を図るため

に、今の農業経営基盤強化促進法でいう利用権設定、これは期間を設定いたしまして、

その期限が来れば必然的に一旦所有者に戻ります。そうした安全を担保した上で農地を

動かそうという制度設計でございます。農地法によるものは、基本、適法に使っておれ

ば自動更新ですから、返ってこないというような危険を取り去った、新しく農地を動か

す制度がこの利用権設定でございます。 

 以上でございます。 
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○森戸委員 

 農地利用最適化推進委員さんのお仕事は何なのかと、委員さんとの違いがわかれば教

えていただけますか。 

○國本農業委員会事務局長 

 一昨年、制度改正の折に農業委員会の役割を分けまして、農業委員会の委員さんにつ

きましては、主に審議・議決をすること、農地利用最適化推進委員さんについては、現

場活動をすること、これが法で分けられた役割分担でございます。 

 しかしながら、現場も見ないで判断することはできないということから、光市では、

基本的に役割は分けてはございますが、農業委員さんも現場を見られます。最適化推進

委員さんも総会へ出席をしていただきます。２つの委員さんが両輪のごとくかみ合って

お仕事していただく。そういう形をとっております。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 どちらでもいいんですが、例えば農地を転用される場合、手続ですよね、現場に行っ

て。手続をされるのは、この農地利用最適化推進委員、両方がやるということでよろし

いんですかね。わかりました。 

 転用の許可を出した後、実際にそれが最適かといいますか、適正といいますか、に利

用されているかどうかのチェックというのは誰がするんですか。 

○國本農業委員会事務局長 

 ただいまのご質問、農地の転用ということでございますが、私ども農業委員会は転用

の許可申請が上がってきましたら、審査の上転用許可を出します。その後の完了届を受

理して確認いたしましたら、その後はもう農地ではございませんから、私どもからは手

が離れます。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 わかりました。開発したら開発したところがチェックをするということですね。 

 例えば農家の住宅、分家といいますか、分家でいいんですかね、家を建てられてそれ

がそのように使われていない場合は、ここが農業委員会から全く離れるということにな

るんですか。要は転用されて適正に使われていない状況をそのままここは置いとくとい

うことになるんですかね。 

○國本農業委員会事務局長 

 先ほど申し上げましたように、農地転用の目的、内容等々の申請が申請どおり完了し

ていることを確認をしたものが完了届及びそれの受理でございます。それが一旦終わっ
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た後、用途を変えられることについては、農業委員会では関知できません。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 わかりました。 

説 明：弥益農林水産課長 ～別紙 

質 疑 

○河村委員 

 最初に、県の統一農協ができたということで、ある意味でいやあ、南すおうと周南農

協が一緒になるようなもんですから、農業の推進には結構役に立つような気がするんで

すが、何か変化があるんでしょうか。 

○弘農林水産課地産地消担当課長 

 農協、ＪＡの合併に伴う御質問かというふうに思います。この件につきましては、直

接市のほうに影響というのは余りないところが実際ではございますが、南すおう農協、

それからＪＡ周南、周南農業協同組合ですが、こちらが合併はいたしますが、今後も区

域としては今の範囲が残っているということになりますので、基本的な部分でのＪＡグ

ループの合併に伴う大きな影響は、すぐには発生しないんではないかというふうに感じ

られるところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 145ページの県営土地改良事業借入金償還補助金のちょっともう少し詳しい説明をお

願いできていいですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 県営土地改良事業借入金償還補助金についてのもう少し詳しい説明でございますが、

これは昭和56年から平成11年までの間に県営事業として塩田地区でほ場整備事業が行わ

れました。このほ場整備事業の地元が負担する受益者負担金に対し、その償還を支援す

る補助金を光市が支出するものでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 受益者分担金というのは、ほ場整備をやったときに８％ぐらいの個人負担というか、

それを返済を長期間で払うわけですが、それについての返済金の負担なんですか、金利

の負担なんですか。 
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○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 当時のほ場整備事業の負担割合ですが、国が50％、県が25％、地元が25％となってお

ります。この地元25％の負担金に対して、市から償還補助金55％分を交付するという事

業でございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 制度としてそういう制度が残っておったということになりますが、あともう何年ぐら

い残っているんです。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 償還が完了するのは、平成35年度となっております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 それから、その下の単独土地改良事業の中の水路改修、柏木ため池の下流だというこ

となんですが、具体的にはどっか図面を見いというふうに言われましたが、何ページじ

ゃったですかね。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 柏木ため池につきましては、図面は添付されておりません。位置につきましては、今

回改修するため池の余水吐から平地に落ちるところまでの間については水路改修を行い

ますが、それから幹線水路までの間が整備できませんので、この間を市の単独土地改良

事業により整備する計画としております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 とすると、ちょっと今場所がよくわからないんですが、当然堤をやめれば、いっとき

に流れてくるということで、その下流対策が必要だというのはよくわかるんですが。場

所的には例えば距離が１kmあるうちの今回100ｍほどやるとか、何かそういう長い計画

じゃないんですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 全体計画は整備延長が150ｍでございます。３カ年に分けて、今年度、平成31年度は

50ｍを実施する予定としております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 わかりました。３カ年事業であるならば、できたら図面でもお示しいただいたほうが
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ええような気がいたします。 

 それから、147ページですね、土地改良区合同事務所事務費補助金ということで、千

田郷と大和の事務処理をということなんですが、毎年、質問をしておったところでもあ

るんですが、そんなに今仕事があるようにも思えないんですが、何か相当分のものがあ

るんでしょうか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 光市土地改良区合同事務所の現状の役割や業務量などに関するお尋ねと思います。合

同事務所の主な役割といたしましては、千田郷、大和と２つの個土地改良区がございま

すので、これらの各種調整業務があり、具体的には、賦課金の滞納者対策や担い手とな

る法人との連携、農地の多面的機能の保全に取り組む団体との調整などがあります。 

 また、定款に義務づけられた会議等の執行はもちろんですが、日常的な維持管理とし

て原材料支給支援、また、土地改良区はたくさんの土地改良施設を保有しておりますの

で、その施設の占用等の施設管理業務、また、土地改良施設の補完工事の外注、今回の

ような災害における対応や、水利施設の長寿命化対策などがございます。 

 また、近年の動向といたしまして、昨年、土地改良法が一部改正された関連で、今回、

歳出の方で予算化されております光市土地改良事業補助金でございますが、こちらは国

庫補助事業を活用し、土地改良区が実施主体となって、事業を進めていくものでござい

ます。この調整を図っているのも合同事務所でございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 今、その下の土地改良事業補助金、水利施設と言われたんですが、これもうちょっと

詳しく教えてもらっていいですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 光市土地改良事業補助金について、もう少し詳しくご説明いたしますと、この事業は

は農業の持続的な発展を後押しするため、土地改良区が所有する農業水利施設の機能診

断及び保全計画、そして、その計画と共に一部、長寿命化に係る施設の補修などを行う

事業でございます。 

 この事業で行う機能診断及び保全計画につきましては、平成31年度、大和土地改良区

で取り組む予定としており、事業費1,000万円、国庫100％の補助事業となっております。 

 また、長寿命化に係る施設の補修につきましては、今回、千田郷土地改良区で事業費

400万円の水中ポンプ補修工事を予定しておりますが、事業費に対し、国50％、県10％、

市23％の補助金を市から土地改良区へ支出する予定となっております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 その後、多面的機能支払交付金、５団体というふうに言われたんですが、これについ
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てもう少しお示しください。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 多面的機能支払交付金の５団体についての詳しいご説明ですが、新年度、活動を予定

している団体は、千田郷、束荷、鹿ノ石、佐田、石城の里でございます。 

 活動内容といたしましては、農地維持支払、資源向上支払については全ての団体が取

り組んでおりますが、資源向上支払、長寿命化につきましては、鹿ノ石以外の４団体が

取り組んでいる状況でございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 要はお金が出ていくんで、例えばどういうお金のうちの何割とか、そういう話はない

の。全面的にこっちから支払いをするという。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 活動対象面積に対して、10アール当たりの単価が定まっております。その単価に基づ

き計算した交付額を活動団体に交付するという仕組みになっております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 この間もちょっと話をしたと思うんですが、島田川土地改良区、旧ということになる

わけですが、まだ農業振興地域でそのまま残っておると思うんですが、長寿命化計画と

か保全とかという恐らく希望があるんじゃないかと思うんですが、そのあたりの対応策

というのはどっか別に考えとってですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 島田川土地改良区が保有していた土地改良施設などの維持管理及び長寿命化などに関

するお尋ねですが、現状の注視すべき問題の一つとして、川西用水路があり、これにつ

きましては、施設自体もかなり老朽化が進んでおりますし、何らかの対策を打たなけれ

ばならないということにつきましては、市も、水利権者と同様、認識しているところで

ございます。また、島田川土地改良区が解散してから、相当な時間が経過しているとこ

ともあり、当時、受益者であった方も農業をやめられたり、市街化区域内に農地を所有

されている方につきましては、もう農地がなくなっているというところもございます。

こうした状況を踏まえ、現状、受益面積の確認を行っております。この作業が終われば、

川西水利組合の代表者を通じ、今後の方向性について話し合いが進めていけるよう、調

整を図って参りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 



99 

 とすると、川西の土地改良区が、ある意味でいえば島田川土地改良区のような形で、

新しい体制で今の保全事業を進めていこうということになるんですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 このような大規模な土地改良施設が存在する以上、それを誰かが維持管理していかな

ければならないということなどを考慮すれば、そうした方向に進めていくことになると

考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 できれば早く従前の組織のようなものを立ち上げていただいて、やっていただいたら

と思います。 

 それから、その下の周防多目的集会所の管理運営事業ということで、先般の水害に遭

ったということですが、それまでにも何回かつかったんですね、その建物が。ある意味

でいやあ、避難所的な意味合いで多目的集会所ができたように聞いておりますけれども、

再々つかるということであれば、周辺の護岸の改修とか、あるいはかさ上げとか、何か

対策が要るんじゃないかと思うんですが、そんなところまでは検討する機会はないんで

すか。 

○弘農林水産課地産地消担当課長 

 護岸工事のことになりますので、直接ちょっと担当ではならないので、どうというお

答えはいたしかねるところでございますが、実際、集会所については、３回つかったと

いう記憶は持っておるとこでございます。 

 以上です。 

○河村委員 

 だから、例えば修繕料を使うに当たっては、またそういった状況には陥らないような

対策というのが何か要るのか。というのは、畳にしても普通の畳じゃなくて、ビニール

畳というんですかね。そういう最初から対策ができているような畳に切りかえるとか、

何か、もしも被害に遭っても、それが余りお金がかからずに済むというような方法があ

るのかないのか。 

○弘農林水産課地産地消担当課長 

 今、修繕の方法ということかというふうに思います。今から細かい部分は決めてまい

りますので、今ここでこういうふうにするというふうには申し上げにくいとこですが。

例えば修繕のエアコン部分の備品購入等につきましては、室外機が今回つかってだめに

なったという経緯もございますので、かさ上げというか、つからない部分に上げるとか、

そういったところは具体的にそこら辺はしていきたいということは考えているとこでご

ざいます。 
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 畳等につきましては、ちょっと今後業者等とも協議しないとわからないところもあり

ますんで、こちらについてはちょっと勉強させていただければというふうに思います。 

 以上です。 

○河村委員 

 エアコンについては室外機をかさ上げするということでございましたので、そういっ

た方向で検討してつけていただいたらと思います。 

 149ページの加工センターの管理運営事業というのは、ちょっと詳しく教えていただ

けますか。誰か管理人を置いて何か料金徴収をしているとかというんじゃなくて、どう

いう状態なのか。 

○弘農林水産課地産地消担当課長 

 特に管理人さんを置いているわけではございませんが、主に使用団体としては生改連

さんがみその加工でありますとか、そういったことをしておられるとこでございまして、

使用等につきましても、その団体等からいただくということで、直接こっちのほうで管

理しているという状況でございます。 

 以上です。 

○河村委員 

 151ページの市民の森保全事業、自然観察林保育事業委託料９カ所というふうに言わ

れたんですが、ちょっともう少し詳しく教えてください。 

○弥益農林水産課長 

 市民の森全体は12カ所でございます。このたび現地精査の関係上、閼伽の池、かおり

の森、紅葉の谷を管理を取りやめて９カ所にしております。 

 以上です。 

○河村委員 

 この市民の森というのは、コバルトラインのことやろ。 

○弥益農林水産課長 

 そのとおりでございます。 

○河村委員 

 コバルトラインのこの森、たくさんあるんですが、県がつくったんじゃないの。 

○弥益農林水産課長 

 昭和52年に県の保健保安林に指定され、県事業において環境整備されているところで

ございます。 
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 以上です。 

○河村委員 

 とするならば、県の補助があったんかいね。市がお金を出さにゃいけんの。 

○弥益農林水産課長 

 設置においては県事業で行っておりますが、維持管理においては市のほうで行ってお

ります。 

 以上です。 

○河村委員 

 名前忘れたんですけど、以前、上から滑ったりするようなとこがあるんですが、藤棚

をやりかえたときがあるんですが、それは県がやった。 

○弥益農林水産課長 

 申しわけございません。よく把握しておりません。 

○河村委員 

 そういったところも結構ひもといていただいて、きれいにしていただくことは大変あ

りがたいんですけれども、もうでき上がったときに比べると、利用者も余りおらないん

ですいね。私も子どもが小さいころはよう行きよったんですよ、あそこへ。ええんです

けど、何人か複相したときには、車で行きますからとめるところがなかったりするんで、

余り都合がよくなかったりするで、一回この市民の森全体の何か計画みたいなものをつ

くっていただくと、車で行かんでも歩いて行けということなら、入り口に駐車場でもつ

くってやってみるとか、そういう何か計画づくりのほうがかえってありがたいような気

がしますのでお願いしたらと思います。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○河村委員 

 有害鳥獣対策事業、今までと同じような形でのせておられるんですが、30年度につい

ては余り成果が上がっていない。上げていないというふうに思えるんですが、何か対策

として考えたことがあるんでしょうか。 

有害鳥獣で要は被害の状況なんかも報告をしない。要するに、はあ、ええと、百姓も

やめたという方が非常に多くなってきていまして、要は市のほうの姿勢としたら、前年

度よりもこのくらいは何とか捉えたというふうな姿勢があれば、もう少し説明のしよう

もあるわけですが、一遍に半分とかその程度になってしまうと、はあええと、わざわざ

電気柵をやったりいろんなことをやって努めてきたけれども、もうこれ以上はできんと

いうような家が出てきていますので、ぜひ今年度について今までの反省を踏まえて、ど
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ういうふうにすればええのかというのを、今たしか有害鳥獣の今から会議がありますよ

ね、そういった中でしっかり方針を示していただいて、特にイノシシについては狩猟に

励んでいただくようにお願いをしておきます。 

 それから、小規模治山のところで、意外に受け手の住民からすると、自分の持ち出し

分について理解をされていない方が結構いらっしゃるんですよ。そのあたりの説明とい

うのは、何かやっぱり口じゃ足らんのんじゃないかなと。何か書き物みたいなもので、

こういうふうに金額的に何ぼになったら、これ以上は負担金が何ぼ要りますよとか、そ

んなものが示せたら、そういったところもなくなるんじゃないかと思いますので、お願

いをしておきます。 

 それから、光・熊毛地区栽培漁業協会負担金ということで383万9,000円上がっており

ますが、栽培漁業センターがあって、結構みんなの注目も集める中で中間育成ができて

おったのが、今は余り目に触れなくなった。住民からするとよ。漁業者からすりゃあ、

今までとえんも変わりゃせんかもわかりませんが、そういった意味合いでは、漁業の振

興について少し意欲が減退しているんじゃないかなというふうに思います。 

 今回、分割して土地を売ろうとこういうお話じゃったと思うんで、ぜひそのあたりの

ところの対策も含めて、漁業としての６次産業化を図っていこうという話なら、もう少

しアピールをしていただくようにお願いをしておきます。 

 それから、あそこの栽培漁業センターの沖の、今船の係留場ですが、あれについての

要は誰が管理するかということになるわけですが、できれば料金の問題を含めて、港全

体の計画をつくっていただいたらいいがなと。 

 本来の目的でいえば、漁業者のための漁港というふうに私には理解していますので、

プレジャーボートについてもとめようということならば、法的な整理を含めてできるよ

うにきちっとやっていただけたらと思いますので、お願いをしておきます。 

 それから、その下の水産物供給基盤機能保全計画変更策定業務、戸仲と言われたんで

すが、ちょっともう少し中身をお知らせいただけますか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 水産物供給基盤機能保全計画変更策定業務に関するお尋ねですが、これは漁港の長寿

命化を図ることを目的として実施するもので、水産物供給基盤機能保全計画のうち、戸

仲地区、八幡地区につきましては、計画策定時は改修の必要がない健全な施設とされて

おりましたが、現状は著しく老朽化が進捗しており、漁業者の利用に支障を来すような

状況となっております。このため、国庫補助事業を活用し、実施できるように、計画の

変更を実施するものでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 これでいくと、32年度ぐらいから工事に着手できるという理解でええですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 
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 国への申請後、採択されることが条件となりますので、その辺の進捗状況により、実

施時期が決定していくものと考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 わかるんですが、じゃあ、早かったら32年度には進められると。例えばこの策定業務

そのものは、いつごろ上がるんですか。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 平成31年度中には完了いたします。 

○河村委員 

 だから、それを前倒しで、要は例えばこの４月から発注すれば、年内とかあるいは秋

口とか、そういうふうな要は発注の仕方ですが。 

○西村農林水産課農林水産技術担当課長 

 補助事業の申請でございますので、今年度は事業計画の策定、次年度で事業採択申請

を行い、採択されれば、事業化という運びになりますので、必要な期間は要するものと

考えております。 

○河村委員 

 わかりました。 

 それから、157ページのフィッシングパークの管理運営事業なんですが、県漁協の光

支店で要は契約の相手先で足りるかというお話をしておりましたが、それはお答えはど

うですか。 

○弥益農林水産課長 

 本店にも確認しております。光支店で大丈夫です。 

 以上です。 

○河村委員 

 終わります。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 
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５ 病院局関係分 

 （１）付託事件審査 

  ①議案第34号 光市病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

説 明：川崎病院局経営企画課長兼新光総合病院建設副室長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

②議案第３５号 光市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

説 明：川崎病院局経営企画課長兼新光総合病院建設副室長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

③議案第７号 平成３１年度光市病院事業会計予算 

説 明：桑田病院事業管理者、川崎病院局経営企画課長兼新光総合病院建設副室長 ～

別紙 

質 疑 

○土橋委員 

 先ほど説明のときにもちょっとありましたけれども、まず院内保育園についてちょっ

とお聞きをしたいと思いますが、一通りの口頭説明でありましたけれども、院内保育の

現状をちょっとお聞きをしたいというふうに思っておりますが。 

○田村大和総合病院業務課長 

 院内保育の利用者の数でよろしいでしょうか。利用者の数ですが、平成30年ですと、

月平均、常時保育が7.5人という状況でございます。一時保育の利用ですが、これは半

日であったり、時に１日利用するという人数でございますが、それが1.7人でございま

す。 
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○土橋委員 

 10月から保育料の無料化の問題があるんですけどね。この無料化は、院内保育園は適

用になるんですか。 

○田村大和総合病院業務課長 

 利用者の保育料についてですが、予算上では、まだ今のところ検討していない状況で

予算計上をしております。 

○土橋委員 

 いや、何か勘違いされているんじゃないかと思うんだけれども、日本の保育園、幼稚

園の無料化というのは、今どんどん具体的になっているんですけれども、そうすると、

大和なんかだったら保育園がありますね。そういったところの３歳児から５歳児までの

幼児については無料になるんだということなんですけれども、民間もまた同じなんで、

じゃあ企業内保育ちゅうんですかね、そのことについては無料化の対象になるのか、ど

うなのかというのは、御存じかなと思いまして。 

○田村大和総合病院業務課長 

 大変申しわけございません。情報をよく調べておりませんので、また調べて病院局で

検討したいと思います。 

○土橋委員 

 一つだけ、保育料はどのぐらいかは御存じですか。病院の。 

○田村大和総合病院業務課長 

 一月の常時保育の保育料ですが、１万5,000円を職員からいただいております。 

○土橋委員 

 そうすると、病院の、早い話が持ち出しみたいな形でやられているんだろうと思うの

で、その辺はよくよくどうなっている、こうなっているというのは、調べちょってくだ

さい。よろしくお願いします。 

 次に、医師の確保の問題ですけれども、これはちょっと確認をするんですが、これは

放射線の治療装置との関連もありますので。山大の教授と話を進めていたけれども、そ

の教授は、ほかの医療機関に移られたか、あるいは移られるので、放射線治療装置の機

種というんですかね、種類ちゅうんですか、それが決まらないと。大学を去っていく人

が決めるわけにもいかないというものも含めて、そうなっているんでしょうけれども、

そうなってくると当然放射線の医師の確保もできなくなったと、そういう認識でいいん

ですか。 

○西村病院局管理部長 
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 そのとおりでございます。 

○土橋委員 

 緩和ケアの医師が決まっていない。理由は何なんでしょうかというのと。放射線の医

師の関係と緩和ケアの医師の派遣とは、別口のものなんですか、一緒のものなんですか、

その頼みに行くところは。 

○西村病院局管理部長 

 放射線治療につきましては、これは大学医局のほうへお願いに行っておりますけれど

も、緩和ケアにつきましては、大学からの派遣というのは難しいだろうということで、

独自でいろいろ探しているということでございます。 

○土橋委員 

 それは私も誤解をしておりました。そうすると、放射線の先生は、何ですか、教授が

医局かなんかでというような話が進んでおるちゅうことは聞いたんですけれども、緩和

ケアの関係でいうと、大学病院でないところからどうにかしようということで、いろい

ろ努力されてきていたということですか。 

○西村病院局管理部長 

 はい。そのとおりでございます。 

○土橋委員 

 後でも出るんですけれども、光市民病院は、医師を探すときには、山大オンリーなん

だというのを聞いていたけれども、それ以外から探すということになると、例えば、ど

ういうところから探してくるということですか。 

○西村病院局管理部長 

 例えば、病院局にいる医師の伝手でありますとか、インターネットによる公募であり

ますとか、そういったルートでの医師の確保に努めていたところでございます。 

○土橋委員 

 私だけかもしれませんけれども、このことも山大を通してやっているんだなというよ

うな思いは、僕は思っていたんですよ。しかし、今言われたような形でということにな

ると、山大も難しいが、今言われたことのほうがもっと難しいんじゃないんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 緩和ケア病棟を開くときには、いわゆる厚生省が認可した資格を持った医師が常勤し

なくちゃいけないんです。それは、例えば緩和ケアを派遣するというような、言えば医

局はないです。山口大学には。 
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 それから、そういう資格を持った医師が常勤しなくちゃいけない、１名ですね。それ

で緩和ケア病棟が、病棟としては開けないけれども、緩和ケアに関しましては、外科の

折田医師がずっと長くそういうチームを組んでやっていますので、緩和ケアはできます

けれども、その緩和ケア病棟として、いわゆる収入を得るということができないと思い

ますね。 

 それから、その医師に関して言いますと、同じことを言いますけれども、山口大学か

ら派遣するというような、そういうことはあり得ないんです。そういう医師を山口大学

の医局から派遣してくれということは、まず考えられないんですね。 

 だから、緩和ケアのそういう資格を持った医師がいる、例えば今の緩和ケア学会とか、

そういうところに所属されている方とか、そういう方の伝手でやっていくというのが、

今までやっていたことです。 

○土橋委員 

 私が聞いていたのは、緩和ケアの先生というのは、精神科の先生が一番望ましいとい

うような話は聞きましたけれども、それは何か講習に行けば、講習が何日か何年か知ら

んけれども、講習に行けば、それはいいんだよという話も聞いちょるんですけれども、

それは認識が違いますか。 

○桑田病院事業管理者 

 精神科の医師が望ましいというのは、緩和ケアチームとして組んだ場合ですね。その

場合は、精神科の医師が必要になってまいります。ただ、緩和ケア病棟を開く場合での

条件になる医師としては、そういうおっしゃったような講習を受けたような医師でいい

ということであります。 

○土橋委員 

 後でちょっとまた出てくると思うので一旦置きますけれども、さっき言いました他大

学に行かれた教授というのが、以前から出てきちょるわけでありますけれども、話せる

範囲で結構ですけれども、教授とは、この話はどのぐらいから話をして、それでだめに

なったのかなというのが知りたいところだろうと思うんですけれども。 

○田村光総合病院事務部長 

 話をしていた教授の件ですけれども、一昨年度、平成28年か29年度に、まず腫瘍学の

教授として来られて、それからしばらくして、うちのほうもお話をして、一度光の病院

のほうに来ていただきました。そこで、この計画の話をしまして、一昨年の４月、５月

ぐらいには、大学のほうにも当然話に行きますけれども、行ってまず話をして、どうい

う形のものがいいか、その当時、うちと長門も導入の話があって、長門は進んでいまし

たけれども、その夏に実はもう一度行ったときに、教授と会えなかったんですが、逆に

教授のほうからちょっと呼び出しがありまして、話がしたいということで話に行きまし

た。 
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 それで、放射線科の治療として、どういう感じの治療をしていくのかという話があり

ましたので、緩和ケア病棟があるので、最終的には疼痛管理の部分でやっていこうとい

う話をお話しました。 

 機種に関しては、今、大きく分けて二種類あるんですけれども、そういう感じで置く

のであれば、金額的にも安い部分の治療器でも問題ないでしょうと。その機種も、長門

のほうも多分その機種で入ってくると思います。大学のは、もう一つのきちんと積極的

な治療ができるような機種が入っていますけれども、どちらでも対応できますというこ

とで話が進んでいました。 

 それから、秋もお話をしましたし、それで問題になったのは、実は放射線技術員とい

うのが一応必要になりますので、その部分の研修を、実は今年度の４月から大学に派遣

をして研修をしようということにしていました。職員の採用も実はしたんです。一昨年

実施したんですけれども、今の放射線科医員の中から、医員といいますか、部の中の放

射線技師の１名を派遣するのを、向こうの放射線科医と話は調整は済んでいましたが、

今年度に入って教授の話を私が聞きましたのは、実は私が新病院のことでいろんな病院

に聞きに行くのに、大阪の公立の病院に行ったときに業者の方から、その教授が、大学

名を言っていいかどうかわかりませんけれども、大阪のもう一つ北ぐらいの部があるん

ですけれども、そちらのほうに移られたということを聞きました。 

 それがあるので、一応大学のほうにもう一度帰っていきましたけれども、教授がいな

くて、すぐに教授選があるかなと思ったんですけれども、当分募集をしたけれども、な

かなか決まっていません。その放射線科治療科の中の医員とも一応話をしますけれども、

教授が減ったことによって当然人数的にも減少ということになっていまして、その時点

で、今やっている県内の部分においても若干できないところが出てきています。そうい

う時点で新たにできるということは言えないので、そのあたりでちょっと保留にしてい

ると。教授がもし決まれば、決まった後にその教授ともうちょっと話を始めて、できる

かどうかも含めて放射線治療科と調整をとっていければなというふうには思っています。 

○土橋委員 

 そうすると、少なくも放射線治療装置については、５月からも、先生の問題はあるけ

れども、入れることはできるじゃないですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 当然、機械を入れることはできます。 

○土橋委員 

 そうでしょう。 

○田村光総合病院事務部長 

 はい。 
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○土橋委員 

 そうなってくると、今言われましたけれども、山大には最先端の放射線の治療装置は

あると。この分であそこも、ここも、こういうふうなのを入れていこうという話にはな

っちょるというふうなことですから、後は、今言われた放射線科の先生ちゅうんですか、

をどうやって派遣してもらうかということなんじゃろうけれども、これも後にまたやり

ますのでちょっと置いておきますけれども、物すごく乱暴な聞き方で申しわけないんじ

ゃけれども、何で放射線治療装置を導入するのかというのも、余りにも初歩的で申しわ

けないけれども、何で入れるんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 先ほども申し上げましたけれども、がんの一環として緩和ケアをやっていこうという

ふうになっていますので、その緩和ケアの中で、疼痛、痛みを取るという形の治療をや

っていくという話になっていましたので、その治療器の導入という話になっていました。 

○土橋委員 

 放射線治療については、緩和ケアの患者にお金を払うために購入をしようとしている

のか、いわゆるがん患者のために購入しようとしているのか、主たるものはどっちなん

ですか。 

○桑田病院事業管理者 

 がんの放射線治療ということですけれども、例えば、その放射線治療をどういうんで

すかね、要は緩和ケアに対しても、これも放射線治療なんですね。つまりがんを放射線

を当ててやって、がんを小さくしてやる。例えば骨、例えばですけれども、胃がんとか、

ほかのがんで転移して骨に転移していたと。もうかなり条件としては悪いですよね。 

 それで、その人の状態としては非常に悪いんだけれども、例えば骨に転移したやつで、

骨折を起こしたとか、それとか麻痺を起こしたときに、そういう放射線でがんをたたく

ことによって痛みを取ってくれることもできるし、そういう例えば脊椎、骨のほうの痛

んだところを、がんをやっつけることによって支持性を持たせることもできると。 

 当然、その放射線治療だけでは難しいので、それに例えば整形外科のほうで、骨折を

治療をしたり等、そういうのも含めたりしますけれども、そういうようなそういう方向

での治療と思ってもらったらいいと思います。いわゆる、済みません、がんを非常に先

進的な、例えば重粒子線とかそういうことがありますけど、そういうような治療ではな

くて、がんの治療の中で放射線治療によりがんをより小さくしてやる。なおかつそれに

化学療法を加えてやる。もしくは整形的なものを加えて治療する。 

 その中の一環としての放射線治療であって、いわゆるどういうんですかね、末期の患

者さんだけにするわけではないんです。そういう意味で、その緩和ケアでも使えますけ

れども、そういう大学のほうでも使うような放射線の治療を行うということでの放射線

機器を入れようということです。 
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○土橋委員 

 話を聞いているとなるほどなとは思うんですが、何せこちらは素人ですからね。とい

うのが、それは今先生が言われたのは、がん患者ならわかります。でも、緩和ケアと終

末医療というのは違うんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 はっきり言って、緩和ケアという言葉イコール終末期ではないというのが、今の一般

的な考え方です。いわゆる緩和ケアというのは、がん患者、もうほとんどがん患者なん

ですね。例えば、心臓、心不全でも緩和ケアをやるんですけれども、昔は例えば、がん

の治療をしよった、でも終末期になってしまった、だから緩和ケアで安らかに亡くなっ

ていただこうというのが、昔はそういう考えだったんですが、今は、治療を始める段階

から緩和ケアをしましょうという時代になっていますので、そういう意味では、皆さん

もそうでしょうが、僕も最初のころはそう思っていたんですけれども、末期のターミナ

ルの患者が受ける、がんの末期の患者さんが受けるのが緩和ケアではないというのが、

現在の考え方です。 

○土橋委員 

 何で名前を緩和ケアというんですか。新しい病院が建設されたといや、あそこには緩

和ケアの病床もあるといや、緩和ケアじゃない、がん患者でしょう。なら緩和ケアをの

けたらどうです。 

○桑田病院事業管理者 

 当然、もう議員のおっしゃるとおり、緩和ケアということに関して非常に誤解が多い

のでということでございますが、ただ、もともとその語源のところからすると、緩和と

いう意味、日本語で言う緩和ということは、外国でバリアティブといって、それでそれ

を訳したら緩和ケアになったというのがあるんですけれども、今、その現場でやってい

る人たちに関しては、今は緩和ケアじゃなくて緩和医療と呼びたいと言っている。いわ

ゆる緩和ケアというと、おっしゃるように、末期でも痛みがひどくていろいろな苦痛の

やつを抑えようということが多かったんですが、今は、治療を始めながらも患者さんの

そういう苦しみを緩和してやろうという意味での緩和医療ということで考えていただけ

たらいいと思います。 

○土橋委員 

 そうすると、緩和ケアじゃないわけじゃから、がん患者のための放射線治療なんだと

いうことになると、さっき管理部長が言われたけれども、都合のいいときには、緩和セ

ンター、緩和ケアになるじゃない。緩和ケアの先生は、そのような先生というのは山大

におらんのじゃというんなら、がんの先生はおられるんじゃろう、山大には。何であな

たみたいに頭のええのが、我々みたいに、少なくともわしみたいに余り賢くないのに、

うそを言うわけ。うそと思われるようなことを言うわけ。 
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○桑田病院事業管理者 

 すみません、もう一回言いますと、今言っているのは、緩和ケア病棟を開くために必

要な施設基準ということなんですね。 

○土橋委員 

 それはわかっています。 

○桑田病院事業管理者 

 議員がいわれた、結局そのためにそういう医師をどうこうということになってくると、

今言いましたように、緩和ケアのそういう資格を取っている人は、おっしゃるように外

科とか内科とか、ほかの科がありますよね。だけど一番の問題点は、緩和ケア病棟を開

設する場合であれば、その１人の方が、常勤の者が常に常駐しなくてはいけない。つま

り外科の医師でその外科の仕事ができないんです。わかりますか。 

 外科の医師が１人いますよね、その人がそういう緩和ケア病棟を開ける資格を持って

いると。その方は、もしも緩和ケア病棟に入った、その人がその緩和病棟の責任者にな

っているとした場合は、その方は緩和ケアのことはできるけれども、自分の本来の外科

の仕事ができないんです。であれば、大学のほうに、例えばもしも外科の先生で、緩和

ケアにかかったりしたときに、こちらに来てくださいといった場合は、もう自分の外科

の仕事を捨ててくることになりますよね。 

 だから、そういう意味では、医局のいろんな医局の人に、では緩和ケアを持っている

人、来てくださいと言われても、みんな緩和ケアだけをやりたいわけではなくて、それ

ぞれの仕事があるわけですから、来てこられる方はいませんよね。そうすると、もとも

と緩和ケア一つでいきましょうという方がおられたら、その方にお願いするということ

で、先ほど言った、いわゆる伝手とか、そういうことで探しているというのが現状なん

です。 

○土橋委員 

 別に逆らうわけじゃないけれども、それなら最初から緩和ケアというふうに名乗らん

で、がん病棟にすりゃ問題が少ないんじゃないですか。 

○桑田病院事業管理者 

 がん病棟ということと、緩和ケアをやるのはちょっと意味合いが違いますよね。だか

ら、今そういう緩和ケアを添った方を診ているんですけれども、それを集めて緩和ケア

病棟ということでしようということで、今、動いとったわけなんですね。 

 だから、それとそのがん病棟ということに関して、じゃあがん病棟って何だというこ

とになりますよね。なら例えばいろんな肺、胃、それから女性でいえば、乳がんとか子

宮がんとそういうこと、それぞれがそれぞれのがんの専門でやっているわけですね。そ

うすると、それを一つの病棟に集めることっていうのはできないんですね。 
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 だから、いわゆるがんセンターというところがありますでしょう。それにしたって、

いわゆる小児のがん、女性のがんとか、肺がん、そういうふうに部門別に分かれていま

すよね。それを一つの病棟としてぽんと置くというのはそれは不可能です。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○土橋委員 

 さっき、事務部長は、疼痛治療というような話をされました。京都に行ったとかとい

う話もされましたけれども、最初、光市民病院は、疼痛治療でやりたいというふうに思

われていたように感じるんだけれども、じゃあ疼痛治療なら、よそに移られた先生は、

疼痛治療をやるんなら私は行かんよというような、疼痛治療なら安いレントゲンでええ

からと。それとも、先生が言われるのが、いや、これは治すんだというのと大分違うん

じゃけれども、どういうふうにこう頭の中で理解したらええのかがわからんのですね。 

○桑田病院事業管理者 

 放射線治療というのは、治す、それだけで治るということではないんですよね。だか

ら放射線治療の治療を行うといわれましたけれど、でもそれだけ本来であれば、放射線、

どうですかね。ごめんなさい、ちょっと言いかえます。その治療として治るか、治らな

いかということで考えられてもらうと、そういう治療という言い方ができなくなるんで

すね。つまり放射線だけで全部治すんかということになってくると、恐らくかなり非常

にその大学等とか、ほかの施設があるような、もうちょっと大がかりなものが必要にな

ってくると思うんです。 

 ただ、その放射線治療をするということに関して言うと、さっき言ったように、がん

患者に対していうことに関して言うと、やはり放射線治療をしながら、まだほかの化学

療法もしながら、また手術をしながらというのが治療と思います。だからその中の一つ

をして放射線の治療を行うということなんです。 

 その病院に関して、例えば、主に治療的な方法について言うと、今、示したように、

放射線だけで全部やっていくというのは難しいようです。うちの病院も難しいですよね。

そうなってくると、やはり特にそういうがんでも、いろいろ治療するけれども、例えば

先ほど言いましたような痛みとか、ほかの例えば麻痺が出るとか、そういうことに関し

て使う放射線の治療をすることを主にしたらどうかということで考えたということです。

だから、疼痛だけに縛られるとこちらもやりにくいんですけど、これだけではなくてと

いうことですね。 

○土橋委員 

 いや、だから私が言いたいのは、どこの辺からか、方針が変わったんじゃないのかと

言うの。だって、疼痛の話が出る、それが前提ということになると、緩和ケアというの

は、何かこうなるほどなとこうなっちょったんじゃけれども、大学の先生のほうは、い

や疼痛なら私は行かんで、というような形の中で、いや、疼痛じゃないんじゃと、これ
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は治すんじゃと、だから方針が変わったんでええんですよ。方針が変わったんなら変わ

ったんで、変わっちゃいけんちゅうて言いよるんじゃないんじゃけ。 

○田村光総合病院事務部長 

 言い方が少し混乱させたかもしれませんけれども、一から十まであって、一を言った

から一という意味じゃなくて、一を選ぶのか、十を選ぶのかという話を二つに分けると、

どちらかというと、その疼痛とか当然治療もやりますけれども、このピンスポットの小

さいところまで、きちんと精度のいいやつでやっていくのかという話のこの機種の選定

の話です。治療としてはどちらも計画書をつくってやっていくので、治療的には医師の

ほうは変化はありません。機種の問題だけの話で今申し上げました。 

○土橋委員 

 そうなってくると、さっきの話に戻るんですけれども、結局そうなってくると、今先

生が言われたようなものに、えっということになってくると、来てくれる医者がいない

ということなんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 先ほども事務部長が言いましたけれども、結局そのやる方法が違うから来ないという

ことではないんです。つまり今の状態で話を進めていってという状態だったのが、先ほ

ど言いましたように、私たちが知ったのは、後になってからというのが現状なんですね。

だから今の教授、何しろ、ほかの方たちが、そういう治療をするんだったら行かないと

いうわけではないです。 

○土橋委員 

 ただ、望みとしては、かなり少ないわけですね。来てくれる可能性としては少ないと

いうことでしょう。 

○桑田病院事業管理者 

 来てくれる可能性と、今の機種をどうこう、治療方針がどうこうとはかかわりはない

と考えています。来られない状態というのは、先ほども言いましたけれども、教授がお

られなくなって、スタッフも今少ない状態で、ほかのところに行っているから、うちの

ところには来れないのが一つ。 

 それともう一つは、新しい教授が来たときに、その教授のそれを話をせずに来てくれ

るとか、できないですね。まずは、新しい教授が来たときに、その教室の主宰ですから、

その方がいないときに幾ら決めても、できない。教授が来られたら、まずその教授とお

話をしていって、そうやって順序立てていかないと来れない。そういう意味では来れな

いということになります。 

○土橋委員 
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 じゃあ、あれですね、５月から新しい病院に移りますけれども、緩和ケアは、病棟と

しては存在をするわけですか。せんのですか。 

○桑田病院事業管理者 

 緩和ケアの病棟としては存在しますけれども、緩和ケア病棟としての算定はできませ

ん。だから収入的には、緩和ケア病棟の設置基準をとっていませんので、そういう意味

でもお金は入りませんけれども、一般病床として、そういう緩和が必要な方を優先して

入れるような病棟をつくろうと考えています。 

○土橋委員 

 私は勘違いしちょったのは、例えば緩和ケア病棟というのは、緩和ケア病床の病棟の

中にベッドがあるんだというように単純に考えちょったんじゃけれども、それは新しい

ところになるの、どっちになるんですか。病棟という認識でいいんですか。病床という

認識でいいんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 これは、病棟としては、一般病棟になります。ただ、その中のいわゆる病床として、

緩和ケアが必要な方を入れるということになると思います。 

○土橋委員 

 ということは、ちょっと外れるけれども、さっき言われた病床のほうが高いんですか。

病棟のほうが高いんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 いわゆる病棟という状態になった場合は、緩和ケア病棟ということで、そういう設置

基準が整いますので、上がってきます。 

○土橋委員 

 ほかにも詳しい人がいるだろうと思うので、私のものは、そこの病床じゃ、病棟だと

いうのはやめますけれども、さっき先生がちょっと言われましたけれども、新しい教授

という話がありましたけれども、新しい教授のめどちゅうていうのは、どういうふうに

なっているのか、情報ぐらいお持ちですか。 

○桑田病院事業管理者 

 現時点では、私には入っておりませんけれども、大体普通は、教授が例えば定年とか

で退かれるとか、かわられるときですね。当然大学のほうでは、いわゆる教授を募集し

ます。募集して、来たところから選んでいくというのが、通常の教授選になりますよね。 

 だから、それがするかというのは、すみません、大学のことについてなかなかそうい

うのは、僕としてはそれが聞こえてきていませんから、いつごろやったというのがよく
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わかりません。 

○土橋委員 

 そうすると、新しい教授は、例えばの話、新しい教授が決まった場合、また一から出

直すわけですか。 

○桑田病院事業管理者 

 先ほどちょっとお話しましたように、大学の教室というのは、トップが教授ですね。

だから教授とまず話をしないことには、物は進まないと思いますので、また一からやり

直しになると考えております。 

○土橋委員 

 役所なんかだったら、引き継ぎちゅうのがあるんですがね。そういうようなものは、

ほんなら大学なんかだったら、ないんですね。 

○桑田病院事業管理者 

 例えば、前教授が退官されたとかいう場合のとき、そういう場合に、新しくなった教

授と引き継ぐことはできるかもしれませんが、例えば、現時点でおられない方に引き継

ぎをせというのは、難しいです。 

○土橋委員 

 それは、引継書やら何やら、ここに書いちょってくれりゃええがなと思うんですけれ

どもね。 

 それと、医者の確保、医者の確保っていうのは、もうどこでも出ると思うんですけれ

ども、大学病院のお医者さんの数ですね。数。数が少ないから結局はなかなか来てもら

えないことにつながるんでしょうけれども、年間、年間というか、大学病院から派遣を

できる医師というのは、大体何人ぐらいおるんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 すいません。それはちょっとつかみようがないです。つまり、各科によりますから。 

○土橋委員 

 大学というのは、病院から民間病院にも医師を派遣しているんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 例えば、整形外科だけをちょっと考えていただいての場合ですけども、民間病院とい

うか、普通の法人病院に医師を派遣するとこはあります。 

○土橋委員 
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 ある。 

○桑田病院事業管理者 

 はい。 

○土橋委員 

 さっきも言いましたけども、医師確保を山大にこだわる理由、こだわる言ったらおか

しいけども、こだわる理由というものは、他大学との、ほかの大学とのつながりを持つ

と、後々あれこれ要求に応えてくれないというのがあるから、山大に頼らざるを得ない

というような状況ちゅうのはあるわけですか。 

○桑田病院事業管理者 

 それは確かに一つはあると思います。というのが、各大学、特に、都市部とかじゃな

い大学の場合は、やはり大学に残る医師が少ないのが現状ですよね。特に、この前出ま

したけど、山口県というのは、やっぱり医師の数が少ないというのが言われておると思

うんです。じゃあ派遣となってきたら、じゃあ、どこがするかとなってくると、やっぱ

り山大に、やはり大学になってくると思うんですよね。もしも大学のほう、一つそれは、

ただ、それが全てではないんですけども、例えば、ほかの病院で大学から医師の派遣を

受けたということであって、同じ科ですよ。例えば、ある科が受けてあれば、ほかの科

でどうかという場合はまた話は別ですけども、例えば、一つの科をほかの大学から来て

もらったと、常勤として。であれば、山口県の大学としては、じゃあ、そこの病院はも

うほかから来とるから、うちは出さなくていいねということになりますよね。いわゆる

豊富に医師がおれば、そんなことはないと思うんですけど、各大学病院にしても、いろ

んな病院に派遣する、いろんな病院から来てください、来てくださいと言われておるわ

けで、その中で自分たちの医局の数も見ながら出すとすれば、ぎりぎりいっぱいのとこ

ろですよね。それをほかのところで来てもらっているんであれば、じゃあ、うちのほう

はもう勘弁してくださいとなることになると思います。僕の考えではあります。 

○土橋委員 

 ちなみに大和であれ、光の市民病院であれ、医師の中で山大卒以外のお医者さんとい

うのは、先生というのは何人ぐらいおってんですか。おらんわけじゃないんでしょう。 

○桑田病院事業管理者 

 いわゆる出身がということでいいんですね。 

○土橋委員 

 そうですね。 

○桑田病院事業管理者 
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 であった場合で、ただ、その場合に、山口大学の医局に属していないということで考

えていいんですか。 

○土橋委員 

 いやいや、それは属すんでしょう。 

○桑田病院事業管理者 

 属すんであれば、もうそれは、山口大学のということで考えていただいていいと思う

んですけど。 

○土橋委員 

 属さない。 

○桑田病院事業管理者 

 いわゆる。ごめんなさい。出身が他大学、まあ僕がそうなんですけど、鳥取大学出身

なんですけども、山大の整形外科に入ってからは、ここは山大の整形と思っております

が、そういう意味ですけど。 

○土橋委員 

 また話変わりますが、市民病院には、さっき言われた放射線の分ですけども、そうい

うようなものが必要ながん患者というのは、実際には、まあ変な聞き方ですが、かなり

おられるわけですか。 

○桑田病院事業管理者 

 実数はちょっと把握していません。ただ、かなりいるかというと、そんな多くないと

思います。 

○土橋委員 

 いや、なぜ聞くかというと、高いもの買うわけですよね。高いもの買うのに、どのぐ

らい患者さんがおるんだろうかと。すぐに何人ぐらい診たらペイするんかいうのとかと

ついつい考えるんで、今聞いたんですけども、でも、想定はあるんでしょう。 

○田村光総合病院事務部長 

 ペイする想定は一応ありますけども、現状では、多分そこはペイはできていないと思

っています。 

○土橋委員 

 さっきからいろいろ聞いているんで、また重複しているんかもわからんが、緩和ケア

というのがええんか悪いんかは別にしても、これは、20床というのは最初のあれやった
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んだけども、これは変わるんですか。変わらない。一般病床になるということになると、

緩和ケア病床というのは、なくなるというふうな認識でいいんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 今20床を言われましたけども、病棟で20床をつくっています。この５月からは施設基

準は基本的にはとれないので、一般病床としての運営になっていくと思います。 

○土橋委員 

 一般病床であるならば、今おられるそれぞれの先生方がいろいろ工夫をして面倒を見

てくれるということでいいんですね。そうすると、緩和ケアの看護師さんが集まるとこ

ろがありますが、そこの体制というのは、緩和ケアなくなるというふうな理解をする中

で、人数やら何やらというのは考えてええんですか。それとも、いや、緩和ケアという

のはないけども、一般病床としては存在するわけじゃから、看護師体制というのは当然

つくってありますよというふうに理解したらええのか。 

○田村光総合病院事務部長 

 その病床も一応一般病床ですので、病棟ごとに看護師の確保はしています。ただ、運

営に関しては、将来的には緩和ケア病棟を目指していますので、入室基準等をつくって

運営することになると思っています。 

○土橋委員 

 じゃあ、緩和ケア病床のところには、一般の病人として、今ある建物の中よ。20床あ

る中に入院をさせるということですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 緩和ケア病棟としての実績をまずはつくりたいので、風邪を引いたけど、あっこがえ

えから、あそこへ入れてくれということにはならないと思います。 

○土橋委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

○河村委員 

 今お話をいろいろお聞きする中で、そもそも論に何か帰らにゃいけんのんかなという

ような思いがするんですが、そもそもこの緩和ケア病棟とか、今の放射線というのに無

理があったというふうに受け取れるんですが、市民の期待は高いんですよ。その高い期

待をどういうふうに説明をしていくのかなというのが非常に不安なんですが、その点は

どのようにお考えです。 

○田村光総合病院事務部長 
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 結果論として、現時点で２名の医師の確保ができていないことに関しては、市民に対

しては申しわけないと思っています。ただ、それでもうやめたという話ではないので、

当然ながら現時点の話をするしかないんですけども、緩和ケアの病棟に関しても、それ

に目指して向かっていく、医師の確保も当然やっていかないといけませんけども、治療

機に関しても、大学のほうにまた教授決まれば、当然相談をしに行きながら推進をして

いきたいと思っています。 

○河村委員 

 もちろんそのとおりだと思うんですよね。そのとおりなんですが、大きな投資をした

わけですから、それについて、５月に新病院が開院するについて、どういうふうにア

ピールをしていくんかなという不安なんですよ。中には、うちの市立病院以外には行か

ないという人がおるんですよね。もちろんよそにしか行かないという人もおるわけです

が、光の市立病院にしかわしは行かんのじゃという人もおられるだけに、そういった期

待に応えられるというのが大きな要素だと思っていたんで、そのあたりの説明の仕方と

いうのは非常に難しいんですけれども、いや、常にそういうことで挑戦はずっとしてい

ますが、医者が来んことにはというのは、見込み違いでどうも済まされんような気がす

るんですよね。非常に難しいとこなんで、努力はしていただかなきゃいけませんから、

御努力はお願いをしておきますが、結構先ほど医局の話がありましたけど、先生も医局

に入ってそこからというようなことで、ほとんどの人はみんなそうなんだと思うんです

ね、今県内にいらっしゃる方については。そうは言いながら、個人の意思は結構重要視

されるところがありますので、やはり独自にそういう医師を確保することが大事なんだ

ろうと。 

 周南の記念病院がありますけれども、今の久留米だけじゃなくて、山大からもおいで

になる。ほかからもそう。とにかくありとあらゆる手段を通じて医師の確保をされてい

るんですよね。それは、大学からすりゃ、あそこは、いやいや、久留米から来ちょるか

ら行かんとか、そんなことはないんで、もう少し大学との接点を広げる中で、医師確保

というのを今最大限にというても、もう３月ですから、開院に間に合うとは思いません

が、今まで以上の努力の方法というのを考えていただかなければいけないんですよね。

それをするためには、例えば、病院管理者の一番の仕事だと、こういうことになれば、

今まで月に１回山大に行かれていたら、月に２回行くとか、そういうふうな動作も恐ら

く、まあそれをやったからって結果が出るとは思いませんよ。ただ、そういう動作もど

こかに必要なんだと思うんです。病院を挙げて、あるいは市を挙げて、そういう医師確

保の緊急事態のような気がしますので、そういった努力、市民みんなにというようなこ

とにもなるかもわかりませんが、どういうふうにお考えでございます。 

○桑田病院事業管理者 

 最後の、事業管理者が大学に行くということなんですけど、私は、医師の確保云々は、

病院長もしくは、その病院の事務部長がやるものだと思っています。僕はそれを橋渡し

をすることはできても、僕が大学に行くという場合は、やっぱり光総合病院の院長とし
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て行っています。ですから、申しわけないけど、事業者として大学に行くことは、僕は

考えていません。先ほど言ったように、ほかの部分、例えば、大学の件以外の医師確保

に対策本部もありますけども、そういう場合のときは、やっぱり関与するべきかなと思

っています。 

 以上です。 

○河村委員 

 専門の方にお任せする以外ないんで、ぜひ御努力をお願いしたらと思います。 

 それで、ちょっと話を変えますが、前回のときに、教育部分、接遇についてのお話を

させていただいたんですが、研究・研修費ということで、図書費とか、旅費とか、研修

の負担金というような話が上がっておりますが、研修計画はどのように今立てておられ

るんでしょうか。 

○佐古光総合病院業務課長 

 研修の計画ですが、看護部も含めてなんですが、まず、新人研修というのが４月に行

われております。こちらは当然看護師、新しくコメディカルとか事務が入れば、一部、

一緒に合同で研修を行っているんですが、４月の場合は約10日程度、当然４月の入職者

は新卒の方とかいらっしゃいますので、当然社会人としての接遇とか心構えとかですか

ね。そういったものを含めて、看護技術、安全、感染、その辺を含めて研修を行ってお

ります。また、年間を通して、あらゆる現場で当然必要となる技術、そういったものを

研修を一年通じて行うように研修計画が立てられております。中途採用というか、途中

で採用される方も当然いらっしゃるんですが、そういった方にも当然、全くの新人では

ありませんので、10日とかとることはないんですが、２日程度、中途採用の研修を行っ

ております。中途採用の方は当然看護師免許とか持たれていますので、新人さんほど中

身については濃くはない、濃くはないといいますか、技術的なところの研修は少ないん

ですが、当然途中で採用された看護師にしても、年間計画立てられています看護の研修

に当然その後組み込まれて、一年間を通して研修を行われている状況となっております。 

 以上です。 

○河村委員 

 新人研修ということで、４月に10日間で、看護師であれば免許を持って入ってこられ

ていますので、技術的な問題以上に接遇等についてはやられるんだろうと思うんですが、

年間に技術の研修を含めて実施をされるということなんですが、年間のその研修という

のは、何月に何をとかというような、回数がみんな決まっているんです。 

○佐古光総合病院業務課長 

 看護の研修でございますが、一応年間を通して、今、何月何日にどういった研修をす

るとか、そういった研修を一年間立てて行っております。 

 以上です。 
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○河村委員 

 じゃあ、看護師以外の方の研修というのはどういう状況なんです。 

○佐古光総合病院業務課長 

 看護師以外につきましては、各部門において先輩職員からの研修とかを行っている状

況でございます。 

 以上です。 

○河村委員 

 各部門で先輩というのは、要は、仕事の引き継ぎみたいなもので、そうじゃなくて、

接遇で言えば、誰か研修委員といいますか、そういう方がおられて研修をするというの

が研修なんで、普通の引き継ぎと同じようなことじゃないんですが、それは、何ちゅう

んですか、カリキュラムを組んで計画をつくっているわけじゃないんですか。 

○佐古光総合病院業務課長 

 申しわけありません。技術面につきましては各部門でということなんですが、例えば、

感染とか、安全とか、接遇研修とか、そういったものにつきましては、各部門だけでは

なく、病院全体の研修として年間に計画して行うようにしております。 

 以上です。 

○河村委員 

 だと思いますよ。ないちゅうはずがないんじゃから、だから、それは計画的にどの程

度を実施をする予定になっているんです。 

○佐古光総合病院業務課長 

 月１回程度は行っております。 

 以上です。 

○河村委員 

 恐らく記録等についても残しておられるとは思いますけど、恐らくそういうことを積

み重ねがあれば、きちんと結果が出るんですよね。病院としての結果が出る。だから、

機能評価をやったときには、そういう研修の積み重ねが結果として出るんで、しっかり

ここはやっていただいたらと思います。 

 それから、ボランティアの登録制度ということでしたが、何かまとめた案があれば、

お示しをいただけますか。 

○田村光総合病院事務部長 

 ボランティアの件ですけども、現在もボランティアに入っていただいていますが、今
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考えているのが、実は、コーディネーターが不在なので、ボランティアの１名ないし２

名なりにコーディネーターの取得をしていただきまして、それによって安定した形をつ

くっていければというふうに思っています。病院が始まって、ちょっと状況を見ながら、

どういうボランティアが必要なのかというのを抜き出しをコーディネーターにお願いし

てやっていこうというふうには考えています。 

○河村委員 

 前回いろんなお話をさせていただいたと思います。今まで５団体２人というお話をい

ただいておりましたが、要は、雑用をするボランティアというんじゃなくて、緩和ケア

をやろうというお話なんじゃから、そうすると、そういったところにボランティアの方

たちに入っていただいて、病院のいろんな患者とか、あるいは、働く人との会話を通じ

て役に立つ、そういうボランティアだと思うんですよ。要は、ボランティアにたくさん

来ていただいて、その人たちから病院についてのアドバイスをいただくというようなと

ころまで行けば、ボランティアの人が、その分、市民に向かって広告活動をできるとい

うふうに捉えたほうがええと思うんですよ。こないだ12月のときには、何かそういうふ

うなこともという話でありましたのでね。誰が考えるんですかね、そもそも。あなたら

の仕事。 

○田村光総合病院事務部長 

 病院の管理者全員で考えるものと思いますけども、現状を申し上げますと、今コーデ

ィネーターのお話を先ほどさせていただきましたが、先月１名採用をしまして、コーデ

ィネーターをという話をしています。ボランティアを仮にこちらで決めたのを入れたに

しても、ボランティアに押しつけになるとよろしくないので、現場の方とちょっと話を

しながら、どういうボランティアが必要か、それをまとめて、コーディネーターになっ

ていただく方と話をしながら決めていければというふうに考えています。 

○河村委員 

 コーディネーターというのは、病院のほうで採用した職員なんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 ボランティアで来られた方。 

○河村委員 

 来られた方ね。 

○田村光総合病院事務部長 

 はい。 

○河村委員 
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 恐らくボランティアですから、自分の意見をお持ちになったり、個性があったり、思

うように動くもんじゃない。いろんな考え方の人に集まっていただく中で、一つの統一

した形をつくっていくようなものですから、５月に開院しようちゅうんじゃから、そう

いった募集をかけたりするためには、病院の中でそういうのをまとまった意見として形

にしないと、前に進まないと思うんですよね。来られた方の中には、コーディネーター

よりも優れた方がおられるかもわからんということになりますから、まず、どういう方

が来られるかという募集をかけて始めないと、結構とんでもないところにいい人がおっ

たりするもんなんで、そういう意味合いで、ぜひ。進め方としちゃ、どの程度の、新病

院の開院に合わせて何かやることがあるんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 ボランティアはとても大切だと思っていますので、５月に合わせて急遽ばたばたとす

るんじゃなくて、ちょっと腰を落ち着かせてやっていきたいというふうには考えていま

すが。 

○河村委員 

 結果としちゃそういうことになるんだろうと思いますが、もっと早く取り組みを始め

るように話もしたじゃないですか。だから、特に今、ボランティアというのは難しいん

で、だから、もっと早く始めて、体制が必要なんで、早めにどうやって募集をかけるか

というとこを含めて対応をしていただいたらと思います。 

 それと、コンサルに何か運営計画を進めているという話を聞きましたが、現状はどん

なですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 最終的な結果はまだいただいていませんけども、運営計画なので、新しい病院に変わ

って、内容が若干というか、職員の動き方が若干変わってくるので、それを含めてつく

っていただいている状況です。それを見て、本当にこれでいいのかどうかというのは、

ちょっとどこか管理会議のメンバーで確認をして進めていければというふうに思います。

運営計画も、当然業者といいながらも、業者と現場の方と話をしながら決めていってい

るので、ある程度つじつまが合っているんじゃないかなとは思っています。 

○河村委員 

 その運営計画ちゅうのは、新しい病院ができるからということじゃなかったんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 新しい病院ができるからですが、今、新しい病院ができました。運営計画というのは、

例えば、外来にしたら、受け付けはどこでするとか、そこで担当は誰がするとか、どう

いうふうな順番に回っていただくとか、呼び出しはどうするとか、そういう形の話なの

で、ある程度は決まっていますが、最終的に結果文書をいただいていないので何とも言
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えませんけども、それで、実際に今はうちの病院のものになっているので、それで、現

場である程度検証をさせていただいて、５月１日になればというふうに思っています。 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 

○河村委員 

 それでは、今、現行の病院バスについては、どのようにこれからなるのかお示しいた

だけますか。 

○西村病院局管理部長 

 現行の光・大和間のバスでございますけれども、これまでどおり光・大和間の運行を

行います。 

 以上です。 

○河村委員 

 病院間のバスとは言いながら、市内を移動するバスで、市民の方からすると、乗車人

数が少ないということについて、うちらでもとまってもろたらええがというような意見

もあるんですが、そういう意見というのはどのようにお考えですか。 

○西村病院局管理部長 

 この病院間のバスにつきましては、光・大和の両病院の機能分化に基づき開始したも

のでございまして、あくまで光・大和間のみの運行ということにしております。ですか

ら、大和病院に来られた方が大和病院で乗っても、そのまますぐ光病院に着くというこ

とです。直接大和病院に来られても、光病院が受診できるというふうなことで開始をし

ておりますので、途中の乗降等については考えておりません。 

○河村委員 

 それから、検査業務なんですが、今、血液検査とか、尿の検査や何かがありますが、

それは今、委託と自分のところの検査とどういう状況になっているんですかね。 

○桑田病院事業管理者 

 光総合病院のことに関してしか言えないんですけども、自分のとこでできる検査と、

確かに、要するに、出す検査は分かれています。例えば、リウマチの方の検査の一つと

か、そういうものは外部へ委託しており、大体１週間で返ってきますので、あわせて患

者さんに御説明をしております。 

○河村委員 

 こないだ、がんの話があって、恐らく精密検査とか、そういう形だったので、外部へ

出したんだろうと思うんですが、今の放射線を入れたりする中で、検査業務の充実とい
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うのはどういうふうにお考えなんでしょうか。 

○桑田病院事業管理者 

 現在、私どもの病院で行っています自分のところでできる検査と、委託検査で十分だ

と考えております。 

○河村委員 

 いろんな高度医療をやろうということであれば、検査体制についても、ある程度時間

をかけずに結果を求めることが必要なような気がするんですよね。がんを宣告されて１

週間後あるいは２週間後に、じゃあ次のラインをと、こういう話をされても、患者側か

らすると、不安ばっかりが前に出ていきますので、ましてや、どなたも上手な説明ある

いは告知ができるとは限りませんので、そのあたりのやっぱり一回検討でもしていただ

くと非常にいいかなと。それとも、全くもう確立した問題で、そういった難しい検査に

ついては対応できないということなら、それはそれでしょうがないんですが、そのあた

り、ちょっとお話できますかね。 

○桑田病院事業管理者 

 今、血液検査とか尿検査の件に関してということでお話しました。例えば、ＰＥＴと

か、そのあたりの放射線じゃなくて、そういう機器を要するものに関しては、うちの病

院ではできません。ただ、ＰＥＴ自体の、結局は、あるところに、そういう施設にして

も限られていますので、患者様にそちらに行っていただいて、してもらって返ってくる

となってくると、やっぱり１週間から２週間かかることはありますですね。 

 それと、結局その精査をするということに関して言った場合に、一つは、がんだけに

限るというと、いわゆる病理、いわゆる生検といって、刺してやって病理検査をすると

か、それから、そういうことに関しても、うちの場合は大学のほうから来ていただいて

やってもらいますけども、やはり採取して、検査をして、結果が出るには、やっぱり１

週間から10日ぐらいかかります。だから、どちらにしても、そういう精密検査をするに

しても、検査をする、もしくは検査の日にちを決めるということに関して言いますと、

やっぱり１週間から10日ぐらいかかります。その間、やっぱりそういうがんの疑いがあ

るということを言われながら、検査をして、その検査の結果を聞くというのは、とても

患者さんにとっては苦痛なことではありますので、今そういう意味で、がんに対して患

者さんにどういうふうに接するかということに関しても、いろいろ緩和ケアというもの

の前提でそういう訓練をするということで、例えば、今、研修医の人とか、専攻医とい

うのは専門医になる方とか、そういう方もそういう研修を受けておられます。 

○河村委員 

 わかりました。 

 それから、先般、病院機能評価についてちょっとお話をさせていただきましたが、

ホームページの中にありましたので、ちょっとお断りをしておきます。それで、そのと
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きのお話の中で、新患を見るかと、こういう話があって、医院長のほうから、いや、診

なければ今の時間どおり診察ができると、こういう話があって、どういう選択をするか

という非常に重要なとこだと思うんですが、こないだちょっと普通の診療所の方から聞

いたのには、市立病院に回しても返ってこん、患者がですね。要は、徳中とか、ほかの

とこへ回せば、当然通院したりするのに地元のほうが便利がいいですから、それでいい

わけですが、光の市立病院は新患を普通に診ますから、要するに、紹介したら返ってこ

んと、患者が、というお話もあるんで、どの程度の、要は、来院患者を円滑に診察をし

ようというふうにかじを切るかどうかの問題なんですよね。それは、誰が今ここの中で

話をして決めているんですか。 

○桑田病院事業管理者 

 これは私ら事業管理者ではなくて、病院長として、病院の中で、いわゆる管理会議と

いうか、そういう会議の中で決めたいと思っていますが、今おっしゃっていただいたの

は、一つは、これはちょっとお話しあった待ち時間が長いという問題ですね。そのこと

に関して、先ほど言われたように、新患を診ているのがという話も確かにいたしました。

それに対してどうするかということは、やっぱりいつも悩んでいることではございます。 

○河村委員 

 いろんな人の知恵を借り、例えば、コンサルを含めて、要は、待ち時間がなくなった

ことで、もっと効率よく、患者がふえる可能性もあるわけですから、そのあたりのとこ

ろを十分吟味をいただいて、やはり地域の医師会と今以上に親密になったほうが、要は、

通常のかかりつけ医を持っていただいた、それから、二次救急をもっと引き受けるとい

う観点からいけば、そのほうがいいんではないかなという気がしておりますので、ぜひ

御検討をいただいたらと思います。どうぞ。 

○桑田病院事業管理者 

 今の御発言としては、一つは、医師会と、いわゆる開業されている先生方等と連携を

とれということが一つ。それと、もう一つは、それは、紹介をして、当然今の医師会の

先生から紹介してもらうのを、そういう、まあ新患の方ですけど、それを、例えば、紹

介の方を受ける、それを主に受けるということです。 

 一つ目のことに関しましては、私たちは、光総合病院もそうですし、大和のほうもそ

うですけども、医師会の理事の中に一人ずつ入っておりますですね。医師会等の先生方

と年に２回は、いわゆる大和病院と光総合病院と医師会の先生をあわせて、いろいろ症

例検討会したり、それからまた、医師会の、今、火曜日にいろいろ研修会をされていま

すけども、そういうのもどんどん参加するということがあるので、そういう意味でのつ

ながりは、今まであったと僕は思っております。僕自体は、どう言うんですかね、開業

医の先生から紹介されて、返ってこんねと言われたことはないですね。 

 それと、もう一つは、それが一つで。 

 ２つ目のその新患に関してですけども、要は、紹介状がある患者さんを新患として診
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ると。それは、ほかの方は診ないんじゃなくて、紹介状がある方は、診療に対して今ま

でどおりと。ただ、紹介状なければ、少しお金をいただくというような方法もあること

はあるんですね。選定療養ということがあって、それはあるんですけど、そういうのを

採用するということも一つの考えかなと思っておりますし、もちろんそれのほうがとい

うことで御意見があれば、積極的にそれも検討をしていきたいと思っているんですけど。 

 以上です。 

○河村委員 

 もちろん先生にそのまま直接面と向かってそんなことを言う人はおっちゃないとは思

うんです。それは、やはりかかりつけ医の人は自分の患者を守ると言うとおかしいです

が、大切にすると、こういう話になりますから、ああ、何かあったときには病院を移っ

たりすることも当然ありますのでね。そうすると、そういうふうなのがないようにした

いという、その努力をするというのは当たり前の話ですから、できるだけ新規で紹介状

もなしに来たときに、早く診察をするということについて、要するに、予約患者の間に

入ってくるわけじゃないですか。そうすることで、今の予約患者が遅くなるということ

ですから、ある意味で言えば、新患で紹介状なしで来た人が早く入るということにもつ

ながりますから、要は、普通なら予約患者の後に入ってもろうたら済む話ですけど、そ

ういうふうなことも考えながら、待ち時間の解消に向けて、どういうふうな問題点があ

ってというような議論もちょっとどこかで要るんだろうと思うんですよ。じゃあ、ぱっ

とやってしもうたがええが、患者が一遍に減ってしもうたというんじゃ話にもなりませ

んので、そのあたりの御検討が必要かと思いますので、よろしくお願いしたらと思いま

す。 

 それと、もう１点、救急医療を適切に発揮するという部門でＢ評価じゃったわけです

が、これは何か対応策みたいなものはお考えですか。なけりゃまた今度でええですから。 

 前回もちょっとお話ししましたけれども、救急医療というのは、ある意味で言えば、

次からの患者獲得につながるということにもなるんで、今、現行が年間1,000件ぐらい

うちの病院で受けていただいていると思うんです、救急車の病院が。光市内だけの救急

搬送で見ると2,500件、光地区消防組合でいえば3,500件近い患者、救急車が移動してい

ますので、そういったものも積極的に発揮するということが、ある意味で言えば、地域

の患者を獲得するということにもつながるんだと、こう思いますので、ぜひ御検討をお

願いできたらと思います。 

○桑田病院事業管理者 

 救急車に関してはわかりました。 

 ただ、私たちは患者さんをふやそうと思って救急をやっとるわけじゃないんですね。

やっぱり救急が必要な方を診るということなんです。ただ、なぜ3,000件、1,000件と言

われるかということなんですけども、一つは、救急というのが、例えば、頭が痛い、ろ

れつが回らない、手足がしびれる、そういう患者さんが、一旦私のところの病院に来て

もらって、それから徳中ないし脳外科のあるところに送った場合に、時間がかかるんで
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す。脳梗塞だったら、時間が決められています。それまでにそういう治療をしないと難

しい場合があるんですね。私はそうでしたから。だから、そういう意味で、私たちは、

そういう頭が痛いとか、そういう脳外科のときのものに関しては、すぐそちらに送るよ

うにという話をしております。 

 ほかにもう一つは、常勤医がいないのに診てくれと言われても診れません。そういう

患者さんを救急隊が言われるときに、どういうふうに答えるかといったら、一つは、急

ぐ場合、この場合はこちらに行くべきじゃないかということは、常に救急隊員とうちの

副院長でそういう話はしとるはずなんですね。それから、私たちは診なくちゃいけない

救急は、できるだけ診るようにしているんですけども、診れないものもあるということ

です。 

 以上です。 

○磯部委員 

 すみません、新しい病院を開設するに当たって、直接的な建物ではないんですけれど

も、その敷地内の土地を貸す薬局も、年間毎月大きな賃料として入ってくると思います。

その分は病院の院外収益ですかね。医業外収益というところで入ってくるのではないか

というふうに思っているんですけれども、その他の医業収益というところで。これはか

なり金額的にも大きいと思います。 

 私はこの間、そちらのほうも、中を見たわけではないんですけれども、思った以上に

大きくて、やはり今回のプロポーザルの中にも地域医療、そういう地域に社会貢献する

といった、そういう項目も掲げておられましたので、ある意味、情報として何かあれば、

私たちにそのお話を、どういうふうな活動をするということでああいう大きな建物にな

っているのかなというのがわかれば、教えていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

○川崎病院局経営企画課長 

 院外薬局についての話がございましたが、プロポーザル等でお聞きしているのは、建

物の２階に地域交流センターということで、約100ｍ２ぐらいの部屋を用意して、そこで、

例えば、地域の健康フェアを開催したりだとか、健康相談、健康体操、あと管理栄養士

による食生活相談のようなものをやってみたりということと、あと近隣自治会に貸し出

しをしたりとか、あと災害時には避難場所としてそこを提供したいという話をお聞きし

ております。 

 以上です。 

○磯部委員 

 早速そのあたりの地域貢献、これからの地域包括ケアシステムの中の一つの医療機関

として、薬局として、大いに私たちも期待をしておきたいと思っております。 

 それと、先ほど若干先行議員さんがお話をされたところですけれども、今、少ない医

師の中で、スタッフ一同、本当に頑張ってやってくださっていると思うんですけれども、
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今後、収益だけではなくて、先ほどおっしゃった紹介状を持たれる患者さんに対しては、

いわゆる特別療養費というものは取らなくて、一般で、ただちょっと近所だから、風邪

引いたからちょっと行こうかという患者さんは、できる限り一次診療の、かかりつけ医

の先生に行っていただくことによって、やはり医師会との連携がとれるというふうに私

も思っております。 

 以前こういう質問をしたときに、やはり市民の病院ですから、なかなかというお答え

があったんですけれども、やはり市民の病院だからこそ、紹介状があればお金をいただ

くことはないわけですから、スピーディーに時間を待たずに先生方もしっかりと患者さ

んに向き合っていただくということになれば、この特別療養費ということは、やはり普

通で2,000円から、高いところだと8,000円以上取っていらっしゃるとこもあるというふ

うに聞いておりますが、やはりそこは私たちも、先生方、そして医療関係のスタッフの

皆さんの充実した環境整備ということでは、ぜひ検討をして、医師会の先生方との連携

を密にしていただきたいということをお願いをしておきたいと思っております。 

 そして、もう一つ、地域の医療のことで、先生方がやはり２次医療として専門的な分

野を携われるわけですから、これが本当にいいかどうかはわからないんですけれども、

昔は紹介率ということの診療報酬がありましたけど、今はそういうものはなくなってし

まって、どういう方向になるのかなと思ったんですけれども、今、31年度の３月に厚労

省のほうが地域医療支援病院、これ非常にハードルが高いと思うんですね。かかりつけ

の先生からの紹介と逆紹介、このパーセンテージも非常に高いんですけれども、ぜひ紹

介患者に対する医療の提供、医療機器の共同利用の充実、そして救急医療の提供、地域

の医療従事者に対する研修の実施等々、項目は何項目かあるんですが、医師会の先生方、

薬剤師会、そして歯科医師会、三師会との連携ってもう欠かせないところだと思います。 

 そういう意味でも、このあたりをどのように考えておられるのかというふうなことな

んですが、新年度予算ということで、今後の収益、いろんな意味でのすみ分けというこ

とで、ここでひとつ聞いておいたほうがいいのかなと思いまして質問をさせていただき

ますが、お答えはできますでしょうか。 

○桑田病院事業管理者 

 ありがとうございます。御議論の中で、確かに先ほどの紹介、河村委員も言っておら

れますけど、紹介状のない患者さんで、全く今までうちの病院にかかっていなくて来ら

れた方でというのはまた別として、そういう方の場合は、やっぱり例えば、おっしゃる

ように、地域の先生のほうから紹介しとっていただいて、私ども、それがその先生の分

野であれば、できるだけ逆紹介をしていくということですね。 

 今でも、私たち、考えていかなくちゃいけないのは、やっぱり逆紹介率だと思います。

紹介に関しては、先ほどのようなことをとれば、紹介率は上がってくると思いますし、

また、おっしゃるように、光総合病院の医師の負担も減ってきますし、患者さんもでき

るだけ待ち時間も減ってくるということでいいとは思います。確かに少し外来の患者数

は減るかもしれませんけども、それにかわって、できることが十分できるようになると

思いますので、考えていきたいと思います。 
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 やっぱり連携はそういうことで、確かに三師会としてのあれはあるかもしれませんけ

ど、例えば、具体的に薬剤師にしても、今回の薬局にしても、かかりつけ薬剤師の件は

どうかということで、それはちゃんと入るというようなプロポーザルにしておりますん

で、そういう意味での地域との薬剤師のかかわり。だから、そういうことも含めて、も

うちょっとかかわり合っていかなくちゃいけないかなと思っています。ありがとうござ

いました。 

○磯部委員 

 この夏にはそのあたりの方向性も新たな見直しが出るというふうに聞いておりますの

で、やはり医療従事者の皆様方の働きやすい環境づくりが、ある意味、新しい病院への

期待にもつながって、また、市民の皆さんとの信頼関係もできるので、私は決して外来

患者さんが減るような方向には行かない。逆にやはり新しい病院ができて、市民の皆さ

んは近くにこういうきちんとした病院があるということの信頼関係が、地域医療の１次

の先生との連携も深まることによって、私は収益につながると確信しておりますので、

今後もこのあたりのことを含めて、御検討をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 すみません、お伺いしたいことがありますので、２点ほど。 

 いろいろと新しい病院のことについては、御説明いただきましてよくわかりましたが、

先ほどから聞いておりまして、放射線の医師がいないということと、緩和ケアの医師が

いないということで、当初の予定からすると、その辺が変わってきているんだろうと思

いますけども。当初の計画とほかに変わったところはないのかというのが、まず１点と。 

 それから、予算書の18ページに、級別の職員数というのが、人数が出ているんですけ

ども、これ今から３月、もう３月ですけども、５月に向かって開院していくわけですけ

ども、この前も聞きましたけども、スタッフ体制として、医師のところはマイナスが出

ているんだろうと思いますけども、ほかのところについて、５月の開院に向けて、スタ

ッフの体制、特に過不足がないのか、そのあたりのところを再度聞いてみたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○西村病院局管理部長 

 今の御質問にございましたけれども、いわゆるドクターが２人ほど確保できなかった

以外、それ以外に何か変わったことはないかという御質問ですが、特にはないというふ

うに思っております。（「人数」と呼ぶ者あり） 

○田村光総合病院事務部長 

 人数の体制の話ですけども、現状記載してある部分で１病棟ふえますので、その部分

を加味した上での人員配置になっていると考えています。 

 入院患者数も、計画の入院患者数を参考に、来年度予算はそれで計算をしています。 
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○畠堀委員 

 そうすると、18ページの31年の１月１日現在という人数が出ていますけども、これと

同じということでよろしいですか。それとも、今言われたように、病棟がふえるので、

これにさらに何人か体制として増強していくよというようなことになるのか、そのあた

りのとこでわかれば教えていただきたいと思いますが。 

○川崎病院局経営企画課長 

 ４月に向けて、30年度において採用試験を行っておりまして、光では４月１日付で看

護師を含め、コメディカル等、26名程度の採用を予定しております。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 看護師が26名増えるということでよろしいんですか。 

○川崎病院局経営企画課長 

 26名というのは、全ての職種を含めてでございます。 

○畠堀委員 

 じゃあ、まだ今の段階では、この職種別といいますか、それではまだわからないとい

うことでよろしいんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 事業会計の予算参考資料のほうをちょっと確認いただきまして、11ページの上側の差

し引きの部分が予算のことになっています。これで看護師は11名の増員になっています

けども、それを見ていただければと。 

○畠堀委員 

 予算的には31年度の人数で予算を組まれておるということで、特に、だから、31年の

１月１日現在の予算で組まれた人数で、人員等については、新しい５月以降の体制はそ

れで運営されるということで、そういうことの考え方で理解していいんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 はい、４月１日現在で採用した人数で５月１日を稼働させるということです。 

○畠堀委員 

 わかりました。じゃあ、今、先ほど説明があったように、26名の人数が、これは増え

た数で回っていくんだと、そういうことで理解でよろしいんですね。はい。 
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○森戸委員 

 参考資料の２ページなんですが、病院事業収益の外来収益のとこなんですけど、新病

院が開設されるということで、外来に関しては２％の増加の見込みなんですが、もっと

もっといくんかなと思ったんですが、この程度なんですか。今、説明を聞くと、単価が

上がったということだけの説明だったと思うんですが、新しい病院になって、もっと増

えるんかなというふうに単純に思ったんですが、その辺はどうなんですかね。 

○田村光総合病院事務部長 

 外来患者さんに関しては、４月は当然こちらの病院のままですけども、５月に移転に

なりますので、その前後は若干人数が減ってくるかなと思っています。 

 外来患者数の変化というのは、基本的に把握はできないのですけども、病棟のつくり

かえがあることで入院患者がふえるという想定にしています。新しく病院が建ったから、

いろんなとこから患者さんが来られるよという想定は、今はしていません。 

○森戸委員 

 わかりました。わかったというか、よくわからないんですけどね。というのが、ちま

たでは、要は、かかりつけ医のほうから、やめて病院に行こうとか、そういう話をよく

聞きますんで、新しい病院ができるのでということで、このぐらいの増え方なんかなと

いうふうに、素朴な疑問なんですけど思いましたので、ちょっとお尋ねしてみました。 

 それと、11ページの病院寝具類及び委託料の中で、洗濯、リネン業務、一括したので

というふうな説明があったと思うんですが、要は、一括していないときと比べて、どの

ぐらい効果が出たんですか。それは一番下の警備と病院管理の部分も別々にしたものを

一括にしたのでという説明があったと思うんですが、そうしなかったときと、そうした

ときの違いは、どのぐらいの効果があるんですか。 

○佐古光総合病院業務課長 

 リネン業務に関しまして、今まで洗濯業務、リネン業務、寝具、カーテン賃借という

ことで、現病院では運用をさせてもらっていますが、新病院になりまして、リネン業務

に関しましては、ちょっと面積が広くなりますので、当然その部分だけは契約金額が大

きくなるんではないかという。ただ、ちょっと業者は決まっておりませんので、これは

ちょっと見込みのお話になってしまうんですけど、面積は広がりますので、その辺は契

約金額が上がるんではないかと今、考えております。 

 病院寝具につきましては、患者数に応じてちょっと変わっていくものですので、この

辺は余り現病院と余り変わらないのじゃないかなと。患者数によって増減があるのでは

ないかと考えております。カーテンも一緒に今回含めることになっていますが、カーテ

ンは、これも当然病院の面積が広くなりましたことに伴って、当然、窓の数も変わって

いますので、病室の間仕切りのカーテン等、その辺も含めて変わっていくのではないか

と考えております。 

 以上です。 



133 

○森戸委員 

 それは新旧ですから、そうでしょうね。要は、一括にしたんでメリットが出たんか出

なかったんかという意味合いですけどね。 

○佐古光総合病院業務課長 

 今まではそれぞれ窓口が別々になっておりましたので、その辺、業務の管理の上では

メリットはあるんじゃないかと考えております。 

 以上です。 

○森戸委員 

 じゃけ、どういうふうなメリットがあるんですかねということで、金額的にどう出て

くるんですか。面積が広がったのは別として、一括でやるわけですから、何らかの効果

があるわけですよね。 

○佐古光総合病院業務課長 

 はい、メリットとして、当然外部にお願いすることになりますので、職員の負担軽減

も当然あるのですが、１番は、金額は当然上がってしまいますが、一括することで金額

的にも業務量の上でもメリットがあるんじゃないかと考えております。 

 以上です。 

○森戸委員 

 もういいです。 

 それと、医師確保についてなんですけど、放射線の治療の医師が確保できなかったと

いうことで、確保できない場合、放射線治療を実施するためのそのほかのプランという

ものは持っていないんですか。 

○田村光総合病院事務部長 

 放射線治療ができなかったらあれをしようというプランはございません。がん診療の

部分で、化学療法の分を重点的に今回もやっているというのが変わったところぐらいか

なというふうに思います。 

○森戸委員 

 以前にも指示があったと思うんですけど、例えば、要は、放射線の医師の要らないト

モセラピーですかね、そういうふうな、これは診療の放射線技師で診断及び治療に当た

る機械だということなんですが、そういう機械の導入を考えるとか、そういう検討をさ

れたことはないんですか。 

○田村光総合病院事務部長 
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 はい、残念ながら、ございません。 

○森戸委員 

 そういう手法は、今後確保できるかどうかもわからない状況なんですよね。検討する

に値はしないんですかね。 

○田村光総合病院事務部長 

 今言われることはわかりますけども、調査するか、今、提言と受けとめさせていただ

いたんでよろしいでしょうか。 

○森戸委員 

 いや、提言と受けとめさせてくださいとかじゃなくて、要は、これだけのお金を投資

させておいて、開院に間に合わなかったというところなわけですよね。ならば、それに

向かって何らかの方法をとるべきではないかと私は思うんですけど。 

○田村光総合病院事務部長 

 医師の確保はできていないので、基本的には機械の導入は見送っています。それで医

師の確保はできないというふうに諦めているわけではないので、しばらくそちらに向か

っては進んでいきたいというふうに思っています。違う方向をまず置いといてそれをや

るということは、ちょっと今は考えていないので、基本的に当初の計画どおり、そちら

のほうの推進を進めていければというふうに思っています。 

○森戸委員 

 今回の新病院を開設するに当たって、例えば、山口大学医学部の期待というんですか

ね、そういうのはどういう状況なんでしょうか、この新病院開設に当たって。 

○桑田病院事業管理者 

 今の御質問は、山口大学が私たちの病院に対する期待という意味で考えてよろしいん

ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それは、光市、そこで今までやってきた地域の診療

をそのままやってくれるということだと思います。 

 それは大学の期待だと思いますし、それに応えるべく地域の医療をしっかりやってい

こうと考えております。 

○森戸委員 

 そうですかね。いや、期待をされているのであれば、その医師確保ももう少し検討し

ていただけるのかなと思うんですが、その辺のところがはかりかねますので、ちょっと

今お尋ねをしてみたところでありますので。これだけのお金をかけて病院を建設したわ

けですから、当初の目標どおり、医師確保に向けて努力をしていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○河村委員 

 さっき医療評価の話をさせていただきましたが、医療評価というのは、受けるのが目

的じゃないはずなんですよ。受けて、どう改善をして市民のためになるかということに

つながっていかなければいけないんで、ぜひ未判定になったところについては、一刻も

早く改善策を示して、対応というのを検討していただきたいというふうに切にお願いを

しておきます。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ④議案第８号 平成31年度光市介護老人保健事業会計予算 

説 明：原田介護老人保健施設事務係長 ～別紙 

質 疑 

○河村委員 

 以前、話を聞きよったときに、要は、収入は老人保健施設の場合、一定になっており

ますので、いかに支出を抑えるかということになるわけですが、その支出の中でも、要

は、人件費が一番大きなウエートを占めるわけですが、給与費が他と比べてというのが、

お答えの中では、他の公的機関と、こういうお話をされたんですが、通常の医療法人で

ももう今はできますので、通常の老人保健施設の中でいうところの平均的な給与比率と

いうのは、どのくらいなんですか。 

○原田介護老人保健施設事務係長 

 以前、平成29年度決算に御説明はいたしましたが、今ちょっと資料を持ち合わせてい

ないので何ですけど、まず、公営企業としては、大体同程度の金額になっております。

民間企業との差としては、５万円から10万円程度高いように把握しております。 

 以上です。 

○河村委員 

 ５万円から10万円というのが、要は、比較の金額によるんですけど、通常、総収入に

占める割合でいくと、民間の場合は、私、特に２年ほど勤めておりましたので、そこは

ちょっと異常なくらい低くて、３割ちょっとなんです。通常でも民間の場合には５割に

到達しない状況なんで、明らかにこういうときに民間との給与比というのが如実に差が

出てくるんですね。要は、管理者のほうには余り関係なくて、例えば、看護師さんでも

年齢を経てきますと、交代勤務というのができなくなる。できなくなるけれども、給与

は高くなるという悪循環が、恐らくこんなところにも出ているんで、一番簡単な方法は、
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新規の採用をふやして運営すりゃ確実にもうかるんで、そのあたりのところを、独立と

は言いながら、上手に調整できるような会計の方法というのも、人事を含めてお考えを

いただいたらと思います。要望にしておきますので。 

 以上です。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

・・・・・・・・・・・・休 憩・・・・・・・・・・・・ 
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６ 建設部関係分 

 （１）付託事件審査 

  ①議案第31号 光市特別用途地区建築規制条例の一部を改正する条例 

   議案第32号 周南東都市計画特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例 

説 明：松並都市政策課長 ～別紙 

質 疑 

○河村委員 

 周南東都市計画特定用途制限地域について、これを定めることで、もっと効率的に、

あるいは、地域が活性化をすることに供するということであればありがたい話なんで

すが、先日も、今、外国人の雇用についてのお話をさせていただきましたが、なかな

か今、一般の空き住宅を購入して、外国人の方々が入ってこられて、恐らく４月以降

についてはもっとふえてくるんだろうと思うんです。 

 要は、工業地域の周辺部に、例えばそういう方がお住いになって、新しい住宅という

ものを形成できれば、それはそれで結構いいことのような気がせんでもないです。 

 ちゅうのは、この工業専用地域の中にそういった食堂であるとか、あるいは住居、要

はみんな集合住宅のような住居ができることは、いいことだというふうに捉えられなく

ないんですが、その点はいかがですか。 

○松並都市政策課長 

 このたび、制限しようとするに当たりまして、いわゆる工場や工業に特化したエリア

と人が住む場所とを分けること。つまり、住工分離によりまして、良好な住環境と工

場等の円滑な操業とを分離して、それぞれの環境を守っていこうという考えのもとで

制限を設けようとするものでございます。御理解を賜わりますようお願い申し上げま

す。 

○河村委員 

 それはさっき説明聞きましたから、そうじゃなくて、外国人の雇用をこれから50万人

増やすちゅう、４月以降です。そういった中で、その工業、勤めるところの隣接にそ

ういう住居、あるいは飲食の店ができることは、相互にとってプラスになっておるん

じゃないかと、こういう質問に対して答えていただかなければ。 

○松並都市政策課長 

 国籍はともかくといたしましても、労働者の方々の住まいや生活の場が、それぞれ働

く場所である工場などと近接しているほうが便利なのではないかという御意見と受け

とめました。繰り返しになりますが、そういった住む場所、生活する場所と工場とは、

例えば騒音の問題、あるいは振動や排水などの問題などの環境面の点からも、分離し

ているほうが望ましいと考えておりまして、このたび、制限を設けようとするもので
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ございます。 

○河村委員 

 今、周防の工業団地で言えば、一番奥が南に当たろうと思うんですが、一番奥の部分

に30ｍぐらいにわたって、道路沿いに規制が、たしかかかっておったと思うんですが、

現行、何もない場所にも今回は規制の線を引こうとしているわけです。現行、今ある

工業団地について規制をしようというんなら話もわかるんですが、現行、何もないと

ころにまで規制を考えて一緒にする必要があるのかどうか。私が言いましたように、

元来、白地の地域ですから、そのまま飲食の店であれ、あるいはそういった集合住宅

であれ、できることがプラスに作用するケースというのは全然考えなかったんですか。 

○松並都市政策課長 

 お示しいただきましたように、周防工業団地の県道の東側からの入り口の市道沿い、

道路境界から30ｍにわたりまして、道路と平行線で同じ制限をこのたび設けようとして

おります。 

 このエリアは、工業団地の入り口に当たる沿道ということで、工場等以外の建物の混

在がないほうがよいと考えたものでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 例えば、調整区域であったにしても、沿道のサービスをするような業種には緩和があ

るわけです、建築物の。そういったことも考えられたら、30ｍという話をすれば、大き

く開発したりすると、さっき説明があったような半分以上新しい土地にひっかかったり

すると、地目が、規制が解除になったりするわけですから、かえってそれがまぎらわし

い状態を招くんで、そこの部分については、既存のとおり、要するに当初開発した区域

以外についてはかけないほうがいいんだろうと思われるわけです。 

 もっとこれから先、そういう人材派遣をするような会社が、そういう集合住宅を建て

たり、あるいはそういう飲食の提供をしたりということにつながると思われる、そのこ

とが考えられんかったのかどうか、それが理解できんのですが。 

○委員長 

 どういう質問でしょうか。 

○河村委員 

 聞いたとおり。 

○委員長 

 考えられなかっただろうかということですか。 
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○河村委員 

 そうです。 

○松並都市政策課長 

 制限を設ける地域と設けない地域ということで、建てられる建築物が変わってくるわ

けですけれども、そのような工場の周辺、工場の制限を設けるエリアの中とその周辺

との制限の違いというようなことかもしれませんが、このたび、そこまでのことは考

えずに、先ほどの沿道30ｍにつきましても、同様の制限を設けようとしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 なかなか自分の思いも披露することが少なくて、先般も都市計画審議会の中で今の説

明文書の中で塩田という地名がなかった。あれがこれだったな、違うたかいな。そうい

う、いいです。一応、恐らくこれからは想定をされています。要は、外国人の方が住む

ケースというのがどんどんふえていって、そういう用途制限地域に入れなくするという

ことは、そういった要は人材派遣のほうから見てみると不便な状況というのが出てくる

ような気がしますので、もしこれはこれで通ったとすれば、そういうただし書きの、市

長が特に認めるとか、そういった中で臨機応変に対応していただくようにお願いをして

終わります。 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ②議案第38号 市道路線の認定について 

説 明：橋本監理課長 ～別紙 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採 決：全会一致「可決すべきもの」 

  ③議案第１号 平成31年度光市一般会計予算〔所管分〕 

説 明：酒向道路河川課長 ～別紙 
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質 疑 

○河村委員 

 175ページの港湾施設管理事業のところで、県からの受託ということで、水門でした

が、ここは今、戸仲水門は自動的にスイッチが入るようになっちょんかいね。それと

も誰かが行って水門を開けたりせんにゃいけんのか。 

○酒向道路河川課長 

 光井港の樋門管理でございますけれども、自動でも入るようにはなっております。 

○田村建設部長 

 ただいま課長の説明を補足させていただきます。戸仲排水路のゲートにつきましては、

手動で行います。ポンプがついておりまして、ポンプは自動で入るような構造になっ

ております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 ゲートの管理者みたいな方がおってんですか、手動の。 

○酒向道路河川課長 

 管理者といいますか、委託を受けて、道路河川課及び監理課で管理はしております。 

○河村委員 

 とすると、大雨のときなんかには市の職員が行って、水門を閉めたりあけたりすると

いうことなんですね。 

○酒向道路河川課長 

 仰せのとおりでございます。 

○河村委員 

 遺漏のないように、ひとつお願いをしたらと思います。 

 それから、171ページの側溝ふたの製作、それから設置等委託料ということで、歳入

のほうは１万円、1,000円じゃったかな、頭出しがあっただけなんですが、これの状況、

毎年、相当量製作をして、かけかえとか、あるいはふたのないところに推進をしてお

るということなんでしょうか。 

○酒向道路河川課長 

 ふたの製作設置についての御質問でございますけれども、毎年、市内側溝ふたの傷ん

だところにつきましては、ふたのかけかえを実施しております。 
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○河村委員 

 いや、そうじゃなくて、要は、定期的にこの金額が、例えば1,000枚ふたを製作して、

年次的にふたの交換作業をしておる、あるいは、まだふたが済んでないところについ

て、年次的にそういうふたかけをしておると、そういう話です。 

○酒向道路河川課長 

 大変失礼いたしました。継続的に実施しているところもございますし、あと、ふたの

かかってないところにつきましては、地元要望の対応について実施しているところもご

ざいます。 

○河村委員 

 ですから、定期的に進捗をさせようとするところは、どの程度の毎年、距離を行って

いるのか、そういう計画はお持ちじゃないんですか。 

○酒向道路河川課長 

 計画的なものは、今時点では持ち合わせておりませんけれども、順次、ふたの交換等

をしてまいっております。 

○河村委員 

 従前の、要はふたがなくて、事故につながったり、けがになったりすることで、損害

賠償の請求対象になったりするんで、要は、今、ふたかけがない、あるいはふたが壊

れているというところを点検しながら、計画的に実施をする必要があると、こう思っ

ているんですが、そのあたりの対応までは考えてない。 

○酒向道路河川課長 

 計画的に市内一円を、年次的にかえていこうというとこまでは持ち合わせてはおりま

せんけども、自治会とお話をさせていただきながら、その中で、自治会の中でも優先

するところを選定して、実施はしている状況でございます。 

○河村委員 

 ぜひそういう計画、どの程度の区間、ふたかけがない状態とか、現行的にふたかけが

ない状態というのは、一定の幅じゃない、20cmだったり50cmだったり、いろいろな

ケースなんで、事前にふたを製作して、それを配置していくことにならんかもわから

んので、そのあたりの調査と、施設をやっていくという計画をどっかでつくっていた

だけたらと思いますので、お願いをしておきます。 

 以上。 

説 明：松並都市政策課長 ～別紙 
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質 疑 

○畠堀委員 

 177ページに記載されております駐車場管理委託料ですけれども、830万1,000円の予

算が上がっておりますが、これは30年については911万1,000円ということで大幅に減

額になっておりますが、この辺の背景について教えていただけたらと思います。よろ

しくお願いします。 

○松並都市政策課長 

 駐車場管理委託料につきましては、昨年度に対し81万円の減額となっております。こ

れにつきましては、駐車場の管理体制につきまして、南北それぞれの地元の団体に委

託をしているところですが、一部、体制を縮小することとしております。 

 具体的には、ほかの時間帯と比べまして著しく入出庫台数の少ない時間帯２時間につ

いて、委託時間を減じようとするものでございます。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 ここの駐車場については、光駅の拠点整備計画等にもかかわってくると思うんですけ

ども、29年度の事務事業評価では、駐車場について整備、管理のあり方を検討すると

いうことが明記されておりましたが、今、御紹介いただいた体制の縮小というのが、

この管理のあり方の検討ということで考えてよろしいんでしょうか。 

○松並都市政策課長 

 来年度から、光駅の南北自由通路と南北の駅前広場の整備に向けた基本計画の策定に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 それと並行いたしまして、効率性や公平性の観点から駐車場利用料金収受の機械化も

視野に、管理体制について検討を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 今年度から一部縮減するものとあわせて今後の光駅拠点のあり方の中で、さらに効率

的に見直していくということで理解いたしました。ありがとうございます。 

○河村委員 

 177ページの区画整理事業の本題がというところがあったんですが、区画整理事業と

いうのは、少ない予算で大きな工事費が見込めるわけでございますが、今回のように

大きな土木事業、災害をのけたら非常に少ないんです。 

 そういったときに、民間でやるその区画整理事業があれば、全体的な事業費の底上げ

にもなるわけですが、これについては、どのように考えちょってですか。 
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○松並都市政策課長 

 市街地における住環境と公共施設の整備促進をあわせて行う土地区画整理事業は、ま

ちづくりにおける有効な手段であると認識をしております。これまで光市内で行われ

た土地区画整理事業のほとんどが、土地所有者の方々が土地区画整理組合を立ち上げ

られまして施工をされてきた経緯がございます。土地所有者をはじめとする関係者の

皆さんの総意ということで、そういった動きがあれば、可能な範囲でお手伝いをさせ

ていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 従前にもそういった動きがあるわけですが、例えば、組合をつくるにしても地主さん

そのものはそういった知識が豊富でありませんから、一からお手伝いをしてあげない

と、そういう形には成就しないんです。 

 要は、その応援をどの程度するかという話なんですが、ちょうど長尾台のところの、

今、ずっとやりかけの道路がありますが、あそこのところについては、当初から地主

さんのほうで早くやってほしいと、こういう依頼もあったわけです。そのあたりの進

捗が図れないというところが、どうもちょっと理解ができないのと、もう一つ、地名

で言えば光井１丁目ですが、筆界未定地があったりする中で、土地区画整理をやって

みたいというような話もあるわけですが、積極的に、こういった、今、事業費が少な

いときに応対をしていただくと大変助かるんですがどうですか。 

○松並都市政策課長 

 初めに、光井７丁目の中央脇田線関連の事業についてお答えを申し上げます。 

 これは従前から取り組んでまいりました道路改良事業が完成を見ていないということ

でございまして、これまでにも地域での説明会等も開催をさせていただきましたが実

現には至っておりません。事業の手法等について、庁内関係部局と調整をしてみたい

と考えております。 

 それから、光井１丁目につきましてもお尋ねをいただきました。 

 こちらにつきましては、土地所有者を含めます関係者の皆さんの総意がございました

ら、制度上は可能であると認識しているところでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 総意というても、なかなか地権者が、今、現実的に誰なのかということを含めて、あ

る程度、協力をしてあげなければ前へ進まないということですから、ぜひそういった

積極的な対応をしていただきたいのと、光井７丁目については、市道をつくろうとい

うのが当初の発端ですから、説明会といったって、もう10年も前の話なんで、自分た

ちでその道路をつくろうという意思があったら、何か方法を考えていろんな形で取り

組むはずなんで、そこについてもぜひ積極的なお願いをしておきます。 
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 それから、その上の、先ほどの駐車場管理については、機械化もというお話でありま

したので理解をしますが、北口の駐車場については、要は台数と、それから管理費と

比べると赤字だと思われますので、早期に着手をしていただけたらと思いますので、

よろしくお願いをしたらと思います。 

 それから、駐車場の管理方法で切符を切っておるわけですが、その切符のあり方、要

は料金の精算の仕方については、一度しっかりした対応策というのを考えていただい

たらと思います。 

 それから、179ページですが、公園緑地管理委託料の中に児童遊園について今回は入

れたと、こういうお話でございまして、児童遊園についての捉まえ方がどうも違うん

だと思うんですが、児童遊園とはどういうふうにお考えです。 

○松並都市政策課長 

 児童遊園とは、児童福祉法の規定に基づく児童厚生施設の一つであると認識をしてお

ります。 

 ただ、私どもで管理をしておりますのは、その法の規定に基づく施設ではなく、通称

「児童遊園地」と呼んでおります比較的面積の小さな公園でございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 要は、福祉から建設部に移管する中で、児童福祉法の規定による児童遊園というのは、

広場あるいは遊具、トイレというものを要する。しかし、それにあわせて児童厚生員

が見守ると、こういうのもあるんです。 

 当然、年に何回かの点検作業をするようになっているんです。従前、お話ししました

が、福祉所管のときには、たしかそういう点検の資格まで取りにいって点検業務につ

いておったんです。そのあたりの引き継ぎがないというのが、どうもようわからんの

です。 

 反対にもう一つは、都市公園はと言うたときに、都市公園というのは、通常、遊具を

置くようにはなっていない。都市公園法でいえば、通常は遊具を、そうやって書いち

ゃあるで。遊具を置くようにはなっていないんで、その違いというのを、そのあたり

でしっかりつかまえていただくか、そうでない一括管理をするにしても、遊具につい

て、いや、隔年に点検をしますというんじゃ、その間に事故等の危険性があるという

認識がないというんじゃ、ちょっとどうもぐあいが悪いです。 

 特に、児童遊園の場合には砂場等があるんです。今、大概の市内の児童遊園地につい

てはです。そのあたりの対策についても、少し考えていただかなきゃいけないんですが、

どんなですか。 

○松並都市政策課長 

 まず、都市公園につきましては、都市公園法の規定による公園施設の一つである遊戯

施設として遊具を設置しております。都市公園の遊具の点検につきましては、都市公
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園法の規定に基づきまして、年に１度、定期点検を実施しております。 

 それに対しまして、通称「児童遊園地」につきましては、先ほども申しましたように

児童福祉法の規定によります施設ではないと認識をしておりますことから、法定とい

うよりも非法定の行政財産として私どもで管理する中で、都市公園に準じて管理をし

ております。遊具の点検で申しますと隔年で業者に定期点検を委託し、それ以外の年

は職員が点検をしているというところでございます。 

 これにつきましては、将来の管理のあり方も含めまして、いま一度、検討してみたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 わかりました。 

 それから、梅まつりのところで入園料の雑入がなかったんですが、周辺の意見を聞い

てみますと、入園料と今の入園料徴収するシルバーの人件費と、どっちが高いんかと

いうような話をよく耳にするんですが、そのあたりの比較を含めてお話しください。 

○松並都市政策課長 

 冠山総合公園の入園料につきましては、光市都市公園条例の規定に基づきまして、梅

まつり期間中の土日祝日に限りまして１人100円の入園料をいただいております。ただ

し、中学生以下はこの限りではございません。 

 現在、指定管理者制度を導入し、利用料金制となっておりますことから、梅まつり期

間中の当該入園料100円につきましては、指定管理者の収入となってございます。その

ため、本市の歳入予算には計上がありません。 

 指定管理者からの平成29年度の収支決算報告によりますと、梅まつり期間中の入園料

徴収のための人員配置に係る費用は約50万円でございます。それに対しまして、梅ま

つり期間中の入園料は約130万円でございまして、差し引きいたしますと約80万円のプ

ラスでございます。 

 以上でございます。 

○河村委員 

 わかりました。 

 それは、全て今の指定管理者の中に入っているということですよね。ええです。 

説 明：沖本建築住宅課長 ～別紙 

質 疑 

○畠堀委員 

 ２点ほど、まず181ページの耐震診断委託料ですけども、御説明では21件分というこ

とで、155万4,000円ということが計上されておりますが、平成30年の予算のときは24件
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で400万円という形で予算が上がってきたと思います。 

 予算の昨年との比較において減額されている。１件当たりの単価も随分変わってきて

いるのかなと思ったんですけども、そのあたりの昨年との比較について教えていただ

けたらと思います。 

○沖本建築住宅課長 

 28年度と29年度ですか。 

○畠堀委員 

 すみません、今回の予算が155万4,000円です。29年度の事務事業評価の中で、30年の

予算が記載されているんですけども、その30年の予算においては400万2,000円という

ことで、24件分で予算が計上されておりましたので、その辺の総額と単価当たりの数

字の比較、そのあたりについて教えていただけたらと思います。 

○沖本建築住宅課長 

 24件、募集戸数は30年度も来年度、31年度も変わりません。 

 24件というふうに事務事業評価のほうで載っておりますのは、耐震診断の募集件数が

21件で、耐震改修の募集件数が３件、これを合算したものでございます。来年度も、

一応、この事務事業評価では24件ということになろうかと思います。 

 以上です。 

○畠堀委員 

 わかりました。事務事業評価の中では目標という形で書いてあったので、今、教えて

いただきましたので理解しました。 

 あと、耐震化率については、耐震改修促進計画という中で、行く行くは90％を目指す

んだという形になっておりますが、現状の耐震化率と今後の達成見通しについて教えて

いただけたらと思います。 

○沖本建築住宅課長 

 現在の耐震化率、これが平成25年度時点が一番新しいデータになるわけですが、平成

25年度時点での本市内の住宅の耐震化率は76.1％でございます。 

 今後の見通しにつきましては、非常に厳しい状況ではございますが、制度のＰＲや住

民への意識啓発に努め、地震に強いまちづくりをさらに推進してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 先ほどの事務事業評価では、評価Ｂということで、手法等の改革という形で評価され

ているんですけども、今、おっしゃられたようなことで何か新たに考えておられるこ
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とがあったら、教えていただけたらと思います。 

○沖本建築住宅課長 

 先ほど、予算説明のほうでも少し触れさせていただきましたけども、来年度、木造住

宅の耐震改修補助事業につきまして、補助率を現行の23％から80％に、また、市内業

者で工事をした場合の補助限度額を現行の90万円から110万円に引き上げ、住宅所有者

の経済的な負担を軽減するとともに、新たな取り組みといたしまして、毎年の住宅耐

震化の周知や普及にかかわる具体的な取り組みを定めたアクションプログラムを作成

しまして、市内の住宅所有者に対し啓発チラシを配付するなど、住宅の耐震化を推進

し、その進捗状況を、毎年、検証、評価を行って、このプログラムを毎年、充実、改

善を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 すごく積極的な取り組みを考えておられるということで、大いに期待したいというふ

うに思います。 

 続きまして183ページで、施設解体工事ということで３つの市営住宅の解体というこ

とでお話がありました。今、三輪の中央住宅については長期空き家ということだったん

ですけども、汐浜と上島田については１棟と２棟ということで、何人の方が、今、そこ

に住んでおられて、解体に当たってのスケジュールというんがわかれば教えていただけ

たらと思います。 

○小野建築住宅課住宅担当課長 

 汐浜住宅につきましては５世帯が住んでおられましたが、今はもう引っ越しが全て完

了しております。上島田住宅に関しましても７世帯の入居がありましたが、年度内には

引っ越しが完了する予定でございます。 

 住宅の解体工事につきましては、具体的なスケジュールというのはまだお話しするこ

とはできないんですが、解体時には騒音や粉じん等が発生して窓があけられないとか、

洗濯物が干せないとかいうような苦情が多いことから、周辺の住宅にお住まいの方の迷

惑にならないように、秋口以降の涼しい時期の工事を考えております。 

 以上でございます。 

○畠堀委員 

 解体時期は、まだわからないということですが、周辺への配慮を含めて秋口以降とい

うことで、そのあたりしっかり周辺への配慮もお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○森戸委員 

 同じような質問になるかもしれませんが、181ページの住宅・建築物安全ストックの
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先ほど御説明ありましたけど、今回、地元業者の部分を拡充されるということだったん

ですが、今まではそんなに地元業者の利用というのはなかったんですか。どんな感じな

んですか、その辺のところは。 

○沖本建築住宅課長 

 市内業者の活用率でございますが、過去、この制度を利用されて改修をされた方が９

件ございます。そのうち、市外業者で行ったというのは、私の記憶ではたしか１件しか

ありません。 

○森戸委員 

 了解いたしました。 

 それと、施設を解体されて、汐浜、上島田、三輪中央なんですが、その後はどのよう

にされるか何かお考えがございますか。 

○小野建築住宅課住宅担当課長 

 まずは、行政財産としての何か活用がないかということを模索する予定ではおります

けれども、民間等に売却するといった選択肢もあろうかと考えております。 

 いずれにしても、まだ具体的には、その跡地をどうするかということは決定しており

ません。 

 以上でございます。 

○森戸委員 

 了解いたしました。立地のいいところもあろうかと思いますので、現金化といいます

か、お金がない折でしょうから進めていただけたらと思います。 

 それと、その下に、市営住宅移転補償ということで、虹川の、今、移転を考えておら

れるということなんですが、これについては、今後はどのような流れといいますか、

計画になるんですか。 

○小野建築住宅課住宅担当課長 

 先ほど申しました汐浜２区住宅と上島田住宅以降に、今年度は東戸仲住宅と虹川住宅

の入居者を対象に用途廃止に関する説明会を行っております。その中で、１世帯の方

が来年度出られるということですんで、先に、この予算化をしたところでございます。 

 今後も引き続き、用途廃止に向けた取り組みを行っていきたいと考えております。 

○森戸委員 

 説明に当たりましては、丁寧に説明をしていただけたらと思います。 

 以上で終わります。 

○河村委員 
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 浅江地区の虹ケ浜の地域の水抜きといいますか、排水対策はどのようにお考えですか。

相当、昔から対応策を考えるという話ではあったんですが。 

○酒向道路河川課長 

 排水対策の質問でございますが、雨水排水対策につきましては、かなり多くの費用と

長い年月がかかると考えられます。前回でもお話はさせていただいたとこではござい

ますけども、今後は有効的な手段等について慎重に検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○河村委員 

 もちろんそうなんですが、要は、必要性、要するに投資の対象になるかどうかという

中で、雨が降ったときに、またつかるんじゃないかというようなところには、なかなか、

じゃあということで、わざわざ土地を買ってまで来るということはないんで、そのあた

りの対策を早急に立てなければ。 

 立てたからって、すぐやるとかやらんとかじゃない、要は、いろんな補助事業、メニ

ューを考えながら、その対策を練っていけばええんで、まず自分らの中で、頭の中で

まとめ上げて、それをコンサルにお願いをするような形をとっていただかなければい

けないんで、早く検討をしていただいたらと思います。 

 それから、野原岡庄線、前にお話をしておりますが、その最後、施工をしなかった区

間、光井小前橋から残りの区間、東に行ったとこの区間なんですが、要は、購入した

ところについての測量等の結果はどうじゃったのか御説明いただけますか。 

○酒向道路河川課長 

 野原岡庄線の件でございますが、今現在、側溝が境界だと考えられます。一応、測量

をして境界を確認し、境界を復元して、そこの場所に現時点の側溝が敷設されている

ものと考えております。 

○河村委員 

 私のほうは記憶ですから、それが確実だというふうには思っておりませんが、ただ、

当時の状況を含めて、そういう工事をしたら必ず境界杭というのは打ってあるわけで

すから、境界杭がないということは、そうじゃないんだというほうが正しいと思いま

すので、もし、そういうふうにして、きちっと測量して購入したということであれば、

境界杭いをどうなったんかというのを明確に御説明を今度いただけたらと思いますの

で。 

 以上です。 


